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第

一
節

概

説

保
健
衛
生
思
想
の
優
劣
は
そ
の
国
の
文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ

ー
と
い
っ
て
も
よ
い
。
わ

が
国
の
保
健
衛
生
思
想
は
明
治
初
年
以
来
文
化
の
進
展
に
つ
れ
て
、
こ
こ
約
百
年
の
聞

に
目
覚
ま
し
い
発
展
向
上
を
と
げ
た
。

本
町
に
お
け
る
保
健
衛
生
の
変
遷
も
わ
が
国
の
保
健
衛
生
の
発
展
と
軌
を
一
に
し
て

い
る
。江
戸
時
代
ま
で
は
、
病
気
に
対
し
て
は
古
来
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
た
民
俗
信
仰
に
よ

る
呪
術
(
ま
じ
な
い
)
と
か
、
加
持
祈
祷
と
か
、
漢
方
医
学
等
に
よ
る
治
療
が
行
な
わ

れ
て
い
た
。
本
町
に
お
い
て
も
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
。
今
な
お
町
内
の

ほ
う
そ
う

所
々
に
杷
ら
れ
、
往
古
の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
出
産

・
抱
癒
そ
の
他
に
関
す
る
諸

じ
ゅ

ふ

神
仏
や
、
疫
病
流
行
に
対
し
て
、
部
落
の
入
口
に
〆
切
り
と
い
い
呪
符
を
掲
げ
る
風
習

が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
、
そ
れ
ら
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

ら
ん

江
戸
後
期
に
蘭
学
者
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
西
欧
の
科
学
的
な
医
術
に
よ
り
、
次
第

に
こ
れ
ら
の
俗
信
呪
術
は
影
を
ひ
そ
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
保
健
衛
生
の
歩
み
は
遅
々

第
一
章

保

健

世話

生

生
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
よ
く
例
に
ひ
か
れ
る
明
治
凶
年
(
一
八
七
一
)
甲
府
県
庁
よ

り
出
さ
れ
た
疫
病
神
退
散
状
は
当
時
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。

寛
政
九
年
(
一
七
九
七
〉
幕
府
の
典
医
石
坂
宗
哲
に
よ
り
甲
府
医
学
所
が
開
か
れ
、

明
治
元
年
(
一
八
六
九
)
に
至
る
ま
で
医
師
の
養
成
、
医
術
の
研
さ
ん
、
患
者
の
治
療

等
が
行
な
わ
れ
た
。
明
治
元
年
同
所
は
廃
止
と
な
り
、
同
年
佐
渡
町
に
新
た
に
県
病
院

が
建
築
さ
れ
、
同
九
年
ハ
一
八
七
六
〉
錦
町
へ
移
転
、
洋
風
建
築
の
偉
符
を
誇
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
へ
き
地
で
あ
る
河
内
地
方
に
お
い
て
は
、
特
殊
な
人
は
い
ざ
知
ら
ず

一
般
人
は
県
病
院
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
至
難
で
あ
っ
た
。

明
治
初
年
の
県
の
衛
生
面
に
お
け
る
施
策
の
屯
点
は
、
病
院
と
種
痘
と
大
掃
除
に
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
種
痘
が
わ
が
国
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
安
政
五

年
(
一
八
五
八
〉
五
月
、
江
戸
の
開
業
医
八
十
二
名
が
、
西
洋
医
学
普
及
の
た
め
ジ
ェ

ン
ナ
l
式
種
痘
を
行
な
う
目
的
で
設
立
し
た
種
痘
所
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
万
延
元
年

(
一
八
六

O
)
幕
府
直
轄
と
な
り
、
更
に
明
治
政
府
に
ひ
き
つ
が
れ
る
の
で
あ
る
。
英

国
の
ジ
ェ
ン
ナ
l
が
種
痘
を
は
じ
め
た
の
が
一
七
九
六
年
で
あ
る
か
ら
、
種
痘
所
の
設

立
は
六
十
二
年
後
に
な
る
。
さ
て
県
は
明
治
四
年
(
一
八
七
一
〉
二
月
に
は
種
痘
局
を

設
け
山
梨

・
八
代

・
巨
摩
の
三
郡
に
出
張
所
を
置
い
た
。
南
巨
摩
郡
下
の
出
張
所
は
切

石
と
南
部
で
あ
っ
た
。

県
は
警
察
力
を
用
い
警
官
に
種
痘
の
取
締
ま
り
を
さ
せ
た
。
衛
生
思
想
の
低
い
当
時

と
し
て
は
、
権
力
で
実
施
す
る
以
外
に
方
法
が
な
く
、
後
年
ま
で
衛
生
関
係
の
所
管
が

警
察
に
あ
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。

県
政
六
十
年
史
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
年
(
一
八
七
七
)
に
は
県
衛
生
課
が
お
か
れ
、

し
ょ
3
け
つ

明
治
十
年
、
十
二
年
に
県
下
に
伝
染
病
が
猫
獄
を
極
め
、
県
庁

・
開
業
医
協
力
し
て
予

七
六
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防
法
、
摂
生
法
に
つ
い
て
県
民
を
指
導
し
、
疫
病
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
急
速
に
大
衆
の

お
も
む

関
心
を
衛
生
に
赴
か
せ
た
と
あ
る
が
本
町
に
お
い
て
当
時
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
な

わ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。

平
区
の
市
川
家
所
蔵
の
辞
令
に

市

川

重

門

西
八
代
郡
大
河
内
村
衛
生
委
員
申
付
候
事

明
治
十
三
年
一
川
十
九
日

山

梨

g
s
a

、
げ
ド
パ

回し
の

と
あ
り
、

か
に
役
職
名
の
上
で
当
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
二
十
二
年
(
一
八
八
九
)
に
は
、
日
本
赤
十
字
社
山
梨
県
支
部
が
設
立
さ
れ
、

市
町
村
に
至
る
ま
で
赤
十
字
活
動
が
及
ん
で
来
た
。

明
治
二
十
四
年
(
一
八
九
二
に
は
伝
染
病
予
防
法
が
制
定
さ
れ
、
次
い
で
衛
生
に

関
す
る
諸
法
令
が
施
行
さ
れ
る
と
と
も

に
衛
生
上
の
取
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
、

開
業
医
の
医
療
活
動
と
相
ま
っ
て
一
般

の
衛
生
思
想
も
次
第
に
向
上
し
た
。

昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
〉
保
健
所

法
の
制
定
と
と
も
に
日
下
部
保
他
所
が

設
置
さ
れ
、
卜
九
年
同
法
の
改
正
に
よ

り
、
巾
府

・
韮
崎

・
谷
村

・
石
和

・
吉

山
と
と
も
に
身
延
保
健
所
が
設
置
さ

れ
、
身
延
保
健
所
は
峡
南
地
方
保
健
指

導
の
中
心
と
な
っ
た
。

戦
後
連
令
軍
司
令
部
は
衛
生
行
政
に

市
川点
を
お
き
、
予
防
医
学
的
立
場
か
ら

行
政
機
構
の
改
革
を
行
な

っ
た
。
す
な

わ
ち
、
従
来
の
取
締
ま
り
行
政
は
指
導

七
六
回

行
政
に
改
め
ら
れ
、
主
管
も
響
察
の
手
を
離
れ
、
県
は
衛
生
部
の
下
に
医
務
課

・
予
防

課

・
公
衆
衛
生
課

・
医
薬
課
を
お
き
、
細
菌
対
策
、
衛
生
思
想
の
普
及
、
予
防
接
種
の

実
施
、
環
境
衛
生
の
向
上
に
努
め
た
。
本
町
に
お
い
て
も
連
絡
を
密
に
し
て
衛
生
行
政

上
遺
憾
の
な
い
よ
う
努
力
し
て
来
た
。
町
民
も
ま
た
取
締
ま
ら
れ
る
受
身
の
立
場
か
ら

脱
し
て
、
自
主
的
立
場
に
立
っ
て
保
健
衛
生
の
向
仁
に
努
め
る
よ
う
に
な
り
、
予
防
医

学
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

現
在
町
で
実
施
し

て
い
る
保
健
衛
生
活

動
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。一
、
各
種
予
防
接

種

幼児の結核検診

急
性
以
白
髄
炎

(
ポ
リ
オ
生
ワ
ク

投
与
〉
春
秋
二
川

2

日
本
脳
炎
予
防

注

射

二

同

追

3

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン

a

a

」

L
E
J

占
{
'
H
A刀

4

B

C

G
按
極

5

腸
チ
フ
ス
、
パ

ラ
チ
フ
ス
予
防
波

極

三
川

追

加

6

ジ
フ
テ
リ
ア
予

防
同
協
磁

三
川

追
加
三
凶

7

百
日
一腰
予
防
接

明治15年の種痘済証診検!日ノレ手L



内

三
凶

追

加

一

回

8

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
岐
種

川
州
出
者
秋
二
川

抗
犬
病
予
防
掠
純

10 9 二
、
各
種
予
防
検
診
春
秋
二
回

妊

婦

検

診

六

月
、
十
一

月
の
農
繁

期
を
除
く
毎
月

2

乳

児

検

診

六

刀
、
十

一
月
の
決
繁

期
を
除
く
毎
月

3

老
人
検
診
午
一
川

4

三
歳
児
検
診
年
一
同

5

特
別
乳
幼
児
検
診
午
一

川

6

子
宮
癌
検
診
年
二
川

7

住
民
検
診

Q
m核
検
診
)

8

成

人

病

検

診

年

一

川

9

検
使
寄
生
虫
検
使

そ
の
他

三
、
献

四
、
防
疫
予
防
消

毒一

春
の
大
師
除
、

便
所
下
水
等
の

蚊
、
蝿
の
発
生
駆

除
(
乳
剤
に
よ
る
)

2

蚊
、
蝿
の
最
盛

期
駆
除
(
油
剤
に

よ
る
)第

一
章

血

二
回

保

1街

生

1m 

除く虫害

来町した献血車「はくあい号」

|献血に協力する人々

防
疫
駆
除
薬
剤
は
町
で
い
ず
れ
も
三
分
の
合
補
助
し
各
部
落
に
配
付
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
四
年
度
に
住
民
課
か
ら
各
家
庭
へ
配
付
し
た
計
岡
予
定
表
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
(
表
1
〉

献血に協力する人々

第
二
節

)
水
、

一、

井
戸
か
ら
水
道
ヘ

飲
用
水
の
利
用
の
う
つ
り
か
わ
り

人
間
の
身
体
の
三
分
の
は
水
分
で
あ
り
、
水
は
人
間
生
活
に
と

っ
て
必
要
欠
く
斗

と
の

で
き
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
タ

l
レ
ス
は
万
物
は
水
な
り

と
い
っ
て
お
り
、
昔
か
ら
水
神
と
し
て
杷
ら
れ
神
聖
祝
さ
れ
て
来
た
の
も
然
で
あ

七
六
五



表 1 昭和 44年度計画予定表
|
|
|]岩
色
有
害
色
素
の
食
品
に
気
を
つ
け
ま
一1
日

ロ

し

よ

う

一

7
日

i
ー一占

ー一
健
康
に
つ
い
て
考
え
よ
う

τ日

4
4
一健
康
の
日
の
計
画
を
立
て
よ
う
一
7
日

]

一戸

外

で

運

動

し

よ

う

一

一部

屋

の

換

気

に

つ

と

め

よ

う

一

|
|
|
函
劇
附
制
対
胴
例
制
調
引
制
刻
判
引
|
司
副

2

一着
ぶ
く
れ
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
一
7
日

一老

人

の

健

康

を

守

ろ

う

一

↑み
ん
な
で
健
康
診
断
を
う
け
よ
う
一
2
日

3

一位
康
を
増
進
す
る
食
事
を
工
夫
し
よ
う
一
3
日

7
J

門口

備

考

美
化
の
日

健
康
の
口

美
化
の
日

耳
の
日

健
康
の
日

1
日
4
日

n
O
 

6
日
7
日

一進
ん
で
住
民
検
診
を
う
け
、
早
期
発
見
、
司
副

9

一早
期
治
療
に
努
め
よ
う

7
日

|

|

|
H

調

罰

則

判

刈

割

列

国

劃

明

司

コ

く

守

り

ま

し

ょ

う

一

7
日

l

一む
や
み
に
い
ろ
い
ろ
の
薬
の
併
用
は
や
一
日
日

一め

ま

し

ょ

う

一

|
|
|
詞
利
引
削
到
樹
財
制
引
制
制

U
剖
同
よ
司
副

日

一う

7
日

美
化
の
日

健
康
の
日

限
の
愛
護
デ
l

体
育
の
円

美
化
の
口

健
康
の
日

美
化
の
日

健
康
の
日

美
化
の
日

健
康
の
日

町

医

妊
婦

・
乳
児
検
診

協
力
団
体
等

栄
養
改
善
協
力

一員
研
修
会
(
安

一習
等
)

越
冬
蚊

・
ハ
エ
の
一
不
用
犬
一
斉
整
理
一県
キ
ッ
チ
ン
カ

徹
底
的
駆
除
一

l
来
町

婦

人

会

衛

生

組

合

長

栄

養

改

善

協

力

愛

育

会

区

長

員

上
旬
成
人
病
予

防
週
間

献
血
・

検
便

ネ樹組| 除趣
ズ立織| 冬
活|舷
駆動|
除の| ハ

目|エ
標|駆

栄
養
改
善
協
力

員
研
修
会
(
実

習
等
)

法水大
飲のい
法事に
食故水
Vこを泳
気防を
をぎし
つまよ
けしう
まよ
しう
よ

う

一つ
ゆ
時
の
衛
生
に
気
を
つ
け
よ
う

i

一手
を
き
れ
い
に
洗
お
う

t

一次
服
の
衛
生
に
気
を
つ
け
よ
う

虫
歯
の
予
防
に
つ
と
め
よ
う

朝
早
く
散
歩
や
体
操
を
楽
し
も
う

『/‘

2
日
4
日
7
日
お
日
l
日
7
日

美
化
の
日

む
し
歯
予
防
デ
l

健
康
の
日

救
ら
い
の
日

国
民
安
全
の
日

健
康
の
日

美
化
の
日

国
民
皆
泳
の
日

美
化
の
日

原
爆
記
念
日

鼻
の
日

・
健
康
の
日

美
化
の
日

健
康
の
日

中|週下上
旬|間旬句

週薬12)4結週性
問と|ふ核開病
健|古予予
康|乙防防

ジ
フ
テ
り
ア
)
毘
一
住
民
検
診
(
第
一
萩
の
大
掃
除
犬
の
け
い
留
指
定

百

日

咳

一
前

一

次

〉

一

台

風

シ

ー
ズ
ン
の
一
不
用
犬
一
斉
整
理

破

傷

風

」

ゴ

三

歳

児

検

診

一

環

境

衛

生

イ
ン
フ
ル

エ
ン

ザ

一

一

ジ
フ
テ
リ
ア
〕
主
成
人
病
検
診
一

百

日

一

夜

一
持
一
妊
婦
乳
児
検
診
一

破

傷

風

」
i
E
一
移
動
保
健
所
一

中
旬
精
神
衛
生
一
イ
ン
フ
片
岡

υザ
一
子
宮
癌
検
診
一

普
及
運
動
司
川
刑
割
引
引
劇
画
同
劇
到
ぺ
矧
コ
羽
刈
汁
姻
附

下

旬

寄

生

虫

予

一

与

次

〉

一

防

運

動

一

一

(
2
1
m
日

)

一

ー

矧

矧

利

則

樹

謝

!

一

川

野狂犬
犬犬の
狩病け
り予い
防留
注指
射定

下
旬
大
向
然
に
一
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
一
献
血

・
老
人
検
診
一
蚊

・
ハ
エ
最
盛
期
一女
の
け
い
留
指
定
一

親
し
む
運
一
B
C
G

一
妊
婦
・
乳
児
検
診
一
駆
除

J

一

一

動

旬

間

一

一

一

一

一

倒
捌
制
引
閣
司
汁
到
川
引
刊

U-矧
別
利
釧
則
樹
剖
制
覇
州
制
刷
ぺ
斗
珂
州
刑
川
副
樹
沼
一
。
栄
養
改
善
協
力

返

事

月

間

一

百

日

顎

~
計

一

妊

婦

検

診

一

駆

除

一

-

員

研

修

会

(

実

一

破

傷

風

」
メE
一

習

等

)

動を夏
守の
る健
運康
日夕(急
本投ボ性|種
脳与リ灰
炎オ自
注)髄
射生炎|痘
ワ|

妊子I 1;.壬控
婦宮| 矧宋
・癌I _:.I 団
乳検| 到
児診| 児検
検|樹封、
診|動静

蚊梅|エ上春|組制措
駆雨|駆昇の|織生| 何
除期|除期大|活組|境
| の掃| 動合|
| 蚊除| の長|衛
エ | や |展到 ι 

l 開議| 工
犬|理不野犬|犬予狂l肘
の| 用犬の|の防犬l 江
け| 犬狩け|登注病
い| のりい|録射
留|ー留
指|斉指
定|整定

l 県
来キ
町ッ
チ
ン

水
道
週
間

一下
旬

上
旬
(
4
1
旧
日
)
一

歯
の
衛
生
週
間
一

/
区
分
一

/

一

健

康

管

理

月
用

/一

制
年

一円
分
の
ま
わ
り
を
き
れ
い
に
し
よ
う
-
7
日

4

一
ハ
エ
や
ゴ
キ
ブ
り
な
ど
の
駆
除
を
し
よ
一

|
|
|
序
|
|
|
l
i
l
i
-
-
I
l-

-

m

旧

レ
ク
り
エ

l
シ
ヨ
ン
を
楽
し
も
う

5
日

i

み
ん
な
で
運
動
を
し
よ
う

7
日

:
幼
児
の
健
康
に
気
を
つ
け
よ
う
い
け
日

第

八

編

厚

生

‘ 

日

週

間

世
界
保
健
デ
l

下
旬
環
境
衛
生

健
康
の
日
(
毎
片
7
日
)
一

強
調
週
間

結
核
予
防
デ
l

美
化
の
日

健
康
の
日

種
痘
記
念
日

句

問

予

防

接

種

犬

七
六
六

病

食

生

活



る。
「
身
延
の
者
は
声
が
良
い
、
良
い
は
ず
だ
、
南
天
山
の
水
飲
む
」
と
は
甲
州
盆
唄
の

一
節
で
あ
る
が
、
旧
身
延
だ
け
で
な
く
身
延
町
一
帯
は
四
川
を
中
心
と
す
る
清
ら
か
で

豊
か
な
沢
水
や
湧
水
に
恵
ま
れ
て
い
て
、
永
い
歳
月
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
を
育
て
て
で
く

れ
た
。本
町
に
お
け
る
飲
用
水
は
従
来
湧
水
を
利
用
す
る
も
の
、
井
戸
水
と
川
水
を
併
用
す

る
も
の
等
種
々
あ
っ

た
。
川
水
は
伝
染
病
の
伝
染
経
路
と
な
り
、
赤
痢
や
チ
フ
ス
の
集

ひ
っ
ぱ
く

団
発
生
に
見
舞
わ
れ
、
た
め
に
村
財
政
の
逼
迫
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
地
区
に
よ
り
事

情
は
異
な
る
が
衛
生
思
想
の
普
及
に
と
も
な
い
、
井
戸
の
数
も
比
例
し
て
増
加
し
、
川

水
の
使
用
は
次
第
に
減
少
し
て
来
た
。
古
老
の
言
か
ら
下
山
大
工
町
を
例
に
と
れ
ば
、

明
治
の
末
頃
に
は
約
五

O
戸
の
部
落
に
井
戸
四
つ
し
か
な
く
、
い
き
お
い
部
落
の
中
央

を
縦
貫
す
る
堰
の
水
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
つ
の
井
戸
を
一
四

・
五
軒
で

使
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
現
在
井
戸
の
数
は
三
五
に
増
加
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く

全
戸
が
下
山
簡
易
水
道
に
加
入
し
て
い
る
。
井
戸
の
数
の
増
加
は
、
衛
生
思
想
の
普
及

や
経
済
力
の
向
上
等
に
原
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ひ
と
り
こ
の

部
落
ば
か
り
で
な
く
他
部
落
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
現
在
で
は
井
戸
端
会
議
と
い

う
よ
う
な
風
景
は
全
然
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
当
時
は
学
童
や
嫁
の
夕
方
の
仕
事
は

水
汲
み
で
、
手
桶
を
か
つ
ぎ
棒
で
運
搬
し
た
。
井
戸
は
ほ
と
ん
ど
が
つ
る
ベ
井
戸
で
あ

っ
た
の
で
、
年
中
行
事
と
し
て
井
戸
替
え
や
縄
う
ち
が
行
な
わ
れ
、
時
に
水
神
祭
も
行

な
わ
れ
た
。
大
正
末
期
に
な
る
と
手
押
し
ポ
ン
プ
が
普
及
し、

戦
後
は
モ
ー
タ

ー
ポ
ン

プ
が
普
及
し
た
。
大
正
時
代
に
な
る
と
部
落
で
共
同
の
水
道
設
備
を
す
る
と
こ
ろ
も
現

わ
れ
た
。
大
正
五
年
(
一

九

一
六
〉

下
山
山
額
区
で
は
、
県
の
助
成
金
を
得
て
、
竜
雲

寺
参
道
一
本
杉
の
湧
水
を
水
源
と
す
る
鉄
管
の
簡
易
水
道
を
敷
設
し
、
部
落
の
四
ヵ
所

に
タ
ン
ク
を
設
け
共
同
で
使
用
し
た
。
昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
)
日
本
軽
金
属
株
式

会
社
の
発
電
工
事
の
た
め
湧
水
が
枯
渇
し
て
現
在
は
使
用
し
て
い
な
い
。
昭
和
五
年

(
一
九
三

O
〉
身
延
山
で
は
水
圧
日
本
一
十
誇
る
消
火
用
を
兼
ね
た
本
格
的
水
道
を
設

備
し
又
昭
和
十
七
年
(
一

九
四

二
〉
に
は
大
城
区
で
は
川
の
水
を
利
用
し
て
部
落
の
上

に
貯
水
池
を
つ
く
り
全
戸
へ
給
水
し
た。

し
か
し
こ
れ
ら
は
町
全
体
か
ら
見
れ
ば
ほ
ん

第
一
章

生

保

健

f箭

の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。

町
内
水
道
施
設
普
及
状
況

昭
和
三
十
二
年
新
水
道
法
が
施
行
さ
れ
る
に
至
り
、
漸
く
近
代
的
な
水
利
用
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
水
道
法
は
、
明
治
三
十
二
年
(
一
八
九

O
〉
以
来
六
十
七
年
間
水
道
行
政
を
規
制

し
て
来
た
旧
水
道
条
例
を
改
正
し
て
、
水
道
の
敷
設
お
よ
び
管
理
を
適
正
か
つ
合
理
的

に
し
、
水
道
事
業
を
保
護
育
成
し
て
清
浄
で
豊
富
低
廉
な
水
の
供
給
を
図
り、

公
衆
衛

生
の
向
上
と
生
活
環
境
の
改
善
に
寄
与
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ

り
上
水
道
は
厚
生
省
、
下
水
道
は
建
設
省
、
工
業
用
水
は
通
産
省
の
専
管
と
な
り
水
道

行
政
は
目
覚
ま
し
い
発
展
を
見
る
に
至
っ
た
。

木
町
に
お
け
る
水
道
施
設
は
合
併
後
急
速
に
改
善
さ
れ
、
町
で
は
、
五
戸
以
上
の
共

同
に
よ
る
も
の
を
助
成
対
象
と
し
て
い
る
が
、
実
に
四
二
の
多
き
に
達
し
、
身
延
町
人

口
の
約
八

O
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
が
給
水
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
全
国
平
均
七
四

・
七

パ
ー
セ
ン

ト
を
は
る
か
に
上
ま
わ
っ
て
い
る
。

木
町
に
お
け
る
簡
易
水
道
の
概
況
は
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
主
た
る
も
の
に
は

下
山
簡
易
水
道

・
小
原
島
簡
易
水
道

・
身
延
簡
易
水
道

・
角
打
簡
易
水
道

・
中
央
簡
易

水
道
が
あ
る
。

下
山
簡
易
水
道

建
設
委
員
長
は
佐
野
為
雄
で
、
早
川
右
岸
の
富
士
川
伏
流
水
を
井

戸
ケ

i
シ
ン
グ
径
二
五

0
ミ
リ
メ

ー
ト

ル
、
深
さ
=二二

メ
ー
ト
ル
ボ

ー
リ

ン
グ
し
た
。

最
大
揚
水
能
力

一

日

て

二

O
O立
方
メ

ー
ト

ル
、
日
本
ブ
ロ
イ
ガ

1
モ
ー
タ
ー
水
中

ポ
ン
プ

口
径
八

0
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
揚
水
量
六

O
Oリ
ッ
ト
ル
、
七

・
五
馬
力
で
配
水
ポ

ン
プ
室
に
導
入
し、

配
水
ポ
ン
プ
は

ト
リ
シ
マ
製
K
M
型
口
径
七
五
ミ
リ
、

六
段
タ

ー

ビ
ン
、
揚
水
能
力
八

0
メ
ー
ト
ル
、
揚
水
量
六
三

O
リ
ッ

ト
ル
、
二

O
馬
力
の
電
動
機

で
配
水
池
に
送
水
し
て
い
る
。

施
設
お
よ
び
運
営
状
況
に
つ
い
て
見
る
と
、

消

毒

設

備

S
B
型
向
動
塩
素
滅
菌
機
二
台

七
六
七
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簡易水道施設一覧表

国の補助により町で施行したもの

害工カ所前15工年月情工年月|総工 1~ ド庫補助金|起 債 IlllJ総出金|地元負担金|主賢官|喜本人暗号「E
出延町下 9.10自 8302M60，6114，077，oUlo，4∞，0品3，000，0見5，1瓜 611J2，d 2，0人53 〈1行42EJ，oc川x 
ρ小原島35. 9. 4 36. 3. 3，384，∞o 7∞，α刃 1，αX)，α氾 5∞， c日 1，184，080 180 132 6，OCC 

か身延37. 9. 1 38. 3.31 8，480，αm 1，550，αx) 3，5∞，αx) 9∞，αヌコ 2，530，α刃 2，250 1，401 60，∞o 

か大城38. 8. 5 39. 3. 3，557，αx) 685，αx) 1，5∞，∞o 5∞，0∞ 872，000 315 270 15，C∞ 

グ角打39.12.24 40. 4.31 4，6αコ，α丈 9∞，αx; 4，434，0∞ 1，408 1，218 l∞，C∞ 

グ(梅中平央〉41.11. 1 42. 5.30 20，∞0，0001 4，450，αm 8，α刃，00こ2，6αコ，αx) 4，950，α)c 2，350 2，1(わ 12J，OCO 

県の補助により町で施行したもの 飲用水供給施設 問で施から4割たの補助により町
工しもの

施行カ所名 I習工年月 I 総工費 I計水人画給~I現水在人給口 I 実給績水イ|澗量
施行カ所|情|工年月I総工費 I計給人画水口I現m人在l十I 抗措

身延町湯平 2Hπ6. 3 948，∞円01 1∞人 人62(tiD35αI刃J 

押主|1214醐a110011 2.s&!i 楠町31.3 I 1，064， 4291 3∞ 2801 12，α刃

波木井第二32.3 1 2，127，2081 3101 3201 15，α刃

被木井第一32. 3 1，589，023 110 115 5，0∞ 

大石野32. 3 1，335，244 lα〕 51 4，(氾O

下来余33. 8 1，285，α刃 100 85 4，000 

大和小34. 3 1，896，715 320 210 10，∞o 

上粟倉34. 3 1，327，245 l∞ 26 2，αx) 

フじ 町36.3 1，3αコ，0αコ 350 292 16，αx) 

配旧

火水水

消給
水
戸
数

水
道
料
金

年

間

経

貨

七
六
八

栓管池

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
、

一
二

O
立
万
メ
ー
ト
ル

直
径
一
五

0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

J
七
五
ミ
チ
メ
ー
ト
ル

地
下
式
単
口
前
径
六
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

三
四
基
、
地
上
式
二
基

一
般
三
八

O
戸
、
工
場
二
、
学
校
二
、
保
育
園
一

基
本
料
金
三
三

O
円
(
一

O
立
方
メ
ー
ト
ル
)
超
過
料
金
一
立
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一
五
円

収
入
二
五

O
万
円
、
支
出
内
訳
は
、
償
還
金
九

O
万
円
、
電
気
料
八

O
万

円
、
管
理
費
八
五
万
円

中

央

簡

易

水

道

水

源
は
二
ヵ
所
で
、
第
一
水
源
は
鷹
取
山
四
、

一
八
六
番
地
、
身

ま
す

延
川
上
流
の
表
流
水
を
毎
秒

一
O
リ
ッ

ト
ル
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
取
水
析
で
取

水
す
る
。
送
水
管
直
径
一

0
0ミ
リ
メ
ー
ト
ル

J
七
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
、
二

一
0
メ
ー
ト

ル
で
梅
平
一
区
二
、
九
一
一
番
地
の
着
水
池
に
送
水
す
る
。
第
二
水
源
は

昭
和
四
十
三
年
八
月
志
摩
之
沢
の
地
元
慣
行
水
利
権
を
取
得
し
、
一
日
最
大
四

O
O立

方
メ
ー
ト
ル
の
表
流
水
を
取
水
堰
堤
で
取
水
し
、
着
水
池
に
導
入
す
る
。
浄
水
設
備

き

よ

き

ょ

は
、
着
水
池
、
撹
持
渠
、
混
和
渠
、
沈
で
ん
池
二
池
、
急
速
ろ
過
装
置
の
順
で
、
一
日

最
大
浄
水
能
力
八

O
O立
万
メ

ー
ト

ル
、
配
水
池
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
、

日
最
大
有
効
貯
水
量
一
五

O
立
万
メ
ー
ト
ル
で
梅
平
一
円
に
配
水
す
る
。

設
備
お
よ
び
運
営
状
況
に
つ
い
て
見
る
と
、

消

毒

設

備

配

水

設

備

火

車合計1
7j'( 

戸

数

2 

水
道
料
金

表

年

間

経

費 栓

S
B
型
塩
素
滅
菌
機
二
台

直
径
一
五

0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
J
一
0
0ミ
リ
メ

ー
ト
ル
、

延
長
三
、
七

0

0
メ
ー
ト
ル

地
下
式
単
口
直
径
六
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
一
四
基

一
般
二

O
O戸
、
高
等
学
校

・
小
中
学
校

・
保
健
所

・
電
々
公
社
外
三
会

今
必
B基
本
料
金
三

O
O円
(
一
五
立
万
メ
ー
ト
ル
〉
超
過
料
金
一
立
万
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
一
五
円

収
入
二

O
O万
円
、
支
出
は
、
償
還
金
七
万
円
、

円
で
あ
る
。

一
般
管
理
費
一

O
O万



角打簡易水道浄水場

角
打
簡
易
水
道

建
設
委
員
長
は
中
村
英
文
で
、
宮
沢
の
表
流
水
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
り
の
取
入
堰
を
築
き
、

一
日
最
大
取
水
能
力
六

O
O立
方

メ
ー
ト

ル
を
、
直
径

七
五
ミ
リ
メ

ー
ト
ル

の
送
水
管
で
丸
山
浄
水
場
の
緩
速
ろ
過
池
(
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト

造
り
、
七
二
立
万
メ
ー
ト
ル
、
最
大
能
力
一
日
五

O
O立
方
メ

ー
ト

ル
〉
に
導
入
ろ
過

す
る
。
配
水
池
は
、

一
日
最
大
給
水
量
の
一
二
時
間
分
の
貯
水
容
量
(
一

三
二
立
万

メ

ー
ト

ル
)
を
も
っ
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
で
あ
る
。

設
備
お
よ
び
運
営
状
況
は

消
毒
設
備

配
水
施
設

S
B
型
塩
素
自
動
滅
菌
機
一
台
、
簡
易
点
滴
機
一
台

直
径
五

0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
J
七
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
二
八
四
O
メ
I

L
l
・レ
地
下
式
単
ロ
直
任
六
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
一
九
基

一
般
二
五

O
戸
、
身
延
駅

・
町
常
住
宅

・
幼
稚
間

基
木
料
金
二
五
O
円
(
一
二
立
方
メ
ー
ト
ル
〉
超
過
料
金
一
立
方
メ
!
ト

消
火
設
備

給
水
戸
数

水
道
料
金

第
一
章

f桁

生

保

他

年

間

経

費

ル
に
つ
き
一

O
円

収
入
一
四

O
万
円
、
支
出
は
、
償
辺
金
四
二
万
円
、

円

一
般
管
理
的
五

O
万

身
延
簡
易
水
道

建
設
委
員
長
は
斉
藤

一
郎
で
、
身
延
川
の
支
流
北
沢

の

表

流

水

を
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
取
水
脹
堤
に
よ
り
、
取
水
能
力
一
日
最
大
五

O
O立
方

メ
ー

ト
ル
の
原
水
を
、
送
水
管
直
径
六
五
ミ
リ
メ

ー
ト

ル
、
延
長
九
三

0
メ
ー
ト
ル
に

よ
り
西
谷
本
行
坊
下
の
浄
水
場
に
送
水
、
緩
速
ろ
過
法
で
、
面
積
一

0
0平
方
メ
ー
ト

ル
に
よ
り
、

一
日
最
大
能
力
五

O
O
立
方
メ

ー
ト
ル
を
ろ
過
し、

二
ニ

O
立
方

メ
ー
ト

ル
の
配
水
池
に
よ
り
、
門
内
全
域
に
給
水
す
る
。

設
備
及
び
運
常
状
況
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

消
毒
設
仙

配
水
設
備

消
火
設
備

給
水
戸
数

水
道
料
金

年

間

経

費

5水道昭和43年度財政状況

簡易水道名 |予算額|収入済額!支出済額ト

中央簡易水道 12千，06円1 10千，62円3 10千，54円8 

角打グ 11 1，556 1，337 1，095 

身延か 11 817 726 619 

小原島グ 11 103 74 56 

下山グ 11 3，682 3，174 3，541 

. 

S
B
型
'U
動
塩
素
滅
菌
機
二
台

延
長
二
、
三
0
0メ
ー
ト
ル
、

直
径
一

0
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ー
七
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

地
下
式
単
口
消
火
栓
直
径
六
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
一

二
基

一
般
一
四

O
戸

基
本
料
二

O
O円
(
一

O
立
方

メ
上
ト
ル
〉
超
過
料
金
一
立
方

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
五
円

収
入
一
二

O
万
円
、
支
出
は
、
償
還
金
三
三
万
円
、

3 表

一
般
管
理
七

O
万
円

以
上
の
資
料
は
昭
和
四
十
四
年
度
の
資
料
で
あ
る
が
四
十
三
年
度
五
水
道
の
財
政
状

況
は
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

一一、

小
規
模
水
道
へ
の
補
助
制
度
と
そ
の
改
正

木
町
の
よ
う
に
小
部
落
が
散
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
大
規
模
の
水
道
を
設
備
す
る
こ
与

は
困
難
で
あ
る
。
生
活
改
韓
を
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
水
道
の
改
善
が
必
要
す

七
六
九



第
八
編

厚

生

あ
る
が
町
で
は
小
部
落
の
要
望
に
こ
た
え
て
、
筒
日
却
水
道
の
精
一
円
及
と
公
衆
衛
生
の
向
上

を
図
る
た
め
に
、
身
延
町
簡
易
水
道
助
成
規
則
を
定
め
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
よ

り
施
行
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
国
県
の
補
助
対
象
と
な
ら
な
い
、
給
水
人
口
百
人
未
満
の
水
道
に
事
業
費

の
七
分
の
一
を
補
助
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
経
済
事
情
の
変
動
、
議
会
の
要
望
等
も

あ
っ
て
、
四
十
四
年
四
月

一
日
よ
り
給
水
人
口
二

O
人
以
上
ま
た
は
給
水
世
帯
五
世
帯

以
上
に
つ
い
て
四
分
の
一
を
補
助
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。

簡
易
水
道
補
助
規
定

身
延
町
規
則
第
六
号

小
規
校
簡
易
水
道
事
業
補
助
金
交
付
規
則
抄

ハ
趣
旨
)
小
規
模
簡
易
水
道
施
設
を
設
置
す
る
事
業
主
休
に
対
し
て
町
長
が
迎
当
と
認
め
る
も

の
に
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
。

第
三
条
こ
の
規
則
の
対
象
と
な
る
事
業
及
び
補
助
率
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ー
、
給
水
人
口
が
二

O
人
以
上
叉
は
給
水
川
市
が
五
世
帯
以
上
の
も
の
で
飲
用
す
る
原
水
を

滅
菌
の
上
、
配
水
管
よ
り
給
水
す
る
施
設

2
、
補
助
率
は
本
工
事
費
の
四
分
の
一
以
内
と
す
る
。

(
補
助
金
交
付
申
請
)

第
凶
条
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
補
助
金
交
付
巾
訪
問
ハに
事
業
計
画
書

・

収
支
予
算
書

・
水
質
検
査
書

・
受
益
者
名
簿
等
を
添
付
す
る
。

四

水
道
統
ム

へ
の
構
想

町
内
凶
二
ヵ
所
の
水
道
の
多
く
は
小
規
校
で
あ
り
、
維
持
管
理
を
適
正
に
す
る
こ
と

が
困
難
な
実
状
に
あ
る
。
ま
た
、
生
活
水
準
の
向
上
に
つ
れ
て
、
水
の
需
要
は
年
々
一
増

大
し
、
将
来
水
不
足
を
来
た
す
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
、
中
に
は
建
設
当

初
の
予
想
を
突
破
し
て
、
既
に
水
不
足
を
来
た
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

町
当
局
に
お
い
て
は
こ
れ
に
対
処
し
て
、
既
設
水
道
の
改
良
と
水
源
の
開
発
、
各
水

道
の
統
什
等
に
よ
り
経
営
を
介
理
化
し
、
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
べ
く
、
水
道
統
介

七
七

O

計
画
の
構
想
を
す
す
め
て
い
る
。

下
山
簡
易
水
道
は
、
事
業
開
始
以
来
十
年
に
し
て
、
需
用
量
が
増
大
し、

夏
季
に
は

一
部
地
域
で
時
間
給
水
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
、
地
元
協
力
会
と
協
力
し
て
第
二

水
源
を
確
保
し
、
給
水
の
万
全
を
図
る
べ
く
計
画
中
で
あ
る
。

角
打
簡
易
水
道
は
地
域
の
発
展
と
と
も
に
、
今
後
使
用
量
の
増
加
は
さ
け
ら
れ
な
い

の
で
、
現
宮
沢
水
源
の
取
水
施
設
を
拡
張
し
て
、
浄
水
施
設
の
近
代
化
を
図
り
、
塩
之

沢

・
帯
金
等
へ
も
給
水
す
る
広
域
水
道
を
計
画
し
て
い
る
。

身
延

・
中
央
両
水
道
は
、
門
内
、
梅
平
と
給
水
地
域
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を

一
木
化
し
、
波
木
井
全
域
の
小
規
模
水
道
を
も
吸
収
す
る
と
い
う
構
想
が
あ
る
。
そ
れ

に
は
、
現
身
延
川
水
源
で
は
水
量
不
足
で
あ
る
の
で
、
上
流
雨
乞
の
滝
よ
り
取
水
し
、

北
沢
水
源
と
志
麻
之
沢
水
源
と
を
併
用
し
、
一
日
最
大
水
量
を
二
、

0
0
0立
方
メ

ー

ト
ル
と
し
、
観
光
セ
ン
タ
ー、

行
政
セ
ン
タ
ー
と
し
て
都
市
化
現
象
の
進
む
町
中
央
地

区
の
水
道
行
政
の
万
全
を
期
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
計
岡
が
実
現
に
は
、
当
然
水
道
専
門
の
課
の
設
置
も
必
要
と
な

っ
て

来
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

五

身
延
山
の
水
道

か
け
ひ

従
来
身
延
山
の
飲
料
水
は
昔
な
が
ら
の
懸
樋
の
水
で
、
雨
や
雪
の
日
の
断
水
は
珍
し

く
な
か
っ
た
。
雨
季
に
は
泥
水
そ
の
ま
ま
を
飲
む
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
六
年
の
宗

祖
六
五

O
遠
忌
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
防
火
用
の
水
道
を
建
設
し
た
。
設
計
者
は
当

時
の
東
京
市
水
道
局
工
事
課
長
工
学
士
小
野
基
樹
で
、
東
京
岩
田
工
務
所
の
請
負
に
よ

り
、
落
差
は
上
の
山
貯
水
池
か
ら
祖
師
堂
裏
ま
で
一

0
0
メ
ー
ト

ル
、
水
圧
は
七
六

・

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
鉄
管
は
水
源
地
か
ら
貯
水
池
ま
で
は
一

0
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

貯
水

池
か
ら
祖
師
堂
そ
の
他
各
所
へ
は
一
五

0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一

、
二
七
三
メ

ー
ト

ル
、
消
火
栓
は
祖
師
堂
四
カ
所

・
宝
蔵
一
ヵ
所

・
本
院
三
カ
所

・
計
八
カ
所
、
そ
の
他

簡
易
室
内
消
火
俺
四
カ
所
を
備
え
、
工
費
は
約
二
万
円
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
山

内
寺
院

・
南
部
警
察
署

・
身
延
消
防
隊
総
出
動
で
放
水
試
験
を
し
た
と
こ
ろ
、
祖
師
堂



の
屋
根
を
越
す
十
分
な
水
圧
が
あ
り
、
予
期
以
上
の
結
果
を
お
さ
め
た
と
身
延
教
報
に

記
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
三
年
に
は
、
老
朽
し
た
た
め
大
改
修
が
な
さ
れ
た
。

七
回
山
の
水
道
は
従
来
池
の
水
を
手
桶
で
波
ん
で
い
た
。
昭
和
二
十
六
年
頃
は
簡
易

ポ
ン
プ
が
設
け
ら
れ
た
。
所
要
個
所
に
配
管
送
水
さ
れ
た
が
、
参
拝
者
の
増
加
と
干
ば

つ
に
よ
る
池
水
の
水
位
低
下
に
競
々
た
る
状
態
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
十
三
年
老
朽
し
た

送
電
施
設
は
鉄
塔
三
相
送
電
に
改
修
さ
れ
、
強
力
ポ
ン
プ
の
使
用
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
、
登
山
道
上
の
滝
の
上
の
湧
水
を
揚
水
す
る
こ
と
に
な
り
、
四
十
三
年
度
秋
工
事
を

完
了
し
た
。
水
質
は
極
め
て
良
好
、
年
聞
を
通
じ
て
温
度
は
七
J
八
度
で
あ
る
。
集
水

タ
ン
ク
地
下
一

・
五
メ

ー
ト

ル
、
貯
水
タ
ン
ク
地
下
二

・
五
メ
ー
ト
ル
、
全
長
五

0
0

メ
ー
ト
ル
、
厳
寒
を
考
慮
し
平
均
二

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
埋
込
み
、
揚
水
高
約
一
五

0

メ
ー
ト

ル
、
毎
分
七
五
立
方
メ

ー
ト
ル

の
揚
水
が
可
能
と
な
り
、
参
拝
者
の
利
便
、
衛

生
面
の
充
実
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

第
三
節

環
境
衛
生
と
衛
生
組
合
の
活
動

健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
第
一
の
要
件
は
環
境
衛
生
の
整
備
に
あ
る
。
環
境
衛
生
の

向
的
は
生
活
環
境
を
衛
生
的
に
保
つ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
住
居
や
飲
食
物
を
清
潔
に

し
有
害
な
も
の
を
取
り
除
き
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
上
下
水
道

や
路
介
、

し
尿
の
処
理
を
適
切
に
し、

蚊
、
岬
均
等
を
撲
滅
す
る
た
め
の
環
境
衛
生
活
動

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
県
や
町
村
が
こ
れ
に
力
を
入
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
本
町

に
お
け
る
活
動
の
現
況
に
つ
い
て
は
第
一
節
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

本
町
に
お
け
る
環
境
衛
生
活
動
は
、
明
治
以
来
役
場
の
指
導
の
も
と
に
主
と
し
て
衛

生
組
介
が
こ
れ
に
当
た
っ
て
来
た
。
衛
生
組
合
は
古
老
の
言
に
よ
れ
ば
明
治
七
、
八
年

頃
(
一
八
七
四

l
五
〉
に
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
市
川
市
.門
の
衛
生
委
員

の
辞
令
が
明
治
十
三
一年
(
一
八
八

O
〉
で
あ
る
か
ら
右
の
言
葉
は
信
頼
で
き
る
と
思

う
。
衛
生
組
合
の
組
織
は
地
区
に
よ
り
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
組
合
費
は
各
戸
を
単

位
と
し
組
合
長
は
各
部
落
の
組
か
ら
選
出
さ
れ
た
衛
生
委
の
互
選
に
よ
る
も
の
で
、

第
一
章

生

保

健

衛

区
長
が
兼
ね
る
場
合
も
あ
っ
た
。
会
費
若
干
を
出
し
活
動
費
に
充
て
、
事
業
は
大
掃
除

の
励
行
、
蚊
、
蝿
の
駆
除
、
伝
染
病
発
生
時
の
消
語
、
隔
離
病
舎
へ
の
奉
仕
等
で
あ
，

り
、
役
員
は
大
掃
除
に
は
警
官

・
村
の
衛
生
委
員

・
役
場
衛
生
係

・
区
長
等
と
同
行
し
-

組
合
員
の
戸
別
検
査
に
立
ち
合
い
、
下
水
清
掃
、
畳
は
も
ち
ろ
ん
床
下
の
清
掃
、
障
子

の
サ
ン
や
破
れ
の
有
無
に
至
る
ま
で
点
検
、
時
に
再
三
の
注
意
を
聞
か
ぬ
場
合
、
警
察

は
科
料
を
課
し
、
環
境
衛
生
の
整
備
、
衛
生
思
想
の
普
及
に
努
め
た
。

戦
後
は
家
庭
の
衛
生
思
想
の
向
上
に
伴
い
加
え
て
公
民
館
活
動
や
婦
人
会
活
動
が
活

発
と
な
り
、
衛
生
組
作
活
動
の
余
地
が
少
な
く
な
っ
て
行
く
傾
向
に
あ
る
。

終
戦
直
後
駐
留
軍
は
、
特
に
衛
生
行
政
を
厳
重
に
し
、
D
D
T
を
散
布

し、

蚊
、

蝿
、
蚤
の
駆
除
を
徹
底
的
に
行
な
い
便
所
便
槽
の
密
閉
を
命
令
し、

町
村
は
改
善
す
る

も
の
に
は
三
分
の
一
の
補
助
を
行
な
っ
た
。

後
に
蚊
、
畑
を
撲
滅
す
る
運
動
が
各
所
に
お
こ
り
、
本
町
に
お
い
て
は
保
健
所
の
モ
-

デ
ル
地
区
と
し
て
昭
和
三
十
一
年
相
又
上
下
部
落
を
指
定
し
こ
の
運
動
を
推
進
し
た
。

ま
た
、
塩
沢
部
落
で
も
昭
和
三
十
八
年
頃
か
ら
害
虫
駆
除
、
衛
生
向
上
に
部
落
ぐ
る

み
で
と
り
く
み
、
蝿
や
蚊
の
い
な
い
模
範
部
落
と
し
て
町
や
社
会
福
祉
協
議
会
よ
り
補

助

・
奨
励
を
受
け
て
い
る
。

ま
た
、
婦
人
会
は
婦
人
解
放

・
男
女
同
権
の
思
潮
の
中
に
あ
っ
て
、
む
し
ろ
男
性
以

上
の
意
欲
を
も
っ
て
文
化
生
活
の
た
め
の
学
習
を
お
こ
な
い
、
環
境
衛
生
の
向
上
に
努

め
台
所
改
善
に
意
欲
を
燃
や
し
た
。
代
表
的
な
事
例
と
し
て
大
庭
婦
人
会
支
部
で
は
、

い
ち
早
く
毎
月
積
立
貯
金
や
無
尽
を
お
こ
な
い
、
順
次
に
台
所
改
善
を
行
な
っ
た
。

し
尿
処
理
に
つ
い
て
は
、
身
延
門
内
で
は
住
民
が
共
同
で
合
併
前
か
ら
リ
ヤ
カ
ー
す

業
者
に
く
み
取
り
を
依
頼
し
町
で
も
助
成
し
て
い
た
。
昭
和
三
十
六
年
頃
か
ら
業
者
の

衛
生
車
に
よ
る
処
理
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
戦
後
は
寄
生
虫
駆
除
の
立
場
か
ら
清
浄
野

菜
栽
培
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
農
家
門
身
に
お
い
て
も
、
し
尿
を
肥
料
と
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
金
肥
に
た
よ
り
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
。

塵
芥
処
理
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
場
所
が
な
い
た
め
に
部
落
の
外
れ
や
沢
や
河
原
に

捨
て
る
悪
習
が
あ
っ
た
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
来
町
婦
人
会
は
国
土
美
化
運
動
の
一

環
と
し
て
、
他
人
の
迷
惑
や
公
衆
衛
生
を
顧
り
み
ず
、
塵
芥
を
捨
て
放
し
に
し
て
お
く

七
七
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厚

生

ご

み

場
所
に
九
州
芥
捨
て
禁
止
の
立
札
を
立
て
、
或
は
こ
れ
ら
を
焼
却
す
る
な
ど
、
日
同
芥
を
適

切
に
処
刑
叫
す
る
運
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

身
延
川
内
や
梅
平
で
は
、
業
者
に
依
頼
し
共
同
で
賄
芥
集
め
を
行
な
っ
て
お
り
、
町

は
昭
和
三
十
八
年
大
野
ト
ン
ネ
ル
口
に
隈
芥
処
理
場
を
建
設
し
焼
却
に
当
た
っ
て
い
る

が
、
前
代
生
活
時
代
の
今
日
、
塵
芥
は
口
円
附
加
の
一
途
を
た
ど
る
ば
か
り
で
あ

る。
ま
た
、
れ
犬
病
や
肝
犬
に
よ
る
作
物
の
害
'
攻
防
ぎ
、
環
境
衛
生
を
は
か
る
た
め
昭
和

四
十
四
年
度
県
知
事
に
犬
の
け
い
留
命
令
を
受
け
る
よ
う
巾
話
、
認
可
さ
れ
、
五
月
一

日
よ
り
十
月
三
十
一
日
ま
で
県
条
例
に
よ
り
町
内
に
お
け
る
犬
の
放
し
飼
い
が
禁
止
さ

れ
た
。
町
で
は
保
健
所
と
協
力
し
て
こ
の
期
間
中
に
野
犬

・
不
用
犬
の
捕
獲

・
薬
殺
を
徹
底

し
、
犬
に
よ
る
公
符
の
絶
滅
を
期
し
て
い
る
。

鹿
芥
処
理
場
に
つ
い
て

昭
和
三
十
-ノ
年
に
大
野
ト
ン
ネ
ル
北
口

に
八

O
万
円
で
、

一
日
焼
却
能
力
三
ト
ン
の

照
芥
焼
却
炉
を
建
設
し

一
般
の
使
用
に
供
し
た
が
、
効
率
が
悪
く
管
理
も
不
充
分
で
町

民
や
議
丸
か
ら
度
々
改
良
が
叫
ば
れ
た
。
四
十
年
よ
り
町
の
臨
時
職
八
一

人
が
専
門
に

焼
却
に
当
り
、
集
荷
は
町
内
民
間
業
者
が
有
料
で
主
と
し
て
身
延
門
内
、
梅
平
方
面
の

腐
芥
を
集
仰
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
以
外
の
地
区
は
自
家
用
車
な
ど
で
焼
却
場
へ
搬
入
し
て
い
る
も
の
も
あ

る
が
、
多
く
は
沢
や
空
地
に
捨
て
た
り
、
焼
い
た
り
し
て
い
る
。
甚
だ
し
い
も
の
は
公

然
と
、
河
川
や
堤
防
に
投
棄
し
て
環
境
衛
生
上
、
ま
た
は
水
防
上
に
も
大
き
な
問
題
と
な

っ
て
い
る
。

町
議
会

・
当
局
と
も
隈
芥
焼
却
問
題
の
抜
木
的
解
決
の
た
め
、
ム
ー
よ
り
規
模
の
大
き

い
焼
却
場
を
建
設
す
べ
く
努
力
し
、

議
会
厚
生
常
任
委
員
会
は
昭
和
四
十
三
年、

先
進

町
村
を
視
察
し
て
町
長
に
早
期
建
設
を
要
明
、
昭
和
四
十
四
年
度
町
予
算
に
は
三

0
0

万
円
の
建
設
予
算
を
計
上
し
た
が
、
適
当
な
建
設
場
所
に
は
付
近
住
民
の
反
対
が
強

七
，七

く
、
苦
慮
し
た
結
果
、
昭
和
四
十
四
年

七
月
の
町
議
会
で
峡
南
衛
生
組
令
へ
の

加
入
が
決
定
さ
れ
、
六
郷

・
中
寓

・
下

部
の
各
町
と
本
町
で
協
力
し
て
大
規
模

な
(
一
日
約
二

0
ト
ン
処
理
可
能
な
も

の
〉
焼
却
場
を
建
設
す
る
こ
と
に
な

っ

た
の
で
、
長
い
間
批
判
の
的
に
な

っ
て

き
た
現
焼
却
炉
も
四
十
五
年
度
に
は
廃

止
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
た
。

し
か
し

そ
の
他
に
は
町
の
巾
心
か
ら
外
れ
て
い

る
各
部
落
の
焼
却
炉
設
置
奨
励
と
こ
れ

に
対
す
る
町
政

ω成
、
清
掃
法
に
基
づ

く
特
別
清
掃
地
域
指
定
に
よ
る
不
法
投

棄
の
規
制
、
町
の
手
に
よ
る
集
荷
体
制

な
ど
、
今
後
解
決
さ
る
べ
き
問
題
は
多

く
、
し
尿
処
理
問
題
と
な
ら
ん
で
町
の
環
境
衛
生
と
美
化
の
面
か
ら
二
つ
の
大
き
な
課

題
で
あ
る
。

45午には廃止されるじん芥焼却場

し

尿

処

田
主
γ
工

昭
和
三
十
年
代
に
入
る
と
し
尿
が
肥
料
と
し
て
消
費
処
理
さ
れ
る
率
は
き
わ
め
て
す

く
な
く
な
り
、
多
く
の
住
民
が
し
尿
の
処
理
に
悩
む
よ
う
に
な
っ

た
。

町
内
に
も
こ
の
頃
か
ら
し
尿
の
汲
取
り
と
処
理
を
業
と
す
る
も
の
が
現
わ
れ
、
ま
た

他
地
区
の
営
業
者
も
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
汚
物
を
衛
生
的
に
処
理
す
る
施
設
が
な
く
、
当
初
か
ら
宿
土
川

の
河
原
が
投
棄
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
、
悪
臭
、
不
潔

・
危
険
が
新
し
い
「
公

宝
こ
と
な
り、

至
る
と
こ
ろ
で
住
民
の
反
対
を
呼
び
、
投
棄
場
所
も
何
向

か
変
っ

た

が
、
現
在
で
は
丸
滝
部
落
先
の
河
原
に
投
棄
し
て
お
り
、
付
近
の
住
民
よ
り

ハ
エ
の
大



発
生
、
悪
臭
の
苦
情
が
絶
え
ず
、
最
近
で
は
こ
の
中
に
あ
や
ま
っ
て
落
ち
る
人
が
出
る

な
ど
、
早
急
な
改
善
を
迫
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

町
で
は
早
く
よ
り
し
尿
処
理
場
建
設
を
考
え
、
昭
和
凶
十
年
に
は
南
部
、
福
沢
両
町

に
も
よ
び
か
け
て
三
町
共
同
処
理
場
を
作
る
計
画
も
立
て
た
が
、
建
設
場
所
の
問
題
で

挫
折
し
た
。
そ
の
後
町
議
会
の
厚
生
常
任
委
員
会
も
こ
の
問
題
を
と
り
上
げ
、
各
地
の

施
設
を
視
察
研
究
し
た
結
果
、
四
十
三
年
九
月
の
議
会
で
は
、
中
富

・
下
部

・
六
郷
の

三
町
衛
生
組
合
の
所
有
す
る
処
理
場
を
利
用
し
て
こ
れ
に
投
棄
し
、
町
と
し
て
は
特
別

清
掃
地
域
指
定
を
受
け
て
河
川
投
棄
の
規
制

・
指
定
業
者
お
よ
び
料
金
認
可
の
権
限
を

確
立
し
て
衛
生
的
処
理
を
は
か
る
よ
う
勧
告
し
、
こ
れ
を
受
け
て
町
当
局
も
三
町
衛
生

組
合
と
折
衝
し
て
了
解
を
得
る
な
ど
具
体
的
な
準
備
を
す
す
め
、
後
述
の
よ
う
に
実
現

に
こ
、
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

現
在
単
独
で
処
理
場
を
建
設
す
る
に
は
数
千
万
円
の
財
政
負
担
(
国
庫
補
助
は
三
分

の
一
)
に
は
到
底
堪
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
そ
の
後
の
維
持
運
営
費
も
大
幅
な
赤
字
が
予

想
さ
れ
る
。
本
町
の
場
介
業
者
に
よ
る
汲
み
取
り
は
約
八

O
O戸
以
上
と
推
定
さ
れ
、

逐
次
農
村
部
で
も
業
者
に
依
存
す
る
率
は
ふ
え
る
と
し
て
も
、
他
面
浄
化
槽
の
普
及
に

よ
る
減
少
も
あ
り
、
単
独
維
持
は
実
際
上
不
可
能
と
い
え
る
。

他
町
の
例
を
み
て
も
、

数
町
が
協
力
し
て
広
域
的
に
処
理
し
て
い
る
の
が
通
例
で
、
そ
れ
で
も
な
お
年
々
赤
字

に
悩
ん
で
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

ま
た
、
新
た
に
処
理
場
を
設
け
る
場
合
、
間
芥
焼
却
場
以
上
に
用
地
の
舵
保
が
困
難

で
あ
り
、
む
し
ろ
既
設
の
施
設
に
加
入
す
る
方
が
賢
明
で
あ
り
、
経
済
的
で
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

最
近
中
富
町
と
身
延
町
聞
の
国
道
は
完
全
舗
装
化
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
新
早
川
橋
の

完
成
に
よ
り
時
間
距
離
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
而
か
ら
広
域
行
政
の
一
つ

と
し
て
下
部

・
中
富
・
六
郷
三
町
衛
生
組
合
へ
の
加
入
が
検
討
さ
れ
、
昭
和
四
十
四
年

七
月
、
町
議
会
で
正
式
加
入
促
進
が
議
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
し
尿

・
じ
ん
芥

・
火

葬
の
三
つ
を
あ
わ
せ
四
町
に
よ
る
共
同
処
理
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
り
、
大
き
く
一
歩

前
進
を
と
げ
た
。

門
内
の
旅
館
、
観
光
業
者
か
ら
は
、
白
川
本
則
浄
化
槽
で
は
完
全
に
浄
化
の
で
き
な
い

第
一
章
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他

1~詰

生

場
介
が
あ
り
、
道
路
傍
の
側
溝
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
下
水
道
の
施
設
を
要

望
し
て
お
り
、
都
市
化
、
観
光
開
発
に
伴
っ
て
今
後
解
決
さ
れ
る
べ
き
懸
案
と
い
え
よ

O
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死
亡
と
そ
の
原
因

本
町
に
お
け
る
最
近
の
死
亡
率
は
表
1
の
と
お
り
全
国
平
均
に
比
べ
て
高
い
数
を
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
若
年
層
の
都
会
流
出
に
よ
り
、
町
総
人
口
の
中
で
中
老
年
者
数
の

多
い
事
に
原
凶
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。

死
亡
の
原
因
は
、
表
3
の
よ
う
に
中
枢
神
経
血
管
損
傷
が
死
亡
順
位
中
第
一
位
を
占

め
て
い
る
。
心
臓
病
や
思
性
新
生
物
も
高
位
を
占
め
、
結
核
は
低
位
に
あ
る
。
老
哀
が

第
三
位
か
ら
第
凶
位
の
間
に
あ
る
の
は
、
医
術
の
進
歩
に
よ
り
平
均
寿
命
が
延
び
た
こ

と
と
、
人
口
分
布
が
青
年
層
の
転
出
に
よ
り
老
年
層
に
片
寄
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
将
来
は
医
学
の
進
歩
に
よ
り
、
中
枢
神
経
血
管
損
傷
を
は
じ
め
心
臓
病
や
悪

性
新
生
物
の
治
療
等
も
飛
躍
的
に
進
歩
を
遂
げ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
平
均
寿

命
も
年
と
と
も
に
延
び
て
行
き
、
や
が
て
死
亡
順
位
第
一
位
に
老
兵
が
掲
げ
ら
れ
る
日

も
遠
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
町
は
久
遠
寺
の
所
在
地
で
あ
る
た
め
、
全
国
か
ら
多
く
の
参
拝
者
が
集
ま
っ
て
く

る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
は
不
幸
に
し
て
行
路
病
者
や
、
行
路
病
死
者
と
な
る
者
も

か
な
り
の
数
に
上
る
。
中
に
は
死
を
覚
悟
し
、
死
所
を
得
る
た
め
身
延
を
選
ぶ
者
さ
え

あ
る
。
昭
和
三
十
二
、
三
年
頃
に
は
心
中
が
流
行
し
そ
の
数
も
多
か
っ
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
町
で
は
予
抗
を
お
い
て
手
以
く
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
明
治
以

来
毎
年
功
徳
会
へ
助
成
を
し
て
、
行
路
病
者
の
収
容
や
病
死
者
の
思
葬
等
の
事
業
を
援

助
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
旧
身
延
町
昭
和
六
年
(
一
九
三
一
)
身
延
町
議
会
議

決
書
を
参
考
ま
で
に
あ
げ
る
と

一
、
放

愉

l
、
身
延
山
功
徳
会
-
一
金
七
拾
円
ヲ
補
助
シ
救
助
一
一
努
ム
ル
様
ナ
シ
ツ
ツ
ア
リ

七
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表 4

表 l 身延町宛 t 率
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8.3 

7.1 

YA衛生統計表による。

表 2 地区別年次別死亡数と率

U年示去面u"
下山 身 延 大河内 豊 同 よ口』

数|率 数|率 数|率

昭和38 16 6.7 45 9.8 29 7 .1 19 8.8 109 8.2 

グ 39 14 5.9 35 7.6 32 8.0 25 11.8 106 8.1 

/1 40 12 5.1 45 9.9 33 8.4 21 10.4 111 8.6 

// 41 16 6.9 32 7.1 23 6.0 19 9.3 90 7.1 

/1 42 24 10.4 39 7.7 30 7.7 18 8.7 111 8.7 

1/ 43 26 11. 5 42 7.6 30 7.9 18 9.1 116 9.3 
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2
、
行
路
病
人
救
護
及
死
亡
人
取
扱
ニ
関
ス
ル
状
況

行
路
病
人
ナ
ク
死
亡
者
参
名
ア
り
タ
レ
パ
各
々
ニ
適
当
ナ
ル
方
法
ヲ
講
ジ
タ
リ

と
の
記
録
が
あ
る
。
身
延
山
功
徳
会
長
谷
川
寛
慶
の
言
に
よ
れ
ば
、
明
治

三
十
九
年

(一

九

O
六
)
以
来
昭
和
二
十
年

(
一
九
凶
五
)
ま
で
に
、
行
路
病
者
約
五

O
O名
、

行
路
死
者
約
二
O
O名
を
取
り
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
五
節

衛

生

統

計

出
生
児
の
動
態

みヴ~I野5f['"136~f. 1 時 1 38fp
1
39年|ω年
12.1 

本
町
長
期
建
設
計
画
関
係
の
人
口
に
闘
す
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
出
生
率
は
昭
和
二
十

〆

O

山
出

延

丞U
A 、

表

身

山

第
一
章

保

他

18.5 国A 
ニ仁

f百

地区別年次別出生数と率

;日下山 身延 大河内 豊 岡( 数人)Ic 半%) 数

11日和38 38 18.2 57 27.4 34 16.3 208 

1/ 39 36 21.4 54 3 ~ . 1 51 30.3 27 16.0 168 

// 40 39 21.9 69 38.7 43 24.1 27 15.1 178 

か 41 22 19.0 42136.2 35 30.2 17114.6 116 

// 42 21 15.6 54 40.0 32 23.7 28 20.7 135 

ノ'1 43 34115.0 57 13.0 141 7.0 46112.1 151 

2 表
生

二
年
の
三
四

・
三
パ

ー
セ
ン
ト
を
ピ
l
ク
に
し
て
、
二
十
五
年
よ
り
低
下
し
四
十
二
年

に
は
九

・
一パ

ー
セ
ン
ト
に
低
下
し
た
。

三
十
五
年
よ
り
四
十
年
ま
で
の
出
生
率
は
県

も
国
も
安
定
し
四
十
年
に
は
増
加
の
気
配
さ
え
あ
る
の
に
反
し
、
本
町
は
減
少
の
一
途

を
た
ど
つ
い
て
い
る
。
原
因
は
青
年
層
の
都
会
流
出、

産
児
制
限
、

経
済
力
等
複
雑
な

問
題
が
か
ら
み
合
っ
て
い
る
。

一一、
学
童
の
身
体
状
況

町
内
小
中
学
校
児
童
生
徒
の
体
位
の
状
況
に
つ
い
て
、
昭
和
二
五
年
か
ら
四
十
三

年
ま
で
の
問
、
五
年
毎
に
各
校
の
身
体
検
査
票
の
平
均
を
出
し
、
そ
の
推
移
の
状
況
を

年
齢
別
、
男
女
別
に
表
3
に
あ
ら
わ
し
て
み
た
。
戦
中
、
戦
後
の
様
子
は
終
戦
の
混
乱

期
と
学
制
の
改
革
期
と
が
主
な
り
、
資
料
が
得
ら
れ
ず
そ
の
状
況
が
つ
か
め
な
か
っ
た

の
は
残
念
で
あ
る
。

し
か
し
、

全
国
的
な
統
計
資
料
か
ら
み
る
と
、
終
戦
前
後
の
食
糧

難
や
、
強
制
労
働
な
ど
が
要
因
と
な
っ

l

て
、
二
十
二

J
三
年
頃
は
、
各
年
代
と

も
最
低
と
さ
れ
て
お
り
、
逐
次
食
糧
難

は
解
消
さ
れ
、
生
活
の
安
定
に
と
も
な

い
、
い
ち
じ
る
し
い
伸
長
を
み
せ
て
お

り
、
四
十
三
年
度
に
お
い
て
は
、
い
ず

れ
も
県
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た

二
十
五
年
と
四
十
三
年
を
比
較
し
て
み

る
と
、
身
長
に
お
い
て
六
歳
、

一
二
・

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
二
一
歳
、
一

一
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
一

凶
歳
、

一
五

・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
大
幅
に

伸
び
て
い
る
。
特
に
身
長
体
重
と
も
、

一
二
歳
J
一
四
歳
の
仲
び
が
顕
著
な
の

は
、
中
学
校
に
お
け
る
課
外
活
動
、
体

学童の身体検査

七
七
五
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町内小中学校児童生徒の体位の推移

日
25年度 3ο 年度 35年度 40年度 43年度 432年5年度度の比と較 度県〉平均 (42年

cm 

身
6歳 102.4 108.9 108.6 107.4 110.4 111.1 112.9 111.3 114.5 112.3 +12.1 + 3.4 113.6 111.3 

8蔵 118.5 118.2 120.0 119.0 120.9 120.0 122.8 121.9 124.9 123.9 + 6.4 + 5.7 124.5 121.9 

10成 127.8 125.8 128.9 128.5 130.6 131.5 133.0 132.5 134.3 135.6 + 6.5 + 9.8 134.3 132.5 

12歳 134.9 135.6 138.8 138.9 140.9 144.4 145.0 145.3 146.2 148.0 +11.3 +12.4 145.5 145.3 
長 14歳 144.4 147.9 151.0 148.2 155.3 150.3 156.4 153.2 160.3 153.7 十15.9+ 5.8 159.0 153.2 

3 表

生

体
6歳 1 /~I 17 . 91 17 . 91 18 .01 18 . 31 18 . 4 18.9 19.2 19.9 19.0 + 2.5 十 1.1 19.8 19.2 
8歳 22 . 31 21. 91 22. 51 22.01 23 .01 22. 3 24.0 23.1 24.5 23.3 + 2.2 + 2.2 25.1 23.1 

10歳 26.7125.1127.0127.0127.8128.0 29.1 29.0 29.4 29.7 + 2.7 十 3.0 29.4 29.0 

12歳 30.6131.2132.2132.7133.8136.4 36.5 37.0 36.C 41.2 十 5.4十10.0 39.0 37.0 
重 14歳 37.0142.7142.1143.6143.4144.5 45.7 45.8 47.e 48.0 +10.8 十 5.3 46.4 45.8 

cm 

1旬 6歳
52.3 54.3 55.9 54.5 55.6 55.7 55.1 53.7 56.5 54.6 + 4.2 十 0.3 57.6 53.7 

8歳 60.5 58.6 60.0 58.0 60.0 58.5 60.7 58.5 61.0 59.1 十 0.5十 0.5 60.8 58.5 

10歳 63.0 60.1 63.2 62.5 64.0 63.1 64.3 62.5 65.3 63.5 + 2.3 + 3.4 66.1 62.5 

12歳 66.6 66.4 67.1 65.8 69.1 70.5 70.4 70.0 68.8 73.2 十 2.3+ 6.8 69.7 70.0 
囲 14歳 72.2 76.7 73.0 77 .9 76.1 78.0 77 .5 76.7 78.1 79.1 + 5.9 十 2.4 77 .3 76.7 

カ 予生でとでののれ童で九河か小 ご童 こ マ 使わる 体 る育
年身 IYJ徒あには関かは生あ O 内に 中 むと 生 表と l が り が重。指
計延治のりかな係 、歯徒るパ 地上 学 し に徒 4 と ト少 労 、に胸導
画 小 療歯 、くい上あにの o 1 区回校歯みのは忠、なな 働 戦 比 11Hの
」学がに学 、か治る対割まセ内っとの た 歯 、わ 体 い に 後 し の た
を校 必 対齢歯と療いす合た ン のても患も牙 町 れ格の よ 、て 状 ま
立で要す期は推にはるも 、ト小 お県者のの 内 るにでる生 伸況 も
てはでるに健 測 困 、関 少 治 以 中 り 平ので状 小 。変、か 活 び はの
、11召あ関あ康さ難医 心 な療上学 、均割あ 況中 つ身ら様悩 、と
今和る心るのれな療がい し が校 特 を合るを学 て長だ式み身思
後凶 0 と児もる 状 機薄。た忠はにはは。学校 きののがで長わ
歯十 、童と。削関いそ児者 、大る 、 校 児 た ス酷変あ ・ れ
磨三
き年
の度
励 よ
行り
、P
検 T
査 A
の !J'
徹 中
底 心
とと
治な
療 り
カ「
!む

の歯
発半
行減
、五

(43年度〉
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完全治療の 人

むし歯の被，也、者

l人平均むし歯の数



回
収
、
優
良
児
の
表
彰
等
積
極
的
に
治
療
に
当
た
り
、
四
十
四
年
度
に
は
早
く
も
そ
の

効
果
が
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
大
い
に
そ
の
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

四

結
核
患
者
の
動
態

一一、
法
定
伝
染
病
の
発
生
状
況

か
つ
て
は
不
治
の
病
と
恐
れ
ら
れ
て
い
た
結
核
も
、
現
在
で
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
に
よ
る

早
期
発
見
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
に
よ
る
B
C
G
の
接
種
、
治
療
法
の
進
歩
等
に
よ
り

全
治
す
る
者
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
昭
和
四
十
四
年
二
月
の
身
延
保
健
所
の
資
料

に
よ
れ
ば
患
者
数
と
死
亡
率
は
表
6
・
7
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
身

延
保
健
所
は
県
下
最
高
率
で
、
本
町
は
管
内
最
高
率
で
あ
る
。

法
定
伝
染
病
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
古
い
時
代
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
下
山
本

国
寺
過
去
帳
に
よ
れ
ば
、
徳
川
中
期
以
来
時
々
短
期
間
の
中
に
多
数
の
死
者
の
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
伝
染
病
の
流
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
よ
り
昭
和
初
期
ま
で
は
、
赤
痢

・
チ
フ
ス
が
多
か
っ
た
。
現
在
で
は
、
赤
痢
(
症

状
の
軽
い
も
の
)
日
本
脳
炎
・
ジ
フ
テ
リ
ア

・
ポ
リ
オ
等
に
限
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
三
十
年
以
来
の
発
生
状
況
は
表
5
の
と
お
り
で
あ
る
。

身延町法定伝染病発生状況

年 地 区 別
伝染病名

下 1111身延|豊岡|大河内
官十

度

赤 痢 2 

30年 日本脳炎

言十 2 2 

20 

20 

赤 痢 l 2 l 4 

32年 日本脳炎 2 

言十 3 2 6 

赤 痢 l 3 4 ち

33年 日本脳炎 l 

計 4 4 9 

ジフテリア 10 11 

34年 赤 痢 10 3 13 

日本脳炎

計 10 10 4 25 

15 

15 

赤 痢 3 4 

36年 ジフテリア l 9 

ポ り オ l 

言十 l 5 10 16 

赤ジフテリ痢ア
3 3 
l 2 

37年 日本脳炎オ

小ポ リ 言十 6 7 

4フテリ ~I 7 

8 

赤ジフテリ痢ア
2 l 11 15 

39年 2 
小日 本脳炎計 • 

2 2 13 18 

3 
3 

赤 痢 47 17 7 71 

41年 ジフテリア 2 
ポリオ

言十 48 17 2 7 74 

4稗11本脳 zl 2 5 

3 6 

i口h‘ 赤日 本脳炎痢
61 59 18 32 170 
3 2 3 8 

ジフテリア 11 4 12 28 

E十 ポ
言十
オ 2 4 
72 67 22 49 210 

5 表
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健康保険被保険者疾病分類一覧表 身延 町

10歳'"'-'19歳 20歳'"'-'39歳 40歳'"'-'59歳 60歳 以上

件数|日数|費用額 件数|日数|費用額 件数|日数 |費用 額 件数 |日数|費 用額

円
9，12円4 43，94円0 267，88円8 5 41 37，011 5 7 11 32 13 128 

3 4，641 973 

2 3 4，229 6 61 141，370 

3 4 2，062 l 2 1，852 4 15 14，044 4 9 12，812 

2 7 2，688 5 24 9，228 

4 11 20，978 4 9 10，758 

2 6 2，864 5 10 4，615 

2 4 2，820 4 38 52，754 9 73 73，525 6 26 9，625 

6 28 5，510 25 73 36，154 55 209 97，906 53 179 88，139 

9 56 51，515 13 83 108，279 

7 16 12，131 3 8 8，723 3 13 3，670 3 4 3，479 

21 2∞ 18，193 12 23 7，712 9 5 29，264 11 41 44，739 

2 1，636 3 9 6，655 39 157 176，656 63 242 197，515 

6 10 10，512 15 44 38，025 21 52 68，207 

30 85 34，775 26 41 23，702 36 90 41，097 30 78 77 ，263 

7 21 9，372 8 15 6，∞9 4 17 5，186 3 2，174 

14 55 34，605 3 8 3，679 3 3 2，296 1，189 

14 49 70，236 35 91 97，611 33 107 60，054 26 99 140，885 

l 838 

8 17 14，283 7 29 13，451 11 56 40，164 9 63 122，201 

10 12 9，669 12 18 13，018 13 34 17，759 9 22 18，223 

4 7 2，722 16 63 89，563 15 61 41，812 3 13 5，063 

531 12 22 20，715 2 15 7，885 

24 114 40，091 14 27 15，043 26 34 15，594 10 25 9，481 

6 18 12，077 

24 114 78，557 18 53 131，362 19 160 51，103 14 55 12，693 

50 224 116，833 59 270 160，151 61 267 151，909 34 1σ9 lαコ，813

3 4 5，828 11 47 41，095 38 67 57，918 23 96 59，474 

2 2 384 4 4 4，180 3 3 638 

2 1，114 24 41，696 3 638 

236 1，028 498，∞9 287 872 759，462 467 1，587 1，120，306 367 1，401 1，511，031 
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表 12 昭和 42 年 5 月分国民

第

一

章

保

健

衛

生

¥ベミ二 年齢 0歳"，4歳 5歳"，9歳
区分~一一

病名 ~一一一
件数|日数| 費用額 件数|日数| 費用額

7，19円6 
円

結 核 2 5 

呼 吸 器 の 疾 患

悪性新生物 (癌肉腫〉

ア レルギー性疾患 7 13 4，470 2 573 

ビ タ 、、、 ン 欠 乏 症

内分泌線の疾患(糖尿病〉

血液及び造血器の疾患

神経病及び性格異常 8 712 

その他の神経系(神経痛てんかん〉 403 

中枢神経系血管症(脳溢血〉

聴 器 疾 患 744 

視 器 疾 患 6 31 3，356 14 66 

血 圧 症(高血低血〉

J心 臓 疾 d自巳J、

感 冒 気 管 支 〆M1て? 47 85 40，711 24 34 18，211 

P因 頭 扇 相8 疾 患 11 19 13，079 7 10 
5，18414 R 

鼻 冨l 鼻 腔 疾 患 l 573 2 13 3，65 

目同当 の 疾 患 3 6 2，654 

虫 垂 炎

肝 ・胆 酔臓 疾 ，患

腸炎及びその他の消化器系 24 46 26，165 6 7 3，688 

泌尿器および性器疾患 470 

妊 娠 分 焼

皮 膚 疾 患 9 22 6，985 5 22 4，594 

更 年 期 障 呈Eコ主

一 般 外 科 7 14 12，298 9 54 7，165 

歯 科 芸ロヨ人シ 療 6 13 3，954 19 61 22，481 

関節炎リウマチス骨運動

そ の 他 3 8 2，842 

調 薬 6 2，254 2 836 

メ口』 E十 132 267 125，809 93 276 77 ，329 
七
七
九



年次別、結核登録患者数と率

(人口 10万対〉

表

第
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身延町結核患者数

年 者

昭

数

人6

3

0

3

7

4

8
 

3

2

0

7

6

5

4

 

1
4

司

i

p

d

唱

i

1
ム

司

i

唱

i

，患度

7

8

0
ノ

0

1

2

3

『

υ
q
u
q
U

4

4

4

4

6 

和

表8 

生

¥ 昭和 38 昭
和 39 昭 和 40

数 |率 数 |率 数|率

身延町 71 51.2 41 31.0 5 40.8 

身所延保健 171 26.6 171 27.2 191 32.7 

ノlロl、ー 125 16.6 135 17.4 138 18.1 

¥ 
昭和 41 昭和 42 昭 和 43

数 |率 数 |率 数|率

身延 町 61 49.5 5 41.0 2 17.0 

身所延保健

ノ|息1 1241 16.3 

年次別、結核患者死亡数と率7 表年次別新登録患者発見方法別表

~ 
昭和 41

集検 | 医機 | 家検 I ~ O)I 計
身 延 町 7 30 5 。 42 
管身延内保平健所均 28 112 8 。148 

9 表

計

七
八

O

右
の
資
料
か
ら
登
録
患
者
に
つ
い
て
見
る
と、

表
8
の
よ
う
に
な
り、

管
内
で
は
中

富
町
に
次
い

で
第
二
位
で
あ
る
。

登
録
患
者
発
見
方
法
別
に
つ
い
て
見
る
と
表
9
の
と
お
り
で
あ
る
。

患
者
の
管
理
状
況
は
表
叩
の
と
お
り
で
あ
る
。

結核患者管理状況

昭和43.3.31現在

10 

ミ担土|割:l詰|品
放置 観察

;1121; 1121; 
言十

0歳.--...-10歳 11 1 3 112 8 

11 .--...- 20 11 1 112 11 1 8 

21 .--...- 30 2 11 1 2 9 

31 .--...- 40 11 3 412 2 3 15 

41 .--...- 50 11 1 2 51 1 11 2 11 5 11 1 2 23 

51 .--...- 60 21 1 31 1 312 31 7 11 5 41 1 11 2 36 

61 .--...- 70 11 3 212 4 212 2 4 11 1 11 2 27 

71以上 2 41 1 2 31 2 112 11 1 11 11 1 2~ 

E十 71 5 91 5 171 3 19118 41 4 1212 181 5 9111 148 

メロ込 148 

表
以
上
が
保
健
所
の
資
料
に
よ
る
本
町
結
核
患
者
の
動
態
で
あ
る
が
、
町
民
一
体
と
な

っ
て
保
健
衛
生
の
向
上
を
図
り
、

一
日
も
早
く
現
在
の
不
成
績
か
ら
脱
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い。

五

寄
生
虫
保
有
者
の
動
態

洗
剤
の
普
及
、
金
肥
の
使
用
等
に
よ
り
、
終
戦
直
後
の
寄
生
虫
に
悩
ま
さ
れ
た
時
代



は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
完
全
に
駆
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
県
で
は
昭
和

四
十
二
年
よ
り
三
カ
年
間
、
十
二
指
腸
虫
(
鈎
虫
〉
駆
除
の
指
定
を
行
な
い
、
町
で
は

町
民
に
呼
び
か
け
て
検
便
を
実
施
し
て
い
る
が
、
全
町
民
に
実
施
す
る
こ
と
は
む
づ
か

し
く
、
守
生
虫
保
有
者
の
確
実
な
数
は
つ
か
み
に
く
い
。

昭和43年度鈎虫病予防特別

対策検査成績 (昭和43.2.末〉

表 11 

¥ 
を句 虫

検査数 保卵者数 保卵率

数 | % 

身延町 | 967|(3024 4.8 

所身延平保均健 || 13，153|1 (3，48，9399)51| 29.571 | 4.44 

¥ 回 虫 ベ，ん虫 その他

数 | % 数 1% 数 1%

6.51 2581 26.71 

所身延平保健均I 7.3712，824121.471 

(注〉括弧内の数字は保卵者の実数であり、各寄生虫の

保卵率は延数による率である。

(身延保健所調ベ〉

第
六
節

町
内
の
保
健
施
設
と
医
療
機
関

第
一
章

保

健

衛

生

一、
江
戸
末
期
の
医
療
機
関

江
戸
期
以
前
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
下
山
高
橋
家
所
蔵
の
文

書
に
よ
れ
ば
、
同
家
の
先
祖
高
橋
伊
織
、
高
橋
祐
甫
、
高
橋
斉
宮
亭
等
が
延
享

・
宝

暦

・
明
和
の
頃
医
業
を
営
み
、
多
く
の
門
弟
を
育
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

門
弟
誓
約
書
数
通
の
中
の
一
つ
を
見
る
と

一
、
御
家
荘
之
秘
書
今
蜜
々
蒙
御
伝
受
僕
謹
市
頓
首
亦
何
幸
過
之
哉
凡
其
旨
一
字
一
句
猿
不

可
出
干
口
外
也
仮
令
雌
為
子
孫
門
張
其
人
而
莫
可
伝
之
者
也

右
之
条
々
於
相
背
者
可
奉
蒙
我
皇
朝
日
本
大
小
神
祇
井
氏
神
御
罰
者
也
命
不
成
事
市
去
ル
中

夏
中
旬
廿
三
日
天
命
卒
給
図
而
為
五
七
忌
日
幸
呈
貴
公

明
和
八
辛
卯
六
月
廿
八
日
佐

野

呈

高
橋
祐
甫
英
賢

高
橋
斉
宮
亭

玉

恭平

著質

花

押

机

と
あ
り
、
当
時
の
医
術
修
行
の
厳
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
種
痘
治
療

に
つ
い
て

種
痘
伝
書
之
事

小
児
痘
癒
前
耽
徴
候
見
顕
ス
ル
者
ハ

先
殺
虫
剤
ヲ
投
ス
ベ
シ
又
蛤
羅
女
児
下
剤
良
法
ト
ス
種

痴
ノ
法
ハ
以
完
脊
菅
貼
尺
沢
-
一
発
泡
ヲ
破
閲
シ
痘
姉
以
四
五
蜘
発
泡
ノ
鴨
川
口
ニ
置
キ
其
癒
ロ
ヲ

美
恵
仁
恵
ニ
テ
貼
シ
一
七
日
過
初
発
ナ
リ
初
焚
ヨ
リ
点
見
マ
デ
殺
虫
発
汗
宜
起
張
ヨ
リ
落
腕
マ

デ
殺
虫
利
尿
也
痘
後
表
弱
ノ
徴
候
見
ル
寸
ハ
強
壮
剤
可
用

刺
虫
方
口
海
人
草
大
芳
活
ヰ
甘
草
小

蛤
羅
女
児
下
剤
献
糊
コ
仲
ン
六
毛
大
黄
五
ト

殺
虫
発
汗
殺
虫
方
中
-
一
接
骨
花
中
四
勺
葵
大

ヲ
加
フ

殺
虫
利
尿
方
殺
虫
方
中
一
一
杜
松
子
大
泥
菖
根
中

良
萎
中
ヲ
加
フ長

伝
高
橋
伊
織
国
手

河

顕

司

七
八



第
八
編

厚

生

当
時
の
処
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
橋
家
は
明
治
に
な
る
と
高
橋
治
作
が
獣
医
を

営
み
豊
阿
南
部
方
面
に
至
る
ま
で
施
療
し
た
。
こ
の
外
下
山
に
お
い
て
は
松
木
東
宣
が

儒
医
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

身
延
に
お
い
て
は
田
中
見
竜
が
あ
り
文
化
年
間
刊
行
の
断
毒
論
に
署
名
が
見
ら
れ
る

と
い
う
。
断
毒
論
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

明
治
以
後
の
医
療
機
関

明
治
以
後
の
医
療
機
関
を
見
る
と
、
下
山
地
区
に
お
い
て
は
儒
医
早
川
貞
哉
が
あ

る
。
漢
学
塾
を
開
く
か
た
わ
ら
医
療
を
お
こ
な
っ
た
。
後
年
下
山
医
院
を
開
い
た
望
月

伝
一
、
山
内
歯
科
医
院
を
聞
い
た
山
内
棒
一
房
は
塾
生
で
あ
る
。
後
年
、

一
時
下
八
木
沢

に
移
り
貞
哉
の
男
恭
太
郎
は
陸
軍
軍
医
と
な
り
、
後
父
業
を
継
い
で
大
島
に
開
業
後
下

山
に
移
っ
た
。
ま
た
、
望
月
遜
は
明
治
三
十
八
年
に
下
山
に
開
業
、
大
正
二
年
、
下
八

木
沢
に
移
転
開
業
し
た
。

身
延
地
区
に
お
い
て
は
田
中
見
市
の
孫
見
斉
が
幕
末
よ
り
明
治
二
十
年
(
一
八
八

七
)
頃
ま
で
開
業
、
次
い
で
遠
藤
源
十
郎
が
総
門
内
に
開
業
、
大
正
年
間
に
は
井
出
徳

治
が
元
町
に
開
業
し
終
戦
頃
ま
で
営
業
し
た
。
そ
の
外
、
明
治
四
十
四
年
よ
り
昭
和
五

年
ま
で
大
野
に
開
業
し
た
黒
坂
芳
七
郎
、
戦
時
中
疎
開
し
終
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
上
町

に
開
業
し
た
田
村
女
医
、
身
延
高
校
横
に
開
業
し
た
鎌
上
医
院
が
あ
る
。
大
河
内
地
区

に
つ
い
て
は
明
治
三
十
年
(
一
八
九
七
)
頃
儒
医
伴
金
嶺
が
八
木
沢
に
開
業
、
次
い
で

三
十
七

・
八
年
(
一
九

O
四

・
五
〉
頃
早
川
貞
哉
が
同
所
に
開
業
、
更
に
四
十
年
(
一

九
O
七
)
頃
漢
方
医
曽
谷
貞
祐
が
開
業
し
曽
谷
医
師
は
主
と
し
て
煎
薬
を
投
薬
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
土
地
も
狭
く
人
口
も
す
く
な
い
下
八
木
沢
に
何
故
多
く
の
開
業
医

が
あ
っ
た
か
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
り
、
或
は
地
域
の
教
育
に
関
す
る
関
心
度
に
関

係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
塩
之
沢
に
お
い
て
は
明
治
三
十
七
年
頃
大
西
南
海
が
開

業
、
帯
金
に
お
い
て
は
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
私
塾
の
か
た
わ
ら
漢
方
医
を
開
業

し
た
望
月
宰
左
衛
門
、
甲
府
空
襲
後
疎
開
し
開
業
し
た
得
業
土
久
保
貴
作
が
あ
る
。
大

島
に
お
い
て
は
、
明
治
三
十
年
頃
早
川
恭
太
郎
が
開
業
、
大
正
十
年
(
一
九
二
一
〉
に

七
i¥ 

は
同
地
出
身
小
笠
原
武
雄
が
開
業
、
戦
後
角
打
に
綱
脇
医
院
が
開
業
し
た
。

一一一、
町
内
医
療
機
関
の
現
況

本
町
に
お
け
る
医
療
機
関
は
身
延
山
病
院
を
始
め
多
く
の
開
業
医
が
あ
り
今
そ
の
概

略
を
記
す
と
、

(
一
)
医

院

下

山

療

院

内

科

・
小
児
科
、
昭
和
五
年
(
一
九
三
O
〉
十
一
月
三
日
開

業
、
医
師
望
月
惟
臣
外
職
員
三
名
。

明
治
四
十
五
年
(
一
九
二
一
)
先
代
望
月
伝
一
東
京
よ
り
転
住
、
下
山
荒
町
に
開
業

後
大
庭
一
八
七
一
番
地
に
移
る
。
昭
和
五
年
死
亡
、
望
月
惟
臣
が
継
承
し
て
今
日
に
至

る。
遠

藤

医

院

内

科

・
昭
和
三
十
二
年
十
月
一
日
梅
平
一
二
八

O
番
地
に
開

業
、
医
師
遠
藤
恒
栄

先
代
遠
藤
源
十
郎
の
後
を
継
承
し
、

一
時
身
延
保
健
所
長
と
な
り
休
院
し
た
が
三
十

二
年
再
開
す
る
。

身

延

山

病

院

内

科

・

小
児
科

・
外
科

・
脳
神
経
外
科

・
産
婦
人
科

・
放
射
線

科
。
昭
和
二
十
一
年
五
月
二
十
四
日
開
業
、
院
長
中
島
文
夫
、
医
師
四
、
薬
剤
師
一
、

看
護
婦
二
十
四
、
栄
養
士
一

、
事
務
員
九
、
そ
の
他
一
五
、
ベ
ッ
ド
数
二
ニ
五
床
。

身
延
山
八
十
三
世
日
謙
上
人
財
団
法
人
身
延
一
乗
病
院
を
創
設
、
二
十
六
年
四
月
身

延
山
病
院
と
改
称
。
梅
平
地
区
に
外
来
診
療
所
を
聞
き
従
来
の
病
棟
は
附
属
療
養
所
と

な
っ
た
が
、
後
結
核
患
者
の
減
少
に
依
り
療
養
所
を
廃
止
し
、
四
十
年
六
月
町
役
場
前

に
建
坪
一
、
二
三
五

・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
総
工
費
八
千
三
丙
万
円
を
も
っ
て
鉄
筋
四
階

建
の
病
院
を
新
築
し
今
日
に
至
る
。

高

橋

医

院

内

科

・
小
児
科

・
眼
科

・
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
開
業
。
医

師
高
橋
公
男
外
職
員
二
名
、
ベ
ッ
ド
数
四
床
。

昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
、
梅
平
二
、
二
五
六
番
地
に
開
業
、
三
十
一
年
一
月
十
五



日
、
梅
平
二
四

O
八
番
地
に
移
転
し
た
。

佐

野

医

院

内

科

・
外
科
昭
和
十
二
年
一
月
六
日
、
大
野
七
八
一
番
地
に

開
業
、
医
師
佐
野
一
男
外
職
員
二
名
、
ベ
ッ
ド
数
一

O
床。

昭
和
十
五
年
に
身
延
町
外
二
カ
村
衛
生
組
合
(
組
合
長
市
川
政
則
)
の
隔
離
病
舎
を

併
設
し
、
伝
染
病
の
治
療
に
努
め
た
。

阪

本

医

院

内
科

・
産
婦
人
科
、
昭
和
二
十
四
年
八
月
、
角
打

二
一
四
五
番

地
に
開
業
、
医
師
阪
本
陸
郎
外
職
員
二
名
、
ベ
ッ
ド
数
四
床
。

(
二
)
歯

イ
沖
i
1
4
 

医

院

古
屋
歯
科
医
院

歯
科
一
般
、
大
正
十
年
(
一
九
二
一
)
六
月
十
一
円
下
山
に
開

業
、
歯
科
医
師
肯
屋
慶
信
、
技
工
師
一
。

本
町
に
初
め
て
歯
科
医
を
開
業
し
た
の
は
古
屋
医
師
で
、
最
初
身
延
総
門
に
開
業
後

現
地
に
移
っ
た
。
当
時
郡
下
の
開
業
歯
科
医
は
僅
か
四
人
、
南
部
一
、
鰍
沢
二
、
下
山

一
で
あ
っ
た
と
い
う
。
身
延
山
出
張
所
、
身
延
駅
前
出
張
所
、
静
岡
県
大
問
診
療
所
等

を
聞
き
診
療
に
当
た
っ
た
が
現
在
は
廃
す
。

山
内
歯
科
医
院

大
正
十
四
年
(
一
九
二
五
)
五
月
下
山
に
開
業
、
歯
科
医
師

山
内
棒
一房
、
医
師
二
、
看
護
婦
四
、
助
手
て
技
工
師
一
。

本
郡
出
身
商
科
医
師
の
第
一
号
と
い
う
。
初
め
岐
阜
県
高
山
市
に
開
業
、
大
正
十
四

年
帰
郷
開
業
、
昭
和
六
年
三
月
角
打
に
出
張
所
開
設
、
三
十
六
年
分
院
と
し
て
改
称
診

療
に
従
事
す
。

山
内
歯
科
医
院
分
院

歯
科
医
師
山
内
崎
央
、
看
護
婦
三
、
事
務
員
一
。

望
月
歯
科
医
院

昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
)
二
月
十
一
日
塩
沢
に
開
業
、
歯
科

医
師
望
月
民
部
、
看
護
婦
て
そ
の
他
一
。

石
部
歯
科
医
院

昭
和
四
十
一
年
五
月
十
七
日
梅
平
に
再
開
業
、
歯
科
医
師
石
部

武
彦
、
技
工
師
一
、
事
務
員
二
、
昭
和
十
六
年
(
一
九
四
一
)
六
月
歯
科
医
師
石
部
正

朗
が
現
地
に
開
業
し
た
が
、
コ一十
九
年
死
亡
の
た
め
一
時
休
院
し
た
。

(
三
)
医
薬
類
似
行
為

第
一
章

健

生

保

衛

按
摩
師
、
銀
灸
師
、
柔
道
整
復
師
等
は
、
本
来
の
医
業
で
は
な
い
が
、
日
本
に
お
い

て
は
古
く
か
ら
民
間
に
広
く
行
な
わ
れ
て
来
て
お
り
、
こ
れ
ら
医
薬
類
似
行
為
に
つ
い

て
は
昭
和
二
十
二
年
に
法
令
に
よ
り
営
業
が
許
さ
れ
た
。

本
町
に
お
い
て
は
昭
和
二
十
五
年
大
野
に
青
沼
達
明
が
青
沼
整
骨
院
を
開
業
し
、
昭

和
二
十
一
年
身
延
町
に
秋
山
信
一
が

一
乗
誠
灸
道
場
を
聞
い
た
の
を
始
め
、
按
摩
師
を

営
む
者
八
名
が
あ
る
。

(
四
)
伝

病

&::: 
仁コ

、染

伝
染
病
舎
は
一
般
に
避
病
舎
と
呼
ば
れ
て
来
た
。

明
治
三
十
年
(
一
八
九
七
〉
に
公
布
さ
れ
、
昭
和
三
十
四
年
に
改
正
さ
れ
た
伝
染
病

予
防
法
第
七
条
に
は
、
伝
染
病
患
者
を
伝
染
病
院
、
隔
離
病
舎
そ
の
他
適
当
な
場
所
に

隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
市
町
村
は
有
事
の
際
を
考

え
て
、
あ
ら
か
じ
め
隔
離
病
舎
を
建
築
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

伝
染
病
予
防
法
施
行
以
来
町
村
に
お
い
て
は
財
政
上
の
理
由
か
ら
、
民
家
を
借
用
す

る
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
町
で
も
明
治
三
十
年
の
赤
痢
大
流
行
の
後
各
村
に
伝
染
病
隔
離
病
舎
が
建
設
さ
れ

て
い
る
が
、
明
治
三
十
一
年
六
月
身
延
村
長
よ
り
知
事
に
提
出
し
て
い
る
隔
離
病
舎
設

置
願
が
こ
の
間
の
事
情
を
も
の
語
っ
て
い
る
。

伝
染
病
隔
離
病
舎
設
備
認
可
願

南
巨
摩
郡
身
延
村

右
者
近
来
赤
痢
病
大
に
流
行
致
シ
昨
明
治
三
十
年
ノ
如
キ
突
ニ
惨
状
ヲ
呈
シ
タ
ル
モ
畢
覧
患
者

隔
離
の
方
法
相
立
タ
サ
ル
ヨ
リ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
殊
ニ
本
年
ノ
如
キ
モ
既
ニ
各
地
ニ
発
生
致
候
-
一

付
テ
ハ
先
以
テ
隔
離
病
舎
設
備
ノ
必
要
ヲ
感
シ
居
ル
ニ
付
先
-
一
本
村
字
寺
平
ニ
病
舎
設
備
出
願

致
シ
置
キ
候
処
本
村
ノ
如
キ
地
勢
遠
隔
一
ツ
ノ
病
舎
ニ
テ
万
一
患
者
点
々
ト
発
生
ノ
徴
候
ア
リ

セ
パ
到
底
隔
離
ノ
完
キ
ヲ
得
ザ
ル
ハ
地
位
上
自
然
ノ
結
果
免
ル
ル
能
ハ
サ
ル
次
第
一
一
御
座
候

斯
テ
ハ
誠
-
一
遺
憾
一
一
堪
ヘ
ザ
ル
次
第

一一付
更
ニ
大
野
組
-
一
本
年
県
令
第
十
号
御
趣
意
ニ
基
キ
設

備
致
シ
度
候
間
御
認
可
被
成
下
度
別
紙
書
類
相
添
へ
此
段
願
上
候
也

明
治
三
十
一
年
六
月
廿
一
日
右
村
長

七
八
三
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厚

生

遠

緑
回

藤

山
梨
県
知
事
伯
爵
清
棲
家
教
殿

こ
の
時
は
大
野
山
本
遠
寺
が
字
西
裏
に
敷
地
を
提
供
し
地
元
の
大
野
区
か
ら
も
願
書

が
出
さ
れ
て
い
る
。
建
築
見
積
り
設
計
書
に
よ
る
と
事
務
室
(
兼
医
務
室
、
調
剤
室
)

一
六

・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
、
賄
所
兼
小
使
室
一
三

・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
、
快
復
室
一

三
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
、
別
棟
ノ
重
症
患
者
室
二
一
了
二
平
方
メ
ー
ト
ル
、
軽
症
患
者

室
一
三

・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
、
小
使
室
九

・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
物
置

・
消
毒

所

・
便
所

・
浴
室
等
で
総
面
積
三
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
、
建
築
費
四
百
六
十
五
円
三
銭

五
厘
で
あ
る
。
竣
工
は
同
年
九
月
十
日
で
あ
る
。

下
山
に
お
い
て
は
、
最
初
仲
町
裏
に
設
け
後
に
上
沢
に
移
転
し
た
。
昭
和
三
年
〈
一

九
二
八
〉
に
は
関
島
八

O
七
八
番
地
に
移
転
し
た
。
当
時
の
村
会
議
決
書
に
よ
れ
ば
、

総
額
九
六
一
円
五
十
四
銭
、
二
棟
で
病
舎
は
瓦
葺
、
事
務
室
は
ト
タ
ン
葺
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
施
設
は
昭
和
三
十
五
年
廃
止
と
な
っ
た
。

身
延
に
お
い
て
は
塩
沢
地
区
に
設
け
ら
れ
て
い
た
が
昭
和
十
五
年
(
一
九
四

O
〉
身

延
・
大
河
内
・

豊
岡
三
町
村
組
合
立
の
隔
離
病
舎
を
大
野
佐
野
医
院
内
に
設
立
し
た
。

こ
の
と
き
地
元
大
野
区
長
を
は
じ
め
区
民
は
地
域
の
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ

れ
て
強
く
反
対
し
連
名
に
よ
る
陳
情
書
を
提
出
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
数
カ
月
に
わ
た
り
関
係
者
間
で
話
し
合
い
が
行
な
わ
れ
た
結
果
漸
く
八
月
に

至
り
建
設
に
つ
い
て
の
了
解
が
成
立
、
十
二
月
十
六
日
地
鎮
祭
を
行
な
う
運
び
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

畳
間
に
お
い
て
は
町
役
場
に
保
存
さ
れ
て
い
る
仮
避
病
舎
取
調
書
に
よ
る
と
、
相

又

・
清
子

・
横
根
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

大
河
内
に
お
い
て
は
、
八
木
沢

・
丸
滝

・
角
打
に
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
村
営

に
移
行
し
た
。ァ
、
身
延
町
外
二
カ
村
衛
生
事
務
組
合

昭
和
十
五
年
身
延
町
会
々
議
録
に
よ
れ
ば
、
前
記
の
身
延

・
豊
岡

・
大
河
内
の
三
町

村
組
合
立
の
隔
離
病
舎
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

七
八
四

昭
和
拾
五
年
四
月
十
六
日
本
町
会
ヲ
本
町
役
場
ニ
開
ク
。

議
案
第
十
八
号
身
延
町
外
二
ヵ
村
衛
生
事
務
組
合
設
立
ノ
件

議
案
第
十
九
号
身
延
町
外
二
カ
村
衛
生
事
務
規
定
認
定
ノ
件

議
案
第
二

O
号
身
延
町
外
二
カ
村
衛
生
事
務
組
合
会
議
員
選
挙
ノ
件

が
上
提
さ
れ
、

衛
生
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
共
同
処
理
ス
ル
為
メ
身
延
町
大
河
内
村
豊
岡
村
コ
プ
カ
町
村
衛

生
事
務
組
合
ヲ
設
立
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

理
由
本
案
議
決
ヲ
要
ス
ル
其
ノ
理
由
ハ
隣
接
大
河
内
村
、
豊
岡
村
ト
共
同
衛
生
事
務
ノ
処
理
ト
併

テ
完
備
セ
ル
隔
離
病
舎
ヲ
建
設
伝
染
病
予
防
ニ
努
ム
ル
ニ
因
ル

と
あ
る
。

規
約
は
、

身
延
町
外
二
ケ
村
衛
生
事
務
組
合
規
約

第
一
条

第
二
条

本
組
合
ハ
身
延
町
外
二
ケ
村
衛
生
事
務
組
合
ト
称
ス

本
組
合
ハ
左
ノ
参
町
村
ヲ
以
テ
組
織
ス

身
延
町
大
河
内
村
豊
岡
村

本
組
合
ハ
衛
生
-
一
関
ス
ル
一
切
事
務
ヲ
共
同
処
理
ス

其
ノ
概
目
左
ノ
如
シ

一
、
伝
染
病
予
防

二
、
隔
離
病
舎
ノ
経
営
維
持

三
、
権
病
者
ノ
治
療
其
他

四
、
其
他
法
令
一
一
依
リ
本
組
合
ノ
事
務
一
一
属
ス
ル
モ
ノ

第
三
条

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
「
組
合
会
議
員
定
数
八

・
身
延
三

・
大
河
内
三

・
豊
岡
二
」

が
定
め
ら
れ
、
「
組
合
長
一

・
委
員
三
名
ヲ
置
ク
。
会
計
ハ
組
合
長
所
属
ノ
町
村
ノ
収

入
役
」
と
な
っ
て
い
る
。

な
お第十

二
条

本
組
合
ニ
於
テ
建
設
ス
ル
避
病
舎
ノ
費
用
ハ
寄
付
金
補
助
金
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
当
テ



尚
不
足
ア
ル
場
合
ハ
組
合
内
各
町
村
一
一
分
賦
ス

第
十
三
条
支
出
比
率
身
延
三
大
河
内
三
豊
岡
二

と
な
っ
て
お
り
、
組
合
長
に
市
川
政
則
が
就
任
し
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
昭
和
七
年
、
南
部
警
察
署
管
内
八
カ
町
村
の
七
六
衛
生
組
合
を
も
っ

て
峡
南
衛
生
組
合
連
合
会
が
結
成
さ
れ
七
月
二
十
八
日
結
成
総
会
を
開
催
し
た
。

会
長
に
は
南
部
警
察
署
長
西
山
豊
治
郎
、
副
会
長
に
は
大
河
内
村
長
望
月
望
が
就
任

し
て
い
る
。

連
合
会
当
時
の
旧
四
カ
町
村
別
衛
生
組
合
の
状
況
を
次
表
に
掲
げ
る
。

役同同同同同同同評問同同同同同同顧副会

役

会議

第
一
章 員

名

簿

住

所
(
現
身
延
町
区
域
の
み
)

名

南
部
警
察
署
長

西
八
代
郡
大
河
内
村

南
巨
摩
郡
身
延
町

西
八
代
郡
大
河
内
村

南
巨
摩
郡
笠
岡
村

同

郡

下

山

村

同

郡

下

山
村

同

郡

身

延

町

同

同
同

同

西
八
代
郡
大
河
内
村

同同南
巨
摩
郡
豊
岡
村

同

郡

下

山

村

同

郡

身

延

町

同同

問長長員

保

街

生

健

氏佐村望佐大佐米望遠黒井望望佐望深望西

野松月野村野沢月藤坂出月月野月沢月山

福光菊鹿多武良 恒芳徳惟 英 豊 豊
太次次七 七 治
吉郎郎郎郎重知望栄郎治臣拡三望治望郎 名

就
任
年
月
日

同同同同同同同同同同同同同同同昭|属同昭
和託和
七七

七七

八八

第組

五四三二一合

区区区区区名

組

ム口、
身

員 延

コ五九五六O 一
三三 五戸数

町
よコ広〉

三一 五=五九 六O二九銭質世

第組

十九八七六合

区区区区区名

組

A 口

一 員

一五O六九五六0 一八戸数

一 ぷ:ft

一0五0九六五一六八銭買曲

杉大山新荒本仲粟大竹組

言十 工 ムロ

山庭額町町町町倉町下名
下

f丑 山

ムロ

員
村

四

一五七一一五四四九四六四四
五戸二天三六 六 七戸数

四
会

一五七一一五四四九四六四四
五銭二天三六 六 七銭費

大組 横光清相大門 小 組

河合 計子 回合

大
船

1豆5主L 

内 名 根沢子文城野原名

m 河 *Ji 岡
1口』
内 メ口L 

六員
キす

員
村

四

/O¥戸華凱子ず 一五二六八八四七二五七
九五 O 四三戸数

ムノ、、 会 四
メ:ft

δ銭費 一五=六八八四七=五七銭
九五 δ 四三 費

イ
、
身
延
町
外
二
町
共
同
伝
染
病
舎

時
代
の
進
展
に
伴
い
、
隔
離
病
舎
を
使
用
す
る
も
の
が
少
な
く
な
り
、
高
度
の
医
療

施
設
を
有
す
る
病
舎
を
利
用
す
る
者
が
多
く
な
っ
た
。
一
方
町
村
に
お
い
て
も
、
不
治

の
病
気
の
た
め
に
病
舎
を
建
設
し
維
持
す
る
こ
と
は
経
済
上
か
ら
も
好
ま
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
さ
り
と
て
一
度
患
者
が
発
生
す
る
や
鰍
沢

・
富
士
宮
等
遠
隔
の
病
院
に
入
院

す
る
こ
と
も
ま
た
並
大
抵
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
三
町
(
身
延

・
南
部

・
富
沢
)

共
同
伝
染
病
舎
が
計
画
さ
れ
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
設
立
が
許
可
さ
れ
、
昭
和
四
十
二

七
八
五



第
八
編

厚

生

年
度
補
助
金
の
交
付
を
う
け
て
、
近
代

的
病
舎
が
身
延
山
病
院
構
内
に
建
設
さ

れ
た
。
事
業
概
要
お
よ
び
関
係
規
約
は

左
の
と
お
り
で
あ
る
。

身
延
町
外
二
町
共
同
伝
染
病
舎

建
築
状
況

身延町外二町共同伝染病舎

ー、

総

六
、
八
五

O
、

0
0
0円
(
内

補
助
金
四
、

0

0
四
、

O
八

O

円
)一九
八
平
方
メ

ー
ト
ル

二
四
四

・
二
八

平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
床

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
二
階
建

昭
和
四
二
年
一
一
月
一
五
日

昭
和
四
三
年
三
月
二
五
日

一
階
、
看
護
婦
室
兼
事
務
室
、
倉
庫
、
消
毒
京
、
リ
ネ
ン
京
、
処
置

室
、
洗
濯
室
、
配
膳
主
、
更
衣
室
、
松川右
、
使
所

二
附
、
病
室
(
四
)
、
話
相
護
婦
室
、
処
理
主
、
倉
庫
、
砕
氷
室
、
便

所

工

費

2
、
敷

地

面

積

3
、
建

築

延

面

積

4
、
病

5
、
建

6
、
着

7
、
完

8
、
建

日造数

物成工築
床

月構内月

容日

身
延
町
外
二
町
共
同
伝
染
病
舎
組
合
規
約

(
組
合
の
名
称
)

第
一
条
こ
の
組
合
は
、
身
延
町
外
二
町
共
同
伝
染
病
舎
組
合
(
以
下

「
組
合
」
と
い
う
)
と

称
す
る
。

(
組
織
す
る
団
体
〉

第
二
条
こ
の
組
合
は
、
左
の
地
方
公
共
団
体
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

七
八
六

身
延
町
、
南
部
町
及
び
富
沢
町

ハ
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
〉

第
三
条
こ
の
組
合
が
共
同
処
理
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
、
伝
染
病
舎
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

二
、
伝
染
病
舎
の
運
営
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
組
合
の
事
務
所
の
位
置
)

第
四
条
こ
の
組
合
の
事
務
所
は
、
山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
役
場
に
お
く
。

ハ
組
合
の
議
会
の
組
織
及
び
選
任
方
法
)

第
五
条
こ
の
組
合
の
議
会
の
議
員
(
以
下
「
組
合
議
員
」
と
い
う
)
の
定
数
は
、
五
名
と
す

る。2
、
前
項
の
組
合
議
員
は
、
南
部
町
及
び
宮
沢
町
の
町
長
並
び
に
こ
の
組
合
を
組
織
す
る
町

議
会
議
長
を
も
っ
て
あ
て
る
。

3
、
組
合
議
員
の
任
期
は
、
町
長
及
び
町
議
会
議
長
の
在
任
期
間
と
す
る
。

(
組
合
の
執
行
機
関
)

第
六
条
こ
の
組
合
長
及
び
監
査
委
員
を
お
く
。

2
、
組
合
長
に
は
、
身
延
町
長
を
あ
て
る
。

3
、
監
査
委
員
は
二
名
と
し
、
南
部
町
長
及
び
富
沢
町
長
を
あ
て
る
。

.

(
組
合
の
補
助
機
関
〉

第
七
条
こ
の
組
合
に
副
組
合
長
及
び
収
入
役
を
お
く
。

2
、
副
組
合
長
は
一
名
と
し
、
議
会
の
承
認
を
得
て
組
合
長
が
選
任
す
る
。

3
、
収
入
役
に
は
身
延
町
収
入
役
を
あ
て
る
。

第
八
条
こ
の
組
合
に
必
要
な
事
務
局
長
及
び
事
務
吏
員
を
お
く
。

事
務
局
長
及
び
事
務
吏
員
は
組
合
長
が
任
免
す
る
。

ハ
組
合
の
経
資
の
支
弁
方
法
〉

第
九
条
こ
の
組
合
の
経
費
は
、
こ
の
組
合
を
組
織
す
る
各
町
に
お
い
て
左
の
各
号
に
よ
っ
て

負
担
す
る
。

一
、
建
築
費
は
、
南
部
町
が
三
十
万
円
、

富
沢
町
が
二
十
万
円
を
負
担
し
、
残
額
を
身
延
町

が
負
担
す
る
。

二
、
そ
の
他
組
合
の
運
蛍
に
要
す
る
経
貨
は
、
組
合
の
議
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
負
担

す
る
。



問
川

同
只

l

、
こ
の
規
約
は
、
知
事
の
許
可
が
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
、
こ
の
病
舎
の
建
設
前
に
伝
染
病
の
発
生
し
た
場
合
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

五

の

他

そ

文
化
の
変
転
期
に
あ
っ
て
は
新
旧
の
習
慣
、
制
度
の
混
清
す
る
こ
と
が
多
く
、
医
療

の
面
に
お
い
て
も
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
医
師
と
し
て
の
資
格
は
な
く
、
法
令

上
施
療
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
本
人
の
一
恵
ま
れ
た
天
分
や
経
歴
上
か
ら
特
殊
技
術
を
も

っ
て
人
助
け
を
行
な
っ
た
人
が
あ
る
。

松
木
平
重
郎、

昭
和
十
九
年
(
一
九
四
四
〉
、
役
、
下
山
仲
町
の
人
、
本
業
は
農

・
漢

方
医
術

・
灸
に
詳
し
く
病
に
苦
し
む
人
が
来
れ
ば
無
料
に
て
診
療
し
、
多
く
の
人
々
か

ら
感
謝
さ
れ
慕
わ
れ
た
。

心
理
的
療
法
も
得
意
で
、
時
に
突
如
大
音
戸
を
も
っ
て
病
者

を
一
喝
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

深
沢
竜
一

、
帯
金
の
人
、
昭
和
四
十
年
没
、
講
道
館
柔
道
六
段
、
旧
制
県
立
身
延
中

学
校
柔
道
教
師
、
整
復
技
術
に
優
れ
、
脱
白
骨
折
等
の
患
者
が
来
る
と
無
料
に
て
施
療

し
、
人
々
か
ら
感
謝
さ
れ
た
。

大
坪
重
雄
、

角
打
の
人
、
昭
和
三
十
五
年
没
、
優
れ
た
整
復
技
術
を
も
っ
て
木
材
業

の
傍
ら
多
数
の
患
者
を
無
料
で
治
療
し
た。

第
七
節

火

葬

場

古
来
日
本
人
の
風
習
は
土
葬
が
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
た
め
、
農
村
に
お
い
て
は
最
近

に
い
た
る
ま
で
火
葬
場
の
必
要
は
な
か
っ
た
。
本
町
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
止
む

な
く
火
葬
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
場
所
は
大
体
習
慣
上
き
ま
っ
て
い
た
。
多
く

は
早
川

・
富
士
川

・
大
城
川
等
の
河
原
が
臨
時
の
火
葬
場
と
な
っ
た
。

し
か
し
旧
身
延

町
で
は
地
域
の
関
係
上
火
葬
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
比
較
的
早
く
か
ら
火
葬
場
が
設
け

ら
れ
た
。
望
月
是
本
の
発
案
に
よ
り
当
時
と
し
て
は
、
比
較
的
よ
く
整
っ
た
火
葬
場
が

第
一
章

生

保

健

衛

梅
平
の
勝
沢
地
内
に
で
き
た
が
、
荒
廃

し
た
の
で
町
は
昭
和
三
十
七
年
三
月
火

葬
室

・
待
合
室
二
九
一

、
五

O
O円
、

火
葬
炉
九

O
O、
0
0
0円
、
計
一

、

一
九
一

、
五
O
O円
を
も
っ
て
、
木
造

平
屋
建
、
屋
根
亜
鉛
引
並
ト
タ
ン
の
火

葬
場
を
建
設
し
た
。

建
設
後
台
風
災
害
等
に
も
あ
っ
た
が

逐
次
設
備
も
改
良
あ
る
い
は
復
旧
さ

れ
、
現
在
で
は
お
お
む
ね
良
好
な
使
用

状
況
で
あ
る
。

年
間
使
用
回
数
は

町
内
約
五

O
件
使
用
料
(
一
体
)

三
、

0
0
0円

町
外
約
一

O
件
使
用
料
(
一
体
)

五
、

0
0
0円
で
あ
る
。

し
か
し
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
、
広
域
行
政
の
方
針
に
も
と
づ
き
峡
南
衛
生
組
合
へ

の
加
入
が
決
定
さ
れ
、
身
延
町
内
の
火
葬
も
四
町
共
同
の
霊
枢
車
に
よ
り
六
郷
町
地
内

の
火
葬
場
へ
送
迎
し
て
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
料
金
一
件
四
、

0
0
0円
も
町
費
で
支

弁
す
る
こ
と
が
議
決
さ
れ
た
の
で
、
現
在
の
火
葬
場
は
遠
か
ら
ず
廃
止
さ
れ
る
運
命
に

あ
る
。

町 営火葬場

第
八
節

保
健
衛
生
の
課
題

以
上
本
町
に
お
け
る
保
健
衛
生
に
つ
い
て
種
々
の
観
点
か
ら
眺
め
て
来
た
が
、
町
役

場
の
計
画
指
導
と
町
民
の
協
力
に
よ
り
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
続
け
ら
れ
、
目
覚
ま
し
い
発

展
を
見
る
に
至
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
時
代
の
進
歩
の
速
度
に
照
ら
し
て
見
る
&
か
な

七
八
七



第
八
編

厚

生

ら
ず
し
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
怠
味
で
は
こ
れ
か
ら
が
本
当
の
保
健
衛

生
上
の
問
題
解
決
の
時
期
で
あ
ろ
う
。

以
下
保
健
衛
生
上
の
課
題
を
あ
げ
れ
ば

ー、

塵
芥
集
荷
態
勢
の
改
善
、
存
部
落
ゴ
ミ
焼
場
の
設
置

2
、
水
道
施
設
の
統
合
充
実
お
よ
び
管
理
の
完
全
化

3
、
下
水
道
の
敷
設

4

、
特
別
清
掃
地
域
指
定
を
う
け
町
清
掃
条
例
の
制
定

5
、
母
子
セ

γ
タ
l
お
よ
び
健
康
セ
ン
タ
ー
の
建
設

6
、
蚊
や
蝿
の
撲
滅
・
と
塵
芥
の
な
い
き
れ
い
な
町
に
す
る
美
化
運
動
の
推
進

7
、
公
営
的
医
療
機
関
の
充
実

8
、
献
血
や
各
種
予
防
検
診
の
徹
氏

9
、
保
健
婦
の
増
加
と
活
動
の
充
実

等
が
あ
る
。

七
八
八

第
二
章

社

祉

ムー
三民

第
一
節

社
会
福
祉
と
社
会
福
祉
協
議
会

日
木
国
憲
法
は
第
二
十
五
条
に
「
す
べ
て
の
国
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
こ
れ
に
対
す
る
国
の
義
務
と
し
て
次
に

「
国
は
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
社
会
福
祉
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及

び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
国
民
の
生
活
を
保
障
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
時
代
、
い
か
な
る
社
会
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
生
活
環

境
、
生
活
条
件
の
相
違
や
被
災
な
ど
に
よ
り
、
社
会
的
弱
者
の
存
在
を
避
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
社
会
事
業
は
、
こ
れ
ら
の
不
幸
を
救
済
し、

弱
者
を
保
護
す
る
活
動
と
し

て
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
十
日
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
理
念
に
変
り
は
な
い
が
、

近
来
特
に
社
会
福
祉
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
慈
恵
的
・
思
恵
的
な
施
策

か
ら
、
国
家
社
会
の
当
然
の
義
務
と
し
て
、
劣
者
弱
者
を
向
上
せ
し
め
る
施
策
の
意
味

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
広
い
意
味
で
は
百
般
の
行
政
が
す
べ
て
社
会
福
祉
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
社
会
福
祉
と
は
狭
義
の
意
味
で
、
貧
し
い
者
・

病
め
る
者

・
困
窮
者
の
福
祉
を
増
進
し
、
一
定
の
レ
ベ
ル
ま
で
引
き
上
げ
て
行
こ
う
と

す
る
施
策
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
言
葉
の
も
つ
内
容
も
変
っ

て
き
た
が
、
昔
か
ら
社
会
の
三
悪
と
い
わ
れ
て
き
た
貧
乏

・
病
気

・
犯
罪
等
を
な
く
し

て
よ
り
住
み
よ
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
運
動
そ
れ
を
社
会
福
祉
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
る
ま
い
。

さ
て
身
延
町
の
場
合
、
当
然
身
延
山
久
遠
寺
の
創
立
と
と
も
に
、
宗
教
的
慈
恵
的
に

な
ん
ら
か
の
形
で
社
会
事
業
が
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、



今
こ
れ
を
具
体
的
に
説
明
す
る
資
料
は
な
い
。
記
録
の
一
片
に
大
正
十
三
年
(
一
九
二

四
)
十
月
身
延
山
久
遠
寺
は
巨
額
の
金
と
土
地
を
寄
付
し
て
勅
定
紺
綬
褒
章
を
拝
受
し

た
と
あ
り、

あ
る
い
は
大
正
中
期
財
団
法
人
普
治
会
を
設
け
社
会
事
業
施
設
助
成
を
志

す
等
の
例
も
あ
っ

た
。

近
世
明
治
三
十
九
年
(
一
九

O
六
〉

一
月
先
駆
者
に
よ
り
民
間
社
会
事
業
施
設
と
し

て
、
貧
困
者

・
行
路
病
人
・

身
上
相
談

・
死
亡
者
助
葬
等
、
お
よ
そ
困
る
と
い
う
人
を

合
り
い

収
容
す
る
身
延
山
功
徳
会
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
、
同
年
十
一
月
民
間
救
瀬
施
設
と
し
て

全
国
に
た
だ
一
つ
の
身
延
深
敬
園
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
は
県
下
に
お
け
る
最
も
古
い
施

設
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
方
社
会
的
に
は
、
方
面
委
員
制
度
が
昭
和
二
年
(
一
九
二
七
〉
三
月
、
山
梨
県
告

示
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
、
法
令
に
よ
る
方
面
委
員
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
当
時
の
方
面

委
員
は
一
町
村
両
三
名
で
あ
っ
た
。
大
河
内
村
で
は
市
川
政
則

・
望
月
朝
次
郎
で
あ
っ

た
が
、
昭
和
四
年
に
な
り
小
林
月
渓
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
後
昭
和
七
年
救
護
法
が
施

行
さ
れ
昭
和
十
一
年
(
一
九
一
三
ハ
)
方
面
委
員
会
制
定
、
昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
〉

ぼ
っ

七
月
日
華
事
変
勃
発
、
軍
人
救
護
法
強
化、

昭
和
十
三
年
(
一

九
三
八
〉
社
会
事
業
法

が
生
ま
れ
、
昭
和
十
六
年
(
一
九
四
一
〉
十
二
月
八
日
太
平
洋
戦
争
に
突
入
、
二
十
年

(
一
九
四
五
)
八
月
十
五
日
敗
戦
に
至
る
ま
で
、
国
・
県
の
施
策
と
相
ま
っ
て
目
ま
ぐ

る
し
い
変
造
の
中
で
社
会
福
祉
推
進
の
事
業
が
行
な
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
、
日
本
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
新
し
い
民
主
政
治
の
線

に
沿
う
べ
く
、
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
社
会
福
祉
施
策
が
進
展
し
た
が
、
昭
和
二
十
一

年
制
定
さ
れ
た
民
生
委
員
会
は
、
昭
和
二
十
二
年
新
た
に
児
童
福
祉
法
の
制
定
と
と
も

に
民
生
委
員
が
児
童
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
十
三
年
民
生

委
員
法
が
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
社
会
福
祉
施
設
と
し
て
は
、
前
記
財
団
法
人
身
延

深
敬
園

・
社
会
福
祉
法
人
身
延
山
功
徳
会
が
あ
る
、
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
、
秋
山
智

孝
設
立
の
下
山
立
正
保
育
園

・
西
尾
貫
遂
設
立
の
大
野
山
保
育
園

・
沢
村
清
一
設
立
の

大
島
保
育
園
等
が
あ
る
。

中
央
・県
・郡
の
段
階
に
、
お
よ
そ
社
会
福
祉
を
志
す
団
体
・施
設
が
そ
れ
ぞ
れ
大
同
団

結
し
て
社
会
福
祉
協
議
会
を
結
成
、
地
域
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
り
、

第
二
章

トム
A

，nι 

祉

会

福

昭
和
二
十
六
年
旧
身
延
町
に
あ
っ
て
は
藤
田
喜
太
郎、

大
河
内
村
は
佐
野
祥
盛
、
下
山

村
に
あ
っ
て
は
望
月
惟
臣
、
豊
岡
村
は
鴨
狩
庸
雄
が
そ
れ
ぞ
れ
会
長
と
な
り
、
敬
老
会

・
慰
霊
祭

・
歳
末
助
け
合
い
運
動
等
の
住
民
福
祉
推
進
に
努
め
て
来
た
が
、
昭
和
三
十

年
二
月
下
山
・

身
延

・
豊
岡

・
大
河
内
の
一
町
三
カ
村
合
併
に
よ
り、

社
協
も
ま
た
合

併
し
て
深
沢
忠
雄
が
会
長
と
な
り
、
つ
い
で
昭
和
三
十
四
年
長
谷
川
寛
慶
が
会
長
と
な

り
創
立
以
来
敬
老
会

・
慰
霊
祭

・
歳
末
助
け
合
い
運
動

・
共
同
募
金
推
進

・
法
務
省
主

唱
の
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
参
画

・
児
童
遊
園
地
造
成
援
助
等
の
事
業
に
き
め
細
か

に
取
組
ん
で
来
た
。
昭
和
三
十
五
年
に
は
助
け
合
い
金
庫
を
創
設
、
当
初
は
二
万
円
の

基
金
が
、
現
在
は
二
十
数
万
円
と
な
り
、
こ
れ
を
一
口
五

千
円
の
無
利
子
で
貸
し
出

し
、
利
用
件
数
五
十
件
に
及
ん
で
い
る
。

ま
た
昭
和
三
十
八
年
七
月
よ
り
、
心
配
ご
と
相
談
所
を
開
設
し
、
常
任
相
談
員
と
社

協
常
務
理
事
が
、
民
生
委
員
お
よ
び
社
協
理
事
よ
り
選
任
さ
れ
た
相
談
員
と
と
も
に
、

毎
金
曜
日
に
相
談
に
当
た
り
、
多
大
の
効
果
を
収
め
て
い
る
。

そ
の
外
町
内
子
供
ク
ラ
ブ
幹
部
の
指
導
者
講
習

・
老
人
ク
ラ
ブ
設
立
運
営
指
導
援

助
、
青
年
団

・
婦
人
会

・
子
供
遊
園
地
に
お
け
る
部
落
単
位
運
動
競
技
会
の
援
助
等
を

行
な
っ
て
い
る
が
、
資
金
面
に
あ
っ
て
は
、
県
下
で
も
最
初
の
町
民
全
戸
加
入
を
目
指

し
て
ほ
ぼ
達
成
、
特
士
山
家
寄
付

・
町
助
成
金
等
を
も
っ
て
こ
れ
に
当
て
、
助
け
合
い
金

庫
の
資
金
増
額

・
衛
生
行
政
へ
の
積
極
的
参
加
等
、
地
域
社
会
福
祉
協
議
会
の
本
務
遂

行
の
た
め
真
剣
な
研
究
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
本
町
よ
り
は
創
立
当
初
の
県
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
に
綱
脇
竜
妙
が
就

任、

そ
の
後
長
谷
川
寛
慶
が
副
会
長
に
就
任
し
た
こ
と
が
あ
り
、
南
巨
摩
郡
社
会
福
祉

協
議
会
に
は
藤
田
喜
太
郎

・
深
沢
忠
雄

・
長
谷
川
究
慶
が
会
長
に
就
任
、
県

・
郡

・
単

位
社
会
福
祉
活
動
に
お
い
て
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

な
お
社
会
福
祉
功
労
者
と
し
て
表
彰
を
受
け
た
主
な
る
方
々
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

綱

龍

勲
四
等
旭
日
小
綬
章
藍
綬
褒
章

務
大
臣
賞
山
梨
県
知
事
賞
二
回

勲
五
等
瑞
宝
章
厚
生
大
臣
賞
三
回

祉
協
議
会
長
賞

全
国
社
会
福

厚
生
大
臣
賞
三
回

脇

宮
内
省

・
内

妙

山
梨
県
知
事
賞

林

月

?芙

七
八
九
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政

則
寛

鹿

金

雄
さ

だ

美

智
み
や
じ

今

代
起

一

智

孝

厚

生

厚
生
大
臣
賞

厚
生
大
臣
賞
山
梨
県
知
事
賞
二
回

厚
生
大
臣
賞
山
梨
県
知
事
賞

山
梨
県
知
事
賞

山
梨
県
知
事
賞

山
梨
県
知
事
賞

山
梨
県
知
事
賞

山
梨
県
知
事
賞

山
梨
県
知
事
賞

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
長
賞

一
、
財
団
法
人
身
延
深
敬
園

こ
こ
に
明
治
三
十
九
年
(
一
九

O

六
)
十
月
身
延
深
敬
園
を
創
立
し
て
願

患
者
の
救
済
に
従
事
し
、
以
来
内
に
は

事
業
の
経
営
、
患
者
の
慰
安
看
護
に
努

明
治
三
十
九
年
(
一
九

O
六
)
七
月
身
延
山
に
参
拝
し
た
綱
脇
竜
妙
は
、
久
遠
寺
境

ら

い

ば

い

て

い

内
山
門
付
近
に
崎
集
し
て
い
る
顕
患
者
が
因
懲
の
態
に
あ
る
の
を
発
見
し
、
幾
多
の
聞

く
に
絶
え
な
い
哀
話
を
耳
に
す
る
に
及
/
/

臨

時

弘

ん
で
、
宗
教
に
生
き
ん
か
、
社
会
救
済
事

は
ん
も
ん
お
う
の
う

業
に
生
き
ん
か
と
煩
悶
慎
悩
の
ま
ま
数

日
を
空
し
く
過
し
た
。
眼
前
に
こ
の
悲

惨
極
ま
り
な
い
同
胞
の
姿
を
見
て
は
、

生
命
を
賭
し
て
も
助
け
ん
も
の
と
決
意

し、

宗
教
上
の
布
教
目
的
実
現
は
一
時

こ
れ
を
保
留
す
る
も
止
む
な
し
と
し
、

一
身
を
犠
牲
に
す
る
覚
悟
を
定
め
た
の

で
あ
っ
た
。

…一時蝿品開制泌総

身延深敬圏全景

七
九

O

す
い

め
、
外
に
は
東
奔
西
走
資
金
の
勧
募
に
尽
痔
す
る
こ
と
今
年
ま
で
六
十
五
年
の
永
き
に

及
ん
だ
。
そ
の
間
漸
次
諸
方
面
よ
り
の
同
情
援
護
を
得
、
大
正
九
年
(
一
九
二
O
)
七

や
や

月
に
は
よ
う
や
く
事
業
整
頓
し
、
基
礎
も
精
強
固
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
病

院
を
財
団
法
人
組
織
と
し
、
一
層
の
拡
張
に
努
力
し
今
日
の
成
果
を
見
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

師
は
一
面
に
お
い
て
こ
の
一
事
業
の
た
め
、
終
生
の
目
的
た
る
宗
教
上
の
修
行
に
照

ら
し
、
社
会
に
対
し
、
根
本
的
救
済
の
真
使
命
を
果
た
さ
ん
と
す
る
の
一
念
を
、
未
だ

貫
徹
し
得
な
い
こ
と
を
、
切
に
遺
憾
と
し
て
い
る
。
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
ま

た
こ
の
瀬
患
者
救
護
と
い
う
事
業
に
一
生
を
捧
げ
た
こ
と
に
は
事
末
も
悔
ゆ
る
と
こ
ろ

な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
に
奮
励
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
、
信
仰
を
更
に
深
く
体
験
せ

し
め
ん
と
す
る
仏
陀
の
意
志
を
認
め
、
こ
れ
を
天
職
と
な
し
て
ま
す
ま
す
精
進
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
瀬
患
者
は
、
社
会
一
般
の
見
る
よ
う
な
偏
癖
あ
る
も
の
で
な

く
、
慈
愛
を
も
っ
て
こ
れ
に
向
え
ば
す
こ
ぶ
る
真
塾
従
順
、
よ
く
規
律
を
守
り
、
特
に

信
仰
に
は
、
普
通
人
よ
り
更
に
徹
底
し
易
い
な
ど
、
彼
等
の
深
く
愛
す
べ
く
敬
す
べ
き

を
悟
っ
て
、
こ
の
事
業
を
通
し
て
も
仏
教
の
真
一
諦
に
達
せ
ら
れ
る
こ
と
を
信
ず
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
深
敬
園
経
営
費
の
大
部
分
は
た
だ
勧
募
に
待
つ
外
は
な
い
の
で
、
そ
の
精
力

の
大
半
を
、
こ
の
資
金
募
集
に
費
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
事
業
は
綱
脇
竜
妙
に

よ
っ
て
初
め
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
輩
な
い
し
先
覚
者
の
指
導
後
援
は

固
よ
り
な
く
、
徹
頭
徹
尾
、
独
立
独
歩
も
っ
て
今
日
あ
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
努

力
は
い
つ
し
か
一
般
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
宮
内
省
よ
り
年
々
御
内
格
金
を
下
賜

せ
ら
れ
、
明
治
四
十
二
年
以
来
年
々
内
務
省
よ
り
奨
励
金
の
下
付
を
受
け
、
後
に
は
国

庫
補
助
金
の
形
式
で
下
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
篤
志
家
か
ら
も
陰
に
陽
に
多
大
の
援

助
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

創
立
以
来
年
々
増
改
築
が
あ
り
、
特
に
昭
和
四
十
二
年
診
療
棟
鉄
筋
ゃ
フ
ロ
ッ
ク
二
階

建
延
べ
四
五

0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
予
算
一
、
六
五
三
万
円
を
以
て
増
築
し
、
敷
地
三
、

九

O
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
建
坪
二
、
九
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
大
に
及
び
、
園
長
綱
脇



龍
妙
と
、
事
務
長
以
下
職
員
一
八
名
で
、
現
在
患
者
八
三
名
、
内
男
五

O
名
女
三
三
名

が
収
容
さ
れ
て
お
り
、
最
高
年
齢
者
は
七
三
歳
、
最
低
二
二
歳
の
い
ず
れ
も
男
で
あ

る。ち
な
み因
に
創
立
当
初
よ
り
の
収
容
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

入

園

者

女男数数女男数

一
、
四
三
六
人

一、一

O
九
人

三
二
七
人

二
三
九
人

一
、
一
一
四
人

八
七
八
人

二
三
六
人

2 

退死

園亡

者者

3 

二
、
社
会
福
祉
法
人
身
延
山
功
徳
会

明
治
三
十
九
年
(
一
九

O
六
)
一
月
の
創
立
に
か
か
り
、
創
立
者
長
谷
川
寛
諮
問
が
身

延
山
二
王
門
裏
大
杉
の
下
に
死
ん
で
い
た
一
老
婆
を
見
て
こ
れ
を
憐
れ
み
、
手
厚
く
葬

っ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
身
延
山
功
徳
会
を
創
設
し
自
ら
会
長
と
な
り
、
行
路
病
者
数

護

・
死
亡
人
取
扱
い
な
い
し
旅
費
な
き
参
詣
者
の
無
料
宿
泊

・
旅
費
給
与
等
の
事
業
を

経
営
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
建
物
は
木
造
丸
太
造
り
の
わ
ず
か
に
四
、
五

名
を
収
容
し
た
施
設
で
あ
っ
た
が
、
順
次
増
築
し
て
、
昭
和
六
年
(
一
九
三
一
)
日
蓮

聖
人
六
百
五
十
遠
忌
の
記
念
事
業
が
行
な
わ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
全
国
か
ら
崎
集
し
た

浮
浪
者
で
収
容
者
百
名
を
越
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
よ
き
援
助
者
と
し
て
は
下
山
郵
便

局
長
芦
沢
九
左
衛
門
が
あ
っ
た
。

創
立
当
初
は
乞
食
の
親
方
と
さ
げ
す
ま
れ
た
が
、
大
正
九
年
県
よ
り
社
会
事
業
と
し

て
補
助
金
を
下
付
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
初
め
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
恩
賜

財
団
慶
福
会
・
県
・
内
務
省
等
よ
り
補
助
金
の
下
付
が
あ
り
、
更
に
御
下
賜
金
の
拝
受

再
三
に
及
び
、
こ
れ
ら
に
力
を
得
て
拡
張
に
つ
と
め
、
特
に
昭
和
三
年
(
一
九
二
八
〉

即
位
の
大
礼
に
当
た
っ
て
は
内
務
大
臣
よ
り
表
彰
状
お
よ
び
銀
牌
を
授
与
さ
れ
た
。
寛

第
二
章

社

祉

t. 
士民

福

善
が
そ
の
妻
よ
の
と
と
も
に
死
に
水
を

与
え
た
行
路
病
者
は
二
百
名
を
越
す
と

い
う
。
昭
和
九
年
(
一
九
三
四
〉
五
十

八
歳
に
し
て
寛
善
没
し
、
長
男
寛
亮
継

承
、
鋭
意
発
展
に
努
力
し
た
が
、
昭
和

十
九
年
(
一
九
四
四
)
応
召
(
二
十
年

戦
死
)
す
る
に
及
び
現
会
長
長
谷
川
寛

慶
継
承
し
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
創
立

者
の
妻
よ
の
は
昭
和
十
五
年
(
一
九
四

O
〉
社
会
事
業
に
尽
し
た
顕
著
な
功
績

に
よ
り
、
社
会
事
業
功
労
章
を
授
与
さ

れ
、
二
代
目
会
長
寛
亮
ま
た
昭
和
十
九

年
に
社
会
事
業
功
労
章
を
授
与
さ
れ

た
。
現
会
長
寛
慶
ま
た
山
梨
県
政
功
労

章
を
、
吏
に
厚
生
大
臣
表
彰
を
受
け
て

い
る
。敷
地
約
一
、
三
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

・
建
物
六
ノ
四
平
方
メ
ー
ト
ル

・
収
容
定
員
五

十
名
で
、
現
在
男
一
五
名
・
女
三
五
名
、
最
高
齢
者
は
女
九
二
歳

・
男
八
四
歳
で
あ

る
。
会
長
長
谷
川
寛
慶
以
下
職
員
十
一
名
で
あ
る
。

ち
な
み因
に
昭
和
四
十
五
年
を
期
し
て
、
鉄
筋
。
フ
ロ
ッ
ク
二
階
建
、
耐
震
耐
火
の
建
物
を
約

三
千
万
円
の
予
算
を
以
て
建
築
す
べ
く
準
備
を
進
め
つ
つ
あ
る
。
な
お
、
身
延
山
を
ひ

か
え
た
特
殊
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
収
容
者
も
全
国
的
で
遠
く
北
海
道

・
九
州
な
ど
よ

り
収
容
さ
れ
て
い
る
者
も
あ
り
、
山
梨
県
出
身
者
は
僅
か
に
五
分
の
一
に
過
、
ぎ
な
い
。

身延山功徳会老人ホーム

七
九
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業

民

生

事

一、

民
生
委
員
の
沿
革
と
そ
の
し
ご
と

民
生
委
員
は
、
民
生
委
員
法
第
一
条
に
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
、
保
護
指
導

の
こ
と
に
当
た
り
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
努
め
る
と
あ
り
、
第
二
条
に
、
常
に
人
格
の

向
上
と
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
上
に
必
要
な
知
識
お
よ
び
技
術
の
修
得
に
努
め
る
と
あ

る
よ
う
に
、
高
潔
な
る
指
導
精
神
が
要
求
さ
れ
る
。
民
生
委
員
制
度
の
前
身
で
あ
る
済

世
顧
問
制
度
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
、
昭
和
四
十
四
年
ま
で
五
十
二
年
間
、
実
に
半
世
紀

に
わ
た
り
、
民
生
委
員
は
社
会
福
祉
の
た
め
に
地
下
水
的
役
割
を
果
た
し
て
来
た
。

町
村
合
併
以
前
に
お
い
て
は
下
山
は
望
月
惟
臣
、
身
延
は
長
谷
川
寛
慶
、
豊
岡
は
千

頭
和
政
義
、
大
河
内
は
小
林
月
渓
等
が
中
心
に
な
っ
て
戦
後
混
乱
時
代
の
民
生
事
業
を

推
し
す
す
め
て
き
た
。

民
生
委
員
の
資
格
要
件
は
、
法
第
六
条
の
示
す
よ
う
に
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員

の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
人
格
識
見
高
く
、
広
く
社
会
の
実
情
に
通
じ
、
社
会

福
祉
の
増
進
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
法
の
児
童
委
員
と
し
て
も
適
当

で
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
員
の
任
期
は
三
年
で
、
そ
の
職
務
は

つ
ま
び
ら

1
、
常
に
調
査
を
行
な
い
、
生
活
状
態
を
審
か
に
し
て
お
く
0

2
、
保
護
を
要
す
る
者
を
適
切
に
保
護
指
導
す
る
。

3
、
社
会
福
祉
事
業
施
設
と
密
接
に
連
絡
し、

そ
の
機
能
を
助
け
る
こ
と
。

4
、
社
会
福
祉
事
業
法
に
定
め
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
、
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関

の
業
務
に
協
力
す
る
こ
と
。

前
項
の
外
、
必
要
に
応
じ
て
、
生
活
の
指
導
を
行
な
う
。

と
定
め
ら
れ
て
い
る。

民
生
委
員
は
、
ま
ず
市
町
村
の
民
生
委
員
推
薦
委
員
に
よ
り
適
任
者
が
選
ば
れ
る
。

七
九

知
事
は
こ
れ
を
民
生
委
員
審
査
会
に
諮
問
し
、
意
見
を
聞
い
て
厚
生
大
臣
に
推
薦
し、

大
臣
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
民
生
委
員
と
し
て
委
嘱
す
る
。
民
生
委
員
推
薦
委
員
会
は
市

町
村
長
が
左
記
の
者
の
う
ち
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
以
内
を
委

嘱
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
四
十
四
年
度
よ
り
昭
和
四

十
六
年
ま
で
の
民
生
委
員
は
、

次
の
各
委
員
に
よ
っ
て
選
出
さ

れ
た
。民

生
委
員
推
薦
委
員
会

推
薦
委
員
長
深
沢
徹

市
町
村
の
議
会
の
議
員
ハ
堀

一勇

・
深
沢
徹
)

民
生
委
員
ハ
千
頭
和
政
義

・
石

川
重
利
)

社
会
福
祉
事
業
等
の
実
施
に

関
係
の
あ
る
者
(
長
谷
川
寛
慶

・

秋
山
智
孝
)

市
町
村
の
区
域
を
単
位
と
す

る
社
会
福
祉
関
係
団
体
の
代
表

者
ハ
大
野
熊
夫

・
佐
野
数
恵
)

教
育
の
関
係
の
あ
る
者
ハ
望

月
正
一

・
望
月
栄
)

関
係
行
政
機
関
の
職
員
(小

笠
原
敏
光

・
石
川
金
雄
U

学
識
経
験
の
あ
る
者

省
三

・
市
川
喜
美
子
)

1T 

Z
Z

ロ
A-
ロ

〈昭和 43年〉

医 療 扶 助
生活扶助 メ口L 計

学校給食分 入 院 通 院

109人 291人

2，998，827円 …CXXJPlI 9一一! 16，176，528円

く疾病内訳精神障害者14人、結核6人

況

43人〉-十
lz=ロ

概

一般23人

護保活生表2



民
生
委
員
は
運
営
上
民
生
委
員
協
議

会
を
組
織
し
て
い
る
が
、
役
員
は
総
務

一
、
副
総
務
四
と
な
っ
て
い
て
関
係
機

関
と
提
携
し
、
担
当
区
域
を
定
め
、
任

務
遂
行
の
た
め
の
連
絡

・
資
料
収
集

・

研
修
等
を
行
な
っ
て
い
る
。

民
生
委
員
は
、
個
人
の
人
格
を
尊
重

し
、
身
上
に
関
す
る
秘
密
を
守
り
、
人

種

・
信
条

・
性
別

・
社
会
的
身
分
ま
た

は
門
地
に
よ
っ
て
、
差
別
的
ま
た
は
優

先
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の

処
置
は
実
情
に
即
し
て
合
理
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
地
位
を
政

党
ま
た
は
政
治
的
目
的
に
利
用
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
が
、
第
十
五

・
六
条
に

示
さ
れ
て
い
る
が
本
町
民
生
委
員
は
法

令
の
腿
円
に
沿
い
忠
実
に
真
剣
に
業
務

を
遂
行
し
て
い
る
。民
生
委
口

そ
の
分
担
区
域
と

本
町
の
民
生
委
員
は
三
五
名
で
、

内
訳
は
下
山
八
名
・
身
延
一
八
名

・
豊

岡
八
名

・
大
河
内
九
名
と
な
っ
て
い

る
。
合
併
後
法
改
正
で
若
干
人
員
を
減

ら
さ
れ
た
の
で
旧
町
村
時
代
一
人
一
部

落
と
い
う
よ
う
な
地
区
も
か
け
持
ち
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
地
区

第
二
章

社

ム耳

福

祉

簿

昭和31.12. 1 昭和34.12.1 昭和37.12.1 昭和40.12.1 昭和43.12.1
担当地区.........34.11.末 .........37.11.末 .........40.11.末 .........43.11.末 .........46.11.末

深沢亀吉上田本昌上岡本昌上田本昌上田本昌 上 沢
2 松木四郎深沢仁一遠藤みち子遠藤みち子望月 ，万zとて" 大 庭
3 佐野国太郎佐野タキ子佐野タキ子佐野タキ子遠藤よしえ 仲 町
4 遠藤てるよ 遠藤てるよ遠藤てるよ秋山智孝近藤 保 本町 ・竹下
5 石川重利石川重利石川重利石川重利石川重利 荒町 ・杉山
6 山本岳乗山本岳乗井上あき子井上あき子望月富恵 新町 ・山額
7 竹下幸内石川 剛石川 剛石 川 岡リ石川 剛大工町
8 川口源治渡辺貞夫松永 実望月武雄望月諦三 莱倉 ・原小島
9 内藤泰作藤田弥生大久保虫繁藤田弥生藤田弥生 波木井一区 ・二区
10 藤田政一藤田政一藤田政一藤田政一藤田政一 波木井三区
11 若林芳子若林芳子望月嘉幸望月富貴子望月富貴子 塩 沢
12 田中定光田中定光田中定光田中定光田中喜内 清住町
13 岡本平吉望月伊織雨宮 勉深沢為吉深沢為吉 上町 ・仲町
14 佐野仙三佐野仙三青鹿たわ日吉松子日吉松子 橘町 ・元町
15 佐野数恵佐野数恵佐野数恵佐野数恵芦沢はなよ 梅平一区
16 鴨狩 広藤田文内佐々木勇夫依田光弥依田光弥 梅平二区
17 雨宮愛紀沢村清一沢村清一沢村清一青沼富男 大 野
18 望月尭海望月尭海長谷川寛慶長谷川寛慶町田是正 東西支院
19 千頭和郷治千頭和政義千頭和政義千頭和政義遠藤敏雄 相叉上
20 市川やえ市川やえ千頭和利作千頭和別作千頭和利作 相叉下
21 望月政吉望月政吉望月政吉

佐望鴨佐渡若島 野尾狩崎野辺月 政三富宗保枝吉巌栄作義治二F

望月信一 大城
22 大沢幸房佐野 亮遠藤俊正 佐野 巌 清子
23 種部かつI鴨狩富治鴨狩富治 鴨狩らくゑ 小田舟原
24 島崎 栄島崎 栄島崎 栄 佐野宗作 光子沢
25 木内昌博渡辺保義渡辺保義 遠藤ふみえ 横根
26 鴨狩さ よ鴨狩さ よ鴨狩さ よ堀内きぬ小林正雄 門 野
27 鮎川太郎鮎川太郎鮎川太郎鮎川太郎鮎川太郎 上下八木沢
28 望月浪江沼沢真梁沼沢真梁沼沢真梁海野嘉幸 帯 金
29 深沢秀子坂口起一坂口起一坂口起一坂口起一 塩之沢 ・大岱 ・持草里
30 小林月渓小 林月渓小林月渓小林月渓小林月渓 和田樋之上
31 市川 清片田とよの片田とよの片田とよの遠藤晴信 上大島
32 高野忠子高野忠子高野忠子高野忠子市 川 治義 角打ー
33 鈴木武重今村鈴江今村鈴江中村英文中村英文 角打二
34 片田銀五郎鈴木正巳鈴木正巳

鈴市佐 木川野I正長延 巳治子古鈴』 川木川 正 己 丸滝 ・大崩35 佐野義広近 貫法佐野義広 延子下大島

名員委生民

七
九
三



第
八
編

厚

生

に
よ
っ
て
は
保
護
対
象
者
の
増
減
に
よ
り
任
期
ご
と
に
担
当
区
域
の
変
動
が
あ

っ
た
り

し
て
い
る
。

合
併
前
の
歴
代
民
生
委
員
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
あ
る
が
、
合
併
後
の
民
生
委
員

は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

身
延
町
心
配
ご
と
相
談
所

身
延
町
心
配
ご
と
相
談
所
は
、
規
約
第
一
条
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
と
し
て

低
所
得
者
に
対
し
そ
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
心
配
ご
と
の
相
談
に
応
じ
、
社
会
資
源
を
効

果
的
に
活
用
し
て
適
切
な
助
言
指
導
を
行
な
い
、
そ
の
福
祉
を
図
る
た
め
、
開
和
三
十

八
年
九
月
十
四
日
身
延
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
運
営
に
よ
り
身
延
町
役
場
内
に
設
置
さ

れ
た
。規
則
に
よ
れ
ば
、
業
務
と
し
て
定
例
相
談
ハ
毎
週
金
曜
日
の
午
後
一
時
か
ら
四
時
ま
で
)

巡
回
相
談
、

ハ
毎
月
一
回
町
内
公
共
施
設
社
寺
等
で
実
施
)
を
行
な
う
。
相
談
所
に
は
相
談

員
一

O
名
ハ
任
期
一
年
)
協
力
員
若
干
名
(
関
係
公
務
員
中
か
ら
会
長
委
嘱
)
が
あ
り
、
無

料
で
相
談
に
応
じ
関
係
機
関
に
連
絡
紹
介
し
、
問
題
の
適
確
な
解
決
に
努
め
、
正
当
な

理
由
な
く
し
て
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
。

ま
た
、
心
配
ご
と
相
談
所
運
常
要
領
が
定
め
ら
れ
、
設
置
場
所
と
し
て
利
用
者
が
気

軽
に
利
用
で
き
る
施
設
で
あ
る
こ
と
、
相
談
に
使
用
す
る
部
屋
は
、
利
用
者
の
心
身
に

及
ぼ
す
影
響
を
考
え
て
選
定
す
る
こ
と
、
内
容
を
気
が
ね
な
く
述
べ
ら
れ
る
よ
う
設
備

調
度
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
外
部
か
ら
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
他
人
に
聴
取
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
相
談
に
当
た
り
懇
切
丁
寧
に
応
じ
、
円
満
解
決
が
得
ら

れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
事
業
成
績
占
一日
の
提
出
方
法
、
そ
の
他
備
え

付
け
帳
簿
に
い
た
る
ま
で
細
か
く
定
め
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
内
容
を
も

っ
て
相
談
所
は
開
設
さ
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
多
く
の
心
配

ご
と
の
相
談
に
応
じ
問
題
解
決
に
努
め
、
明
る
い
町
づ
く
り
の
た
め
多
大
の
成
果
を
収

め
て
い
る
。

昭
和
四
十
三
年
度
事
業
実
績
な
ら
び
に
四
十
四
年
度
予
算
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
九
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昭和43年度心配ご、と相談所事業実績

キ目 告R9たe 員 13名(民生委員 9名、他 4名〉

職 員 l名(専任 名、兼任 l名)

開 イ世 日 数 51日 (定例相談 51日、巡回相談 日〉

出 席相談員延人員 81人(定例相談 81人、巡回相談 人〉

¥ 
213 借入( 
4 8 

10111 衛生結神12会Z( 成IE 1 

仏|障|間|題司合人売む身寅を

16 17 18 19 20 

生生仕 住 高占 教青 更法 苦 山老チ;xマ. そ

活活事 宅 婚 育少 生律 '情
稼
人
通 よ口』

苦 の 年 の 事の
の

相 キ自

中談日題山間相談常性格異

保相 相l間問
故

¥ 相壬~ 題問
、、 談 さ同き尺k 護談 呈~κ 題題 他

¥ 

¥ 
言十

一一
取 扱 実 件 数 L r、 8 4 3 2 5 12 

l民 扱 延 件 数 2 8 4 3 4 6 14 43 

l 実件数) 処理状況

相解決談し所た内もでの 5 2 6 6 23 

他紹介のし機た関もをの
‘一一一

3 

解継決続し指た導もでの 2 

継続も 指導中
一一 一

のの 3 3 



向44.5月~至 45.3月相談月割表

害l職名l相談員氏名15月 16月 1 7月 18月 1 9月トo月 111月ト2月 1 1月 12月 1 3月 1 4月

身延町心~2どと相談所

第
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章 一_1~1_1_1_1_1___Z1_1_1_1_1_1~1一lーlーl一一土岡蓋星|池上愛子一一一一

一一一~I-I-I-I-I~I-I-I-I-I-日一一一一一~I [J'f] 1望月 富劇~Iー社

一-L~I-I_I_I_I~I_I_I_I_I 一一一一一一20 三し旦一|松木四郎日QI
会

主し旦一|藤田 政一I-I-IゴI-I_I-I-回I_I_I_I_日 I_I_I_I_I_直一一一一一
福

三L旦ート宮 市松I-I-凶-I_I-I-I-I-I~I-I-I-I-I~I-I-I-しI-I一三一一一
ιL 

A
d
nB
 

乏し匡一|日吉松子I-I-I到-I_I-I-I-Iーい~I-I-I-I-I~I-I-I-I-I一目一一一

;;11::1::1こじn二|土|二|士山二|二|二1=1:::士|二仁|二17二二
一一一一一_1~1_1_1_1_121_ 1_11 ~I [J'f]一|市川喜美子一一

一一」ヨ_I_I-I-日一一一一一一一18 .!21 ~ 1佐野里見一

~I [J'f] I千…-I-I-I-I~I-I-I-I-I-I-I~I-I-I-I-I~I-I-I-一一一一
121同|坂口 起一 30 31 

心配ごと相談日は(上記〉毎週金曜日午後 1時-----4時まで131常任|鮎川太郎

141所長|長谷川寛慶

四

身
延
町
福
祉

(
た
す
け
あ
い
)
金
庫

こ
の
金
庫
は
身
延
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
運
営
す
る
も
の
で
、
基
金
十
万
円
を
以
っ

て
昭
和
三
十
四
年
町
内
の
生
活
困
窮
世
帯
に
対
し
世
帯
更
正
運
動
の

一
助
と
し
て
無
利

子
で
資
金
の
貸
付
け
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
経
済
的
自
立
更
正
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。

規
約
に
よ
れ
ば
貸
付
け
対
象
は
一
口
一
万
円
、
町
内
に
六
カ
月
以
上
居
住
し
引
統
き

居
住
の
意
志
の
あ
る
者
、
償
還
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
現
に
生
計
維
持

困
難
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

資
金
貸
付
の
種
類
は
事
業
を
継
続
す
る
た
め
の
資
金
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必

要
な
資
金
、
住
宅
の
補
修
に
必
要
な
資
金
、
医
療
に
必
要
な
資
金
、
扶
養
す
る
児
童
の

修
学
ま
た
は
就
職
に
必
要
な
資
金
の
五
種
類
で
保
証
人
二
人

〈
民
生
委
員
一
人
)
を
必

要
と
す
る
。
償
還
は
月
賦
、

一
時
払
い
と
し
貸
付
期
間
は
六
カ
月
、
金
庫
の
財
源
と
し

て
社
協
一
般
会
計
よ
り
毎
年
一
万
円
、
三
十
四
年
度
に
限
り
二
万
円
を
支
出
す
る
こ
と

に
定
め
ら
れ
た
。

ま
た
付
則
と
し
て
生
活
保
護
費
等
公
金
支
給
に
よ
り
財
源
の
確
定
し
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
保
証
人
を
要
し
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
要
領
で
た
す
け
あ
い
金
庫
は
運
営
さ
れ
世
帯
更
生
の
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い

る。
昭
和
四
十
三
年
度
の
貸
付
け
は
九
件
で
、
十
二
万
五
千
円
が
生
活
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
な
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
た
。
昭
和
四
十
三
年
度
へ
の
繰
越
し
金
は
九
万

七
千
七
百
円
で
、
七
万
五
千
二
百
円
が
償
還
さ
れ
た。

五

世
帯
更
生
資
金
貸
付
制
度

こ
の
制
度
は
昭
和
三
十
六
年
四
月
六
日
制
定
さ
れ
、
低
所
得
世
帯
に
対
し
、
資
金
の

貸
付
け
と
必
要
な
援
助
指
導
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
経
済
的
自
立
と
生
活
意
欲

七
九
五



第
八
編

厚

生

の
助
長
促
進
を
図
り、

安
定
し
た
生
活
を
営
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

貸
付
対
象
は
、

ω低
所
得
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

ω他
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ω自
立
更
生
の
見
込
み
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。
以
上
三
条

件
の
全
部
を
み
た
す
者
と
さ
れ
て
い
る
。

ωに
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
生
活
保
護
法
の

適
用
を
う
け
て
い
る
者
は
除
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
世
帯
の
自
立
更
生
上
必
要
と

認
め
ら
れ
る
時
は
更
生
資
金
、
住
宅
資
金
、
修
学
資
金
、
災
害
援
護
資
金
に
つ
い
て
は

貸
付
け
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
身
体
障
害
者
更
生
資
金
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
で
な

く
て
も
よ
く
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
り
身
体
障
害
者
の
手
帳
を
交
付
さ
れ
た
身
体

障
害
者
の
世
帯
一
般
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

ωに
つ
い
て
は
母
子
福
祉
資
金
、
国
民

金
融
公
庫
の
更
生
資
金
な
ど
他
の
類
似
の
公
的
な
資
金
を
借
り
て
い
る
者
、
ま
た
は
借

り
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
除
外
さ
れ
る
。

ωに
つ
い
て
は
被
保
護
階
層
へ
の
転
落
防
止

や
自
立
更
生
の
た
め
単
に
低
利
資
金
の
貸
付
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
生
委
員

や
行
政
機
関
の
指
導
が
望
ま
れ
て
い
る
。
実
施
主
体
は
社
会
福
祉
協
議
会
で
あ
っ
て
、

貸
付
資
金
の
種
類
は
次
の
七
種
類
が
あ
る
。

ー、

更
生
資
金

ァ
、
生
業
費
、
自
立
更
生
の
た
め
の
事
業
拡
張
や
新
規
事
業
を
行
な
っ
た
り
す
る
た
め
の
必
要

経
究

イ
、
支
度
費
、
就
職
に
必
要
な
支
度
金

ゥ
、
技
能
習
得
、
生
業
を
営
な
み
、
ま
た
は
就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
を
習
得
す

る
た
め
の
必
要
経
費

2
、
身
体
障
害
者
更
生
資
金

ァ
、
身
体
障
害
者
更
生
資
金

イ
、
身
体
障
害
者
支
度
政

ゥ
、
身
体
障
害
者
技
能
習
得
費

3
、
生
活
資
金

ァ
、
生
活
費
1
2
の
技
能
習
得
品
目
貸
付
け
を
う
け
て
い
る
期
間
中
、
ま
た
は
療
養
資
金
の
貸
付

け
を
う
け
て
い
る
期
間
中
の
生
活
費

七
九
六

ィ
、
出
産
費

ゥ
、
葬
祭
費

4
、
住
宅
資
金

ァ
、
改
修
費
、
住
宅
増
改
築
補
修
の
た
め
の
必
要
経
費

イ、

転
宅
費
、
住
居
移
転
の
た
め
の
住
宅
賃
借
の
必
要
経
費

5
、
修
学
資
金

ァ
、
修
学
賞
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

・
盲
学
校

・
ろ
う
学
校
ま
た
は
養
護
学
校
の
高

等
部
就
学
の
た
め
の
必
要
経
費

イ
、
就
学
支
度
金
、
右
入
学
の
た
め
の
必
要
経
費

6
、
療
養
資
金

一
年
以
内
の
負
傷
ま
た
は
、
疾
病
の
療
養
に
必
要
な
経
費

7
、
災
害
援
護
資
金

災
害
に
よ
る
困
窮
か
ら
自
立
す
る
た
め
の
必
要
経
費

貸
付
の
条
件
は
別
表
の
と
お
り
種
別
に
よ
り
貸
付
限
度
額
、
据
置
期
間
、
償
還
期
限
を

異
に
し
て
い
る
。

貸
付
利
子
は
年
三
分
で
、
修
学
資
金
は
無
利
子
。
た
だ
し
拘
置
期
間
中
、
ま
た
は
申

請
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
償
還
猶
予
中
は
無
利
子
で
あ
る
。

本
町
に
お
け
る
昭
和
四
十
三
年
度
利
用
状
況
は
、
貸
付
総
額
二
百
三
五
万
円
、
利
用

件
数
一

九
件
で
、
内
訳
は
世
帯
更
生
資
金
二
、
生
業
資
金
八
、
改
築
資
金
三
、
住
宅
資

金
三
、
療
養
資
金
三
、
で
あ
る
。

ー..L.
ノ¥、

国
民
年
金
制
度

官
公
庁
や
会
社
に
勤
務
す
る
人
た
ち
に
は
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
な
ど
の
年
金
制

度
が
あ
っ
て
老
後
の
生
活
保
障
と
い
う
点
か
ら
魅

力

あ
る
制
度
で
あ
る
が
、
農
林
漁

業
、
向
由
業
、
白
営
業
の
人
た
ち
に
は
年
金
制
度
が
な
く
、
こ
う
い
う
人
た
ち
の
老
後



の
生
活
保
障
の
た
め
に
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
国
民
年
金
制
度
が
実
施
さ
れ
た
。

国
民
年
金
制
度
は
保
険
方
式
の
拠
出
年
金
を
基
本
と
し
、
公
の
扶
助
年
金
が
補
足
し

て
い
る
。
拠
出
年
金
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
一
定
範
囲
の
人
が
被
保
険
者
と
な
り
、
定

額
の
保
険
料
を
納
入
し
、
老
齢

・
障
害

・
死
亡
に
対
し
て
の
年
金
の
給
付
を
う
け
る
。

福
祉
年
金
は
被
保
険
者
に
な
れ
な
い
人
の
た
め
保
険
料
の
納
入
な
し
に
老
齢

・
障
害

・

母
子

・
準
母
子
に
対
し
て
年
金
が
給
付
さ
れ
る
。

被
保
険
者
に
は
強
制
加
入
と
任
意
加
入
の
二
通
り
が
あ
る
。

(
一
)
強

制

被

保

険

者

日
本
国
内
に
住
む
二

O
歳
J
六

O
歳
ま
で
の
日
本
国
民
は
、
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の

年
金
制
度
の
加
入
者
、
そ
の
制
度
か
ら
年
金
を
う
け
て
い
る
人
ま
た
は
配
偶
者
、
昼
間

部
の
大
学
高
校
生
を
除
く
す
べ
て
が
被
保
険
者
と
な
り
、
町
役
場
に
資
格
取
得
の
届
け

出
を
す
る
。(

二
)
任
意
加
入
被
保
険
者

強
制
被
保
険
者
に
な
れ
な
い
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
年
金
制
度
加
入
者
は
、
国
民
年

金
と
同
等
以
上
の
年
金
を
給
付
さ
れ
る
の
で
国
民
年
金
加
入
の
必
要
は
な
い
が
、
配
偶

者
や
そ
の
制
度
か
ら
年
金
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
で
保
障
が
木
十
分
で
あ
っ
た
り
、
保

障
の
な
い
部
分
に
対
し
不
足
分
を
希
望
し
て
年
金
で
補
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
役
場
に

加
入
の
申
出
を
す
れ
ば
よ
い
。

(
三
)
保

被
保
険
者
は
被
保
険
者
で
あ
る
聞
は
二

O
歳
J
三
四
歳
ま
で
月
二
五

O
円、

三
五
歳

か
ら
五
九
歳
ま
で
月
三

O
O円
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
生
活
扶
助
を
受
け

て
い
る
者
や
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
者
は
申
請
に
よ
り
免
除

さ
れ
る
。

険

料

(
四
)
国
庫

負

担

金

第
二
章

祉

社

メ』
ヱコZ

干高

拠
出
年
金
事
業
の
事
務
費
お
よ
び
福
祉
年
金
事
業
の
給
付
に
必
要
な
費
用
、
お
よ
び

そ
れ
に
必
要
な
事
務
費
は
す
べ
て
国
庫
負
担
と
な
る
。
国
は
加
入
者
の
納
め
る
保
険
料

の
半
額
を
負
担
し、

納
入
義
務
免
除
者
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
半
額
を
国
庫
で
負
担

し
、
そ
の
代
り
給
付
が
減
額
さ
れ
る
。

(五
)
拠
出
年
金
の
給
付

ァ
、
老
齢
年
金
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
ま
た
は
保
険
料
納
付
義
務
を
免
除
さ
れ
た
期
間
を
合

算
し
て
二
十
五
年
以
上
の
も
の
六
十
五
歳
よ
り
開
始
(
希
望
し
た
と
き
は
六
十
歳
よ
り
〉

イ
、
通
算
老
齢
年
金
、
他
の
公
的
年
金
制
度
に
加
入
し
た
期
間
と
合
算
し
て
二
十
五
年
以
上
の

も
の
。
六
十
五
歳
よ
り
開
始
(
希
望
し
た
と
き
は
六
十
歳
よ
り
〉

ゥ
、
障
害
年
金
、
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
が
一
年
以
上
あ
る
障
害
者

ェ、

母
子
年
金
、
夫
が
死
亡
し
た
た
め
母
子
世
帯
と
な
っ
た
未
亡
人
(
一
年
以
上
保
険
料
納
付

の
者
)

ォ
、
準
母
子
年
金
、
夫
・
息
子

・
父
・
祖
父
が
死
亡
し
た
た
め
準
母
子
世
帯
と
な
っ
た
祖
父
や

古
川
川

ヵ
、
遺
児
年
金
、
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
が
一
年
以
上
あ
る
両
親
と
死
別
し
た
子

キ
、
寡
婦
年
金
、
老
齢
年
金
を
受
け
る
要
件
を
満
た
し
夫
と
死
別
し
た
妻
(
十
年
以
上
連
れ
添

っ
た
者
に
限
る
。
)

ク
、
死
亡
一
時
金
、
保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
が
三
年
以
上
あ
る
被
保
険
者
の
遺
族
(
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
者
に
限
る
〉

(
六
)
福

年

ネ止

金

拠
出
年
金
の
被
保
険
者
に
な
れ
な
い
人
の
た
め
の
給
付
で
あ
る
。

ァ、

老
齢
福
祉
年
金
、
七
十
歳
以
上
の
者

イ、

障
害
福
祉
年
金
、

一
級
障
害
者

ゥ
、
母
子
福
祉
年
金
、
死
別
母
子
世
帯
の
母

ェ、

準
母
子
福
祉
年
金
、
準
母
子
世
帯
の
祖
母

・
子
・
母
子
福
祉
年
金
と
同
様
母
と
姉
、

以
上
が
国
民
年
金
制
度
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
本
町
に
お
け
る
実
施
状
況
は
別
表

の
と
お
り
で
あ
る
。

七
九
七



表 4 身延町国民年金事業概況

国民年金加入状況 保険料納入状況 保除状険料況免
検認額

強 制任加者意入被保険 合計 者免法定除免者申請除
母子年金遺子年金室亡一時 金若者金

加入者 者合計象月数扱月数 調金 額 装|金額 割金 額

昭3和6 2，3人43 4人27 2，7人70 22，68円0 
% 
2，911，55円0 71.4 

37 2，662 464 3，126 33，321 23，158 69.8 3，014，810 581 30 

38 2，792 31，195 26，135 84.4 3，460，750 721 90 2 57，600 2 57，6∞ 

39 2，354 377 2，731 30，310 28，292 93.3 3，769，070 641 101 41115，2∞ 4120，α:::0 8 135，2∞ 

一一

40 2，478 390 2，868 30，760 28，405 92.3 3，802，700 631 13'0 71 187，2∞ 3128，8∞ 613'0，α刃16 246，α:::0 

一 一一一

41 2，519 416 2，935 30，433 28，914 95.0 4，633，850 132 198 91 549，6∞ 5199，6∞ 10164，α)() 24 713，2∞ 

42 2，610 453 3，'063 32，506 31，261 96.2 6，758，α)() 136 127 141 859，2∞ 5199，6∞ 6142，∞o 251 1，α)()，8∞ 

一

43 2，468 5'01 2，969 31，571 3'0，870 98.1 7，557，1∞ 134 144 1911，149，6∞ 2134，8∞ 14196，α:::0 3511，28'0，4∞ 

(注 ・障害年金は受給者がないので略す〉

表5 身延町福祉年金受給状況

年 老 齢 福 祉 年 金 母子及び準母
障害福祉年金 各種年金合計

全部支給 一部支給 全部支給停止者
子福祉年金

JJIj 額 額 額 額 額 額

昭和

38 
398 5，253，6∞ 104 1，040，647 59 6'0 1，296，000 46 854，195 667 8，444，342 

一

39 
388 5，121，6αコ129 1，2'01，467 32 61 1，317，6∞ 41 718，595 651 8，359，262 

40 
389 6，068，4αコ146 1，657，959 48 68 1，567，191 34 667，130 685 9，96'0，680 

41 
412 7，416，α:::0 175 2，219，868 59 69 1，723，191 24 481，552 739 11，840，611 

42 
416 7，987，2∞ 194 2，685，126 57 711 2，015，86'0 19 391，633 757 13，079，809 

43 
43'0 8，772，α:::0 2'02 2，995，096 55 821 2， 565， 460 16 388，8∞ 785 14，721，356 
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七

児
童
福
祉
の
概
要

円
本
間
民
に
憲
法
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
こ
ど
も
に
は
児
童
憲
章
が
あ
る
。
日
本

の
児
童
は
こ
の
憲
章
の
精
神
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
児
童
憲
章
は

昭
和
二
十
六
年
五
月
五
日
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
前
文
に
は
、

わ
れ
ら
は
、
日
本
悶
憲
法
の
精
神
に
し
た
が
い
、
児
童
に
対
す
る
正
し
い
観
念
を
確
立
し
、

す
べ
て
の
児
童
の
幸
福
を
は
か
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
る
。

「児
童
は
、
人
と
し
て
尊
ば
れ
る
。

児
童
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。

児
童
は
、
よ
い
環
境
の
な
か
で
育
て
ら
れ
る
。

」

と
あ
る
が
ま
だ
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

種
々
の
事
情
か
ら
福
祉
に
欠
け
る
児
童
に
対
し
て
は
、
法
的
援
助
の
道
が
ひ
ら
か
れ

て
い
る
。
こ
ど
も
に
関
す
る
相
談
を
う
け
る
機
関
と
し
て
は
、
児
童
相
談
所
が
あ
り
、

児

童

福

祉

施

設

入

所

状

況

ハ
昭
和
四
十
四
年
)

心身障害児数調

障害児別 障 害児童数

肢 体障害児 7 

祝覚障害児 2 

聴覚障害 児
。

精 薄 ノ!日じ 4 

言語|障害児

総 言十 14 

種 別 |収容施設名|収容人員

肢体不 |県一吋
2 

自 由 児 児国施立重設症(心清楽身荘障〉害

精蒋施設|育精学園 | 5 

明星学園 | 4 

養 護 葛葉学園 |

塩山愛育園| 。
立正光正園|施 設

。
国立秩父学園 | 。
天 使 園 | 。

育児施設 |青い烏学園 |

更生施設 |私立富士学園 | 。
教護施設 |甲陽学園| 。
計 14 

表6

第
二
章

社

祉

A = 
福

福
祉
事
務
所
や
保
健
所
も
相
談
に
応
じ
て
い
る
。
相
談
は
、
こ
ど
も
の
保
護
者
や
親

戚
、
児
童
委
員
、
学
校
等
の
連
絡
に
よ
る
が
、
相
談
事
項
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
処

置
が
と
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
児
童
福
祉
司
や
精
神
薄
弱
者
福
祉
司
、
社
会
福
祉
主
事
や

児
童
委
員
に
よ
る
指
導
が
と
ら
れ
た
り
、
助
産
施
設
、
母
子
察
、
乳
児

院
、
養
護
施

設
、
精
神
薄
弱
児
施
設
、
同
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施

設
、
教
護
院
等
へ
の
入
所
措
置
が
と
ら
れ
、
時
に
家
庭
裁
判
所
へ
送
ら
れ
る
場
合
も
あ

る。
木
町
に
お
け
る
施
設
入
所
児
童
の
状
況
は
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

ノ

保
育
所
の
沿
革
と
現
況

児
童
福
祉
法
第
一
条
に
す
べ
て
国
民
は
、
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生
ま
れ
か

っ
育
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
あ
る
が
、
保
育
所
は
こ
の
原
理
に
基
づ

き
保
育
に
欠
け
る
乳
幼
児
ハ
一
歳
未
満
よ
り
就
学
前
)
を
保
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

第
二
種
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
。
保
育
に
欠
け
る
と
は
、
父
母
や
家
族
が
子
供
の
面
倒

を
見
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
法
律
上
保
育
に
欠
け
る
か
ど
う
か
は
児
童
福
祉
法
に

よ
る
保
育
所
へ
の
措
置
基
準
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
を
保
育
所
へ
入

所
さ
せ
る
か
有
か
は
市
町
村
長
(
借
問
権
者
〉
の
権
限
で
あ
り
、
左
に
掲
げ
る
措
置
基

準
に
照
ら
し
て
決
定
さ
れ
る
。

ー、

母
親
が
日
中
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ
と
を
常
態
と
す
る
。

2
、
母
親
が
日
中
居
宅
内
で
児
童
と
は
な
れ
て
日
常
の
家
事
以
外
の
労
働
を
常
態
と
す

る。

3
、
母
親
の
い
な
い
家
庭
(
死
亡
、
行
方
不
明
、
拘
禁
等
〉

4
、
母
親
の
出
産
等
、
出
産
前
後
、
又
は
疾
病
の
状
態
ま
た
は
心
身
障
害
が
あ
る
0

5
、
疾
病
の
君
護
(
母
親
や
病
人
の
看
護
に
あ
た
る
)

6
、
家
庭
の
災
害
、
火
災
、
風
水
害
、
地
震
等
の
災
害
に
よ
り
居
宅
が
破
損
し
た
時。

7
、
特
例
、
前
各
号
以
外
で
保
育
に
欠
け
る
と
市
町
村
長
が
認
め
、
知
事
が
承
認
し
た

時。

七
九
九
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以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
入
所
申
請
の
あ
っ
た
子
ど
も
に
つ
い
て
-
調
査
し
、
児

童
委
員
の
意
見
を
き
き
町
長
が
入
所
を
決
定
す
る
。

保
育
所
は
託
児
所
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
、
児
童
福
祉
法
の
成
立
に
よ
り
い
よ

い
よ
そ
の
使
命
が
重
く
な
っ
て
来
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
女
性
の
職
場
進
出
に
よ

り
共
稼
ぎ
の
家
庭
が
増
大
し
、
母
親
に
代
っ
て
乳
幼
児
を
保
護
育
成
す
る
保
育
所
は
な

く
て
は
な
ら
な
い
施
設
で
あ
る
。

下
山
で
は
昭
和
十
年
(
一
九
三
五
)
頃
婦
人
会
長
望
月
寿
和
乃
が
中
心
と
な
り
婦
人

会
員
の
有
志
に
よ
り
、
田
植
期
に
小
学
校
農
休
み
の
校
舎
を
併
用
し
、
季
節
託
児
所
が

開
設
さ
れ
地
区
の
幼
児
を
集
め
て
保
育
に
当
っ
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
毎
年
託

児
所
が
開
か
れ
て
来
た
が
戦
後
は
取
り
止
め
と
な
っ
た
。
い
ち
早
く
保
育
の
需
品
要
な
る

事
に
着
目
し
て
集
団
保
育
の
道
を
開
い
た
先
覚
者
の
功
績
は
大
で
あ
る
。
町
内
他
地
区

に
お
い
て
は
季
節
託
児
所
の
開
設
さ
れ
た
こ
と
を
聞
か
な
い
。

昭
和
二
十
三
年
に
は
前
記
託
児
所
を
継
承
し
て
下
山
立
正
保
育
園
が
開
設
さ
れ
た
。

ひ
っ

食
料
事
情
が
逼
迫
し
て
お
や
つ
は
そ
ら
豆
四
、
五
粒
と
い
う
苦
難
時
代
で
あ
っ
た
が
、
二

十
五
年
に
は
副
食
給
食
が
実
施
さ
れ
、
漸
く
前
途
に
光
明
を
見
出
し
た
。
昭
和
二
十
六

年
に
は
大
野
山
保
育
園
が
開
設
さ
れ
、
大
島
保
育
闘
が
昭
和
三
十
一
年
開
設
さ
れ
た
。

本
県
で
は
一
般
に
民
間
保
育
所
に
対
し
て
は
、
概
し
て
措
置
権
者
で
あ
る
市
町
村
長

の
公
的
助
成
は
少
な
い
が
、
本
町
に
お
い
て
は
建
設
補
助
、
運
常
初
日
等
他
町
村
に
見
ら

れ
な
い
多
額
の
助
成
を
行
な
っ
て
保
育
の
充
実
に
努
め
て
い
る
。

(
一
)
社
会
福
祉
法
人
下
山
立
正
保
育
園

設

立

年

月

日

認

可

年

月

日

昭
和
二
十
三一
年
九
月
十
二
日

昭
和
二
十
三
年
十
月
十
六
日
(
山
梨
県
指
令
第
三

一
三
号〉

昭
和
四
十
一
年
十
一
月
三
十
日
、
社
会
福
祉
法
人
と
な
る
。

幼
児
一

O
O名
、
乳
児
一

O
名

秋

山

智

孝

望

月

惟

臣

松

木

幹

之

市

松

木

四

郎

理理収

容

定事

事長員

土

橋

隆

四

郎

佐

野

繁

監

事

八

O
O

下山立正保育園旧園舎(昭和28年設立〉

下山立正保育園新園舎(昭和43年建設〉

秋

山

智

孝

園

長

一

名

保

母

六

名

炊

事

婦

一

名

園

医

二
名

望
月
惟
臣
、
土
橋
隆
四
郎
、
佐
藤
理
、
熊
王
軍
治
、
渡
辺
七
六
、

石
川
頼
行
、
松
木
正
巳
、
佐
野
繁
、
加
藤
彦
四
郎
、
井
上
年
一
(
現
〉

(
沿
革
〉
終
戦
後
極
度
に
食
糧
事
情
の
逼
迫
し
た
中
で
、
人
々
は
専
ら
食
糧
増
産
に

心
身
を
つ
い
や
し
子
供
達
を
顧
み
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
都
会
の
悪
風
が
農
村
に
波
及

し
、
青
少
年
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
。
こ
の
時
、
百
年
の
大
計
は
心
身
と
も
に

す
こ
や
か
な
る
児
童
を
育
成
す
る
に
あ
り
と
し
、
同
志
相
は
か
り
、
本
国
寺
旧
本
堂
を

園
舎
と
し
定
員
八

O
名
の
下
山
立
正
保
育
園
を
創
立
し
た
o
a
昭
和
二
十
八
年
下
山
小
学

校
旧
校
舎
を
譲
与
さ
れ
移
築
し
、
定
員
百
名
に
増
加
し
た
。
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
経

営
主
体
の
充
実
を
図
り
福
祉
法
人
に
し
た
。
昭
和
四
十
三
年
日
本
白
転
車
振
興
会
の
助

成
金
五
三
八
万
円
を
得
、
身
延
町
補
助
金
二
百
万
円
、
地
域
浄
財
そ
の
他
を
合
わ
せ

て
、
一
、
二

O
O万
円
を
も
っ
て
園
舎
三
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル
を
新
築
し
面
白
を
一
新

し
た
。
昭
和
四
十
三
年
度
県
実
験
保
育
所
に
指
定
さ
れ
、
創
立
以
来
約
一
千
人
の
園
児

園

長

職

員

数

歴
代
保
護
者
会
長



が
巣
立
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
四
年
四
月
以
降
乳
児
の
定
員
一

O
名
増
加
が
認
可
さ
れ

乳
児
保
育
の
要
望
に
こ
た
え
て
い
る
。

己
私
立
大
野
山
保
育
園

設

立

年

川

日

認

可

年

月

日

収

容

定

員

園

長

職

員

数

理

事

長

ロ

ヒ

了

令

官

ど

甘

司

事

歴
代
保
護
者
会
長

昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日

昭
和
二
十
六
年
九
月
一
日

百
十
五
名
(
内
三
歳
未
満
十
二
名
)

西

尾

き

く

園
長

一
名

保

母

六

名

片

田

為

丸

丙

尾

貫

一

沢

村

深

沢

徹

青

柳

赤
塚
一
一
、
市
川
正
夫
、
深
沢

(
沿
革
)
地
域
保
護
者
の
熱
唱
に
よ
り
、

第
二
章

社

会

福

祉

炊
事
婦

園
医

二
名

二
名

功

徹
、
千
須
和
芳
郎
、
沢
田
成
一

清

現

大
野
山
本
遠
寺
庫
川
仰
を
園
舎
と
し
て
開

大野山保育園

大野山・大島保育園通園パス

園
、
昭
和
二
十
六
年
八
月
、
一
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
園
舎
を
建
築
、
九
月
一
日
保
育

所
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。
昭
和
三
十
年
四
月
、
措
置
を
要
す
る
児
童
の
増
加
に
よ
り
、

一
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
の
園
舎
を
増
築
し
定
員
九
十
名
を
二
一

O
名
に
増
加
し
た
。
昭

和
三
十
五
年
四
月
措
置
児
童
の
減
少
に
よ
り
九
十
名
に
定
員
を
減
じ
、
昭
和
三
十
九
年

四
月
、
一
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
園
舎
を
増
築
し
た
。
昭
和
四
十
三
年
度
措
置
児
童
の

増
加
に
よ
り
園
舎
一

O
二
平
方
メ
ー
ト
ル
を
増
築
し
、
一
一
五
名
(
内
=
一
歳
未
満
児
十

二
名
)
に
定
員
を
増
加
し
た
。
目
下
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
す
べ
く
準
備
中
で
設
立
の

役
員
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
四
十
二
年
度
に
は
約
三
十
名
の
措
置
児
童
が
定

員
オ
ー
バ
ー
と
な
り
、
町
の
助
成
に
よ
り
大
野
臨
時
保
育
所
(
閤
長
渡
辺
恵
美
子
)
を

大
野
区
公
会
堂
を
借
用
し
て
一
年
間
開
設
し
た
。

(
三
)
社
会
福
祉
法
人
、

設

立

年

月

日

認

可

年

月

日

収
・
容

定

員

理理

事

監国職

員

歴
代
保
護
者
会
長

昭
和
三
十
一
年
十
月
十
五
日

昭
和
三
十
六
年
十
月
二
十
三
日

五
十
五
名
(
内
三

歳
未
満
児
五
名
〉

沢

村

清林

孝

宮

愛

川

隆

尾

享
清

事長

雨若

事

若滝

数長

村

園
長
一
名

保
母
三
名

炊

事

婦

一

名

園
医
二
名

片
田
銀
五
郎
、
伊

藤
亮
造
、
市
川
正

美
(
現
)

沢

大
島
保
育
園

一一治紀義一

大島保育園

八。
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(
沿
革
)
昭
和
三
十
一
年
十
月
十
五
日
、
大
島
区
民
の
熱
望
に
よ
り
、
沢
村
清
一
に

よ
り
大
島
公
民
館
を
仮
園
舎
と
し
、
季
節
保
育
所
を
開
設
す
。
区
民
全
般
に
亘
り
保
育

所
の
重
要
性
を
認
識
し
、
常
設
を
希
望
す
る
に
至
り
、
そ
の
ま
ま
常
設
に
移
'行
、
以
来

四
年
六
カ
月
無
認
可
保
育
所
と
し
て
地
域
の
要
望
に
こ
た
え
、
児
童
福
祉
の
た
め
に
努

力
し
、
社
会
福
祉
法
人
化
の
た
め
の
内
容
整
備
に
奔
走
し
た
が
、
昭
和
三
十
六
年
一
八

五
平
方
メ
ー
ト
ル
の
園
舎
を
新
築
、
法
人
設
立
の
認
可
を
得
た
。
昭
和
四
十
年
度
に
は

郵
便
年
賀
は
が
き
補
助
金
お
よ
び
身
延
町
補
助
金
、
園
長
寄
付
金
に
よ
り
一
七
五
平
方

メ
ー
ト
ル
の
鉄
筋
園
舎
を
新
築
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

大
野
山
・

大
島
両
保
育
園
で
は
四
十
年
以
降
の
砂
利
採
取
に
よ
る
ダ
ン
プ
カ

ー
激

増
、
交
通
事
情
激
化
に
伴
い
、
徒
歩
に
よ
る
園
児
の
通
園
送
り
迎
え
は
危
険
に
な
っ

た
の
で
、
合
同
し
て
通
園
パ
ス
を
購
入
し
安
全
通
園
を
は
か
っ
て
い
る
。
パ
ス
は
町
補

助
、
有
志
の
寄
付
お
よ
び
父
母
負
担
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
。

(
四
)
児
童
遊
園
地

波木井チピッコ広場

等
を
設
置
し
、
地
区
に
よ
っ
て
は
ピ

ン
ポ
ン
の
練
習
場
を
建
築
し
た
と
こ

ろ
も
あ
る
。
昭
和
四
十
三
年
度
事
業

と
し
て
波
木
井
部
落
で
は
県
よ
り
三

分
の
一
の
助
成
を
得
、
六
十
数
万
円

で
「
チ
ビ
ッ
コ
広
場
」
を
設
け
た
。

木
町
に
お
け
る
設
置
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

子
供
の
生
活
は
あ
そ
び
が
中
心
と

な
る
。
子
ど
も
の
生
活
を
守
る
た
め

に
は
健
全
な
る
遊
び
場
を
つ
く
る
こ

と
が
第
一
要
件
で
あ
る
。

県
は
青
少
年
育
成
の
た
め
の
総
合

対
策
の
一
環
と
し
て
児
童
遊
園
地
を

奨
励
し
、
町
に
お
い
て
も
共
同
募
金

の
配
分
や
町
自
体
の
補
助
金
に
よ
り

児
童
遊
園
地
の
設
置
整
備
に
つ
と
め

て
き
た
。
町
内
各
地
区
に
お
い
て
も

資
金
を
拠
出
じ
、
協
力
牽
仕
に
よ

り
、
ス
ベ
リ
台

・
ブ
ラ
ン
コ

・
鉄
棒

角打遊園地

(
五
)
身
延
町
保
育
協
議
会

八。

身延町児童遊園地

地 区 児童遊園地設置場所

下山地区 上沢 ・大庭 ・荒町 ・大工町

身延地区 竹下・上町・仲町 ・橘町 ・梅平 ・大野 ・波木井(2)I 

豊 岡地区 相叉 ・大城

大河内地区 角打(子之神社 ・駅裏 ・旧村〉上大島 ・下大島

i仁L3 計 1 9 カ所

表 7

町
内
保
育
所
に
は
そ
れ
ぞ
れ
保
護
者
会
が
あ
り
、
県
・
都
連
合
体
と
直
結
し
、
活
動

も
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
更
に
横
の
連
絡
を
密
に
し
保
育
の
前
進
を
図
る
た
め
、
昭
和
三

十
九
年
町
内
各
保
育
所
保
護
者
会
長
が
中
心
と
な
り
、
身
延
町
保
育
協
議
会
が
結
成
さ

れ
た
。事
業
と
し
て
、
保
護
者
の
研
修
会
、
保
育
推
進
の
た
め
関
係
機
関
へ
の
運
動
等
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
、
南
巨
摩
郡
保
育
協
議
会
の
結
成
機
運
が
生
ま
れ
た
。

初
代
(
現
)
会
長
は
、
深
沢
徹
で
あ
る
。



九

母
子
福
祉
法
と
相
談
員
の
任
務

母
子
福
祉
法
は
母
子
家
庭
の
福
祉
に
関
す
る
原
理
を
明
ら
か
に
し
、
母
子
家
庭
の
生

活
の
安
定
と
向
上
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
母
子
家
庭
の
児
童
が
す
こ
や
か
に
育

成
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
と
、
そ
の
母
親
の
健
康
で
文
化
的
生
活
を
保
障
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
は
母
子
家
庭
の
福
祉
を
増
進
す
る
責
務
を

有
し
、
母
子
家
庭
の
母
は
み
ず
か
ら
進
ん
で
門
立
を
図
り
家
庭
生
活
の
安
定
向
上
に
努

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
令
に
よ
れ
ば
、
都
道
府
県
に
母
子
相
談
員
を
お
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
本
町
で
は
旧
町
村
各
一
名
ず
つ
計
四
名
が
委
嘱
さ
れ
、
配
偶
者
の

な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
身
上
相
談
に
応
じ
自
立
に
必

要
な
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。

現
職
母
子
相
談
員
は
下
山
松
本
い
つ
代
、
身
延
池
上
愛
子
、
豊
岡
大
村
と
よ
子
、
大

河
内
市
川
喜
美
子
で
あ
る
。

本
町
の
母
子
世
帯
は
現
在
八
十
二
戸
二
五
一

人
で
あ
り、

そ
の
う
ち
生
活
保
護
世
帯

は
八
戸
二
十
四
人
で
あ
る
。

母
子
福
祉
資
金

母
子
福
祉
法
第
三
条
に
よ
れ
ば
都
道
府
県
は
母
子
福
祉
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
貸
付
金
制
度
の
概
要
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

(貸

付

対
象
)

二
O
歳
未
満
の
子
ど
も
を
も
っ
死
別
ま
た
は
生
別
な
ど
の
母
子
世
帯
お
よ
び
二

O
歳

未
満
の
父
母
の
な
い
児
童。

(
資
金
の
種
類
と
貸
付
金
額
の
限
皮
〉

事
業
開
始
資
金

(
二
(
万
円
)
事
業
継
続
資
金
(
一

O
万
円
〉
技
能
習
得
資
金
〈
月

額
二
五

O
O円
〉

生
活
資
金
ハ
技
能
習
得
資
金
を
借
り
て
い
る
期
間
中
月
四
、
五
O
O

円
〉
住
宅
資
金

(
一
五
万
円
)
転
宅
資
金
三
二
、

0
0
0円
)
就
職
支
度
資
金

(一

五、

0
0
0円
)
修
学
資
金
(
高
校

・
高

等

専

門
学
校
一

J
三
年
月
額
一

、
五

0
0

円
'・
大
学
、
高
等
専
門
学
校
四
J
五
年
月
額一二
、

0
0
0円
)
就
学
支
度
資
金

(
二

五、

0
0
0円
)
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・
会

福

祉

と
な
っ
て
お
り
本
町
に
お
い
て
は
昭
和
四
十
三
年
度
利
用
状
況
は
、
貸
付
総
額
三
、

二
四

O
、
四
O
O円
で
、
八

一
人
が
利
用
し
て
い
る
。

内
訳
は
事
業
開
始
資
金
は
四

O

五
、

0
0
0円
で
二
ハ
人
、
事
業
継
続
資
金
七
六
五
、

0
0
0円
で
一
九
人、

住
宅
資

金
五
五

O
、

0
0
0円
で
八
人
、
修
学
資
金
一

、
二
四
四
、
四
O
O円
で
、
三
七
人、

技
能
習
得
資
金
三
六
、

0
0
0円
で
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

一O
、

母

子

福

祉

会

母
子
福
祉
会
は
そ
の
名
の
ご
と
く
母
子
家
庭
の
福
祉
を
図
る
会
で
あ
っ
て
、
初
め
未

亡
人
会
と
い
う
名
称
の
も
と
に
、
各
市
町
村
を
単
位
と
し
て
結
成
さ
れ
た
。
後
に
母
子

福
祉
会
と
改
め
ら
れ
、
本
町
に
お
い
て
は
旧
町
村
単
位
の
ま
ま
活
動
し
て
い
る
。
事
業

と
し
て
、
母
子
家
庭
の
児
童
激
励
の
た
め
の
各
種
行
事
、
各
種
団
体
と
の
連
絡
提
携
、

県
女
子
福
祉
会
館
維
持
費
獲
得
の
た
め
の
購
買
等
を
行
な
っ
て
い
る
。
近
く
町
連
合
会

結
成
の
運
び
に
な
っ
て
い
る
。

一、

A、
ヱ玉三

戸立二

友二

τ民
円

愛
育
会
は
初
め
愛
育
班
と
称
し
て
、
旧
町
村
地
区
の
婦
人
会
に
お
い
て
、
婦
人
会
活

動
の
一
環
と
し
て
組
織
し
活
動
し
て
い
た
。
後
に
町
連
合
婦
人
会
が
結
成
さ
れ
、
昭
和

四
十
一
年
に
身
延
町
愛
育
班
が
生
ま
れ
町
婦

人

連
合
会
会
長
が
愛
育
会
長
を
兼
ね
る

こ
と
に
な
っ

た
。
各
地
区
に
お
い
て
も
役
員
は
婦
人
会
役
員
が
兼
ね
る
場
合
が
多
か
っ

た
。
し
か
し
愛
育
会
活
動
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ
て
会
の
性
格
が
婦
人
会
活
動
と
本
質

的
に
異
な
る
点
が
あ
る
の
で
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
昭
和
四
十
三
年
度
よ

り
専
任
の
会
長
が
選
出
さ
れ
、
四
十
四
年
度
よ
り
各
地
区
に
お

い
て
も
同
様
に
選
任
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
。
役
員
は
顧
問
若
干
名
、
会
長
一

、
副
会
長
二
、
理
事
四
、

会

計

一
、
監
事
二
で
あ
る
。

昭
和
四
十
三
年
十
月
十
二
日
、
会
活
動
の
趣
旨
を
周
知
さ
せ
理
解
と
協
力
を
得
る
た

め
第
一

回
愛
育
祭
を
実
施
し
、

身
延
町
中
央
公
民
館
を
会
場
と
し
て
、
多
彩
な
催
し
を

お
こ
な
い
成
果
を
お
さ
め
今
後
の
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。八

O
三
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生

厚

祭育愛

愛
育
会
の
活
動
は
、
ィ
、

家
庭
訪
問
、
ロ
、
看
護
用
具
類
の
貸
与
お
よ
び
指
導
、

家
事
射
助
ニ
、
健
康
相
談
、
集
同
検
診
等
に
関
す
る
協
力
、
ホ
、
農
繁
期
等
に
お
け
る

愛
育
問
動
へ
、
愛
育
思
想
の
一碑
発
、
ト
、
調
査
研
究
に
対
す
る
協
力
、

チ
、
そ
の
他
一

般
保
健
衛
生
行
政
へ
の
協
力
等
で
あ
っ
て
、
毎
月
実
施
す
る
町
の
乳
幼
児
検
診
時
の
協

力
、
一
般
住
民
検
診
時
の
協
力
(
結
核
検
診
・
ガ
ン
検
診
)
そ
の
他
愛
育
に
関
す
る
宣

伝
普
及
に
積
極
的
に
協
力
し
て
い

る
。

助

産

婦

会

ノ、

、

本
町
に
お
け
る
助
産
婦
は
身
延
保
健
所
管
内
助
産
婦
会
に
属
し
て
い
て
、
保
健
所
の

指
導
に
よ
り
、
家
族
計
画
の
指
導
、
妊
産
婦
や
乳
児
の
保
健
衛
生
の
指
導
に
努
め
て
い

る。
本
町
に
お
け
る
受
胎
調
節
実
施
指
導

は
、
広
島
か
つ
江
・
松
木
求
女

・
望
月
え
い

じ
で
あ
る
。
昭
和
四
十
二
年
よ
り
身
延

町
は
、
家
族
計
画
指
定
地
区
に
指
定
さ

れ
町
保
健
婦
、
指
導
員
に
よ
り
受
胎
調

節
の
実
施
指
導
が
計
画
的
に
行
な
わ
れ

て
い
る
。
指
導
は
農
閑
期
を
利
用
し
婦

人
学
級
な
ど
グ
ル
ー
プ
活
動
の
一
環
と

し
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
低
所

得
屑
に
は
町
補
助
に
よ
り
器
材
薬
品
等

も
支
給
さ
れ
て
い
る
。

健康優良児の表彰

(
一
)
老

老
人
福
祉
と

身
体
障
害
者

福
祉
会福

人

古
来
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
儒
教
道

徳
の
影
響
か
ら
敬
老
思
想
が
普
及
し
て

い
た
。
戦
後
新
ら
し
く
制
定
さ
れ
た
国

民
の
祝
日
の
中
に
も
敬
老
の
日
が
あ

っ

て
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ

ろ
く
国
民
が
老
人
の
福
祉
に
つ
い
て
の

関
心
と
理
解
を
深
め
、
か
っ
、
老
人
が

自
ら
の
生
活
の
意
欲
を
高
め
る
よ
う
な

行
事
を
実
施
し
て
来
た
。
し
か
し
な
が

ら
た
っ
た
一
日
の
祝
日
で
は
と
う
て
い

で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
年
寄
り
子

ど
も
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
児
童
福
祉
法

に
お
く
れ
る
こ
と
五
年
に
し
て
、
昭

祉

八

O
四

率

5置
医 師 助 産 婦 メ口L 言十

4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 

数 率% 数 率 % 数 率ぅ6 数 率% 数 数

下 山 6 5.2 12 8.9 9 6.6 22 21 

身 延 24 20.7 40 29.6 20 17.2 14 10.4 44 54 

大 ?可 内 25 21.6 18 13.3 10 8.6 14 10.4 35 32 

豊 岡 5 4.3 15 11.1 10 8.6 13 9.6 15 28 

ム口 計 60 51.8 85 62.9 56 48.2 50 37.0 116 135 

と妻女生出月Ij者A = 
-L.. 

JL 表 8
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老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
と
称
し
、
郡
県
の
連
合
会
と
連
絡
し
て
い
る
。
現
会
長
は
伊
藤
正

一
・
副
会
長
松
木
豊
寿
・
小
笠
原
政
義
・
鴨
狩
喜
道
で
あ
る
。

敬
老
会
は
各
地
区
ま
ち
ま
ち
に
行
な
わ
れ
、
婦
人
会
社
会
福
祉
協
議
会
各
種
団
体
の

協
力
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
町
村
合
併
以
来
全
町
一
本
化
し
た
敬
老
会
の
要
望

が
あ
っ
た
の
で
、
明
治
百
年
を
機
に
漸
く
一
体
化
し
身
延
レ
ジ
ャ

ー
セ
ン
タ
ー
を
会
場

と
し
、
身
延
町
社
協
共
催
で
、
婦
人
会
等
の
協
力
に
よ
り
盛
大
に
催
さ
れ
、
有
志
の
余

興
に
楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
四
年
三
月
の
議
会
で
、
本
町
と
し
て
は
初
め
て
の
「
敬
老
年
金
」
条
例
が

議
決
さ
れ
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
町
の
老
人
福
祉
行
政
に
明
る
い
話
題
を
添
え
た
。
四
十

四
年
度
の
支
給
対
象
者
(
満
七
七
歳
以
上
)
は
約
三
六

O
名
で
あ
る
。

以
下
、
敬
老
年
金
条
例
全
文
を
掲
げ
る
。

身
延
町
敬
老
年
金
条
例

(

目

的

〉

第
一
条

こ
の
条
例
は
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
二
三ニ
号
)
第
五
条
に
基
づ
く

敬
老
の
日
の
行
事
と
し
て
敬
老
年
金
を
高
齢
者
に
給
付
し
、
そ
の
長
寿
を
祝
福
す
る
と
と
も

に
家
庭
の
平
和
と
町
民
の
敬
老
思
想
を
高
揚
し
、
あ
わ
せ
て
老
人
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

(
受
給
資
格
)

第
二
条
敬
老
年
金
は
、
九
月
十
五
日
現
在
に
お
い
て
満
七
十
七
歳
以
上
で
あ
っ
て
、
住
民
基

本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
に
よ
り
町
内
に
住
居
を
有
す
る
者
に
対
し

て
給
付
す
る
。

(
年
金
の
額
)

第
三
条
敬
老
年
金
の
額
は
、
年
額
壱
千
円
と
す
る
。

(
資
格
の
喪
失
)

第
四
条
敬
老
年
金
の
給
付
を
受
け
る
者
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
敬
老
年

金
の
給
付
を
受
け
る
資
格
を
失
な
う
。

一
、
本
人
が
辞
退
し
た
と
き

二
、
そ
の
他
町
長
が
年
金
の
給
付
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
。

(

委

任

〉

/
O五
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五
条
こ
の
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
規

則
で
定
め
る
。

付

則
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〈昭和43年度〉

地区名 | クラブ名 |クラブ数|代議員数|誘員上|備考

下 山 和ノT 月1配号こ2品3ヨム 2 12 214 

身 延 延寿 会 5 14 447 

:ri1: 岡 楽寿 会 3 11 261 

大河内 老人クラブ 4 13 418 

よ口』 言十 4 地区 14 50 1，340 

フ-フク人老。
J表

(
二
)
身
体
障
害
者
福
祉

〈昭和43年度〉

以170 歳 以上 田上健歳夫在婦者以 88歳 88歳以上男| 女 |計

備考

下山地区 50 77 127 2 

身延地区 115 165 280 2 2 3 8 

豊岡地区 64 68 13♀ 2 2 

大河内地区 93 143 236 2 9 

3夫婦 6 
メ口L E十 322 453 775 

6人 9 26 

身延町敬老会該当者表10

身
体
障
害
者
福
祉
法
は
、
第
一
条
に
、
身
体
障
害
者
の
更
生
を
援
助
し
、
そ
の
更
生

の
た
め
に
必
要
な
保
護
を
行
な
い
、
も
っ
て
身
体
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
、
と
あ
り
、
第
二
条
に
は
身
体
障
害
者
は
白
ら
進
ん
で
、
そ
の
障
害
を
克
服

し
、
す
み
や
か
に
社
会
経
済
活
動
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

八
O
六

な
ら
な
い
と
あ
る
よ
う
に
、
身
体
の
不
自
由
な
人
々
の
更

生
を
助
け
た
り
、
更
生
す
る
た
め
に
必
要
な
保
護
を
し
た

り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
診
査

・
更
生
相
談

・
更
生
医

療
の
給
付
・

補
装
具
の
交
付

・
修
理
お
よ
び
身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設
へ
の
収
容
な
ど
を
行
な
う
法
律
で
あ
る
。

こ
の
法
律
に
よ
る
援
助
を
う
け
る
た
め
に
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
帳

は
、
眼

・
耳

・
口
・
手
足
な
ど
に
一
定
程
度
以
上
の
永
続

す
る
障
害
が
あ
る
も
の
で
、
障
害
の
種
類
に
よ
り
、
重
い

方
か
ら
一
級
よ
り
六
級
に
区
分
さ
れ
、
こ
れ
に
該
当
す
る

者
に
交
付
さ
れ
る
。

本
町
に
お
け
る
身
体
障
害
者
の
実
体
は
別
表
の
と
お
り

で
あ
る
。
ア
、
身
体
障
害
者
福
祉
会

身
体
障
害
者
福
祉
会
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
が
施
行

さ
れ
る
と
間
も
な
く
大
河
内
に
結
成
さ
れ
、
次
い
で
下

山
・

身
延

・
豊
岡
に
も
結
成
さ
れ
た
。
町
村
合
併
と
同
時

に
、
会
員
一
六

O
名
を
も
っ
て
連
合
福
祉
会
が
結
成
さ
れ

た
。
地
区
結
成
当
初
は
運
営
資
金
に
乏
し
く
、
物
品
販
売
や
映
画
会
等
に
よ
る
資
金
獲

得
を
お
こ
な
い
苦
難
を
の
り
こ
え
て
来
た
。

事
業
と
し
て
、
会
員
の
相
互
扶
助
、
親
睦
と
研
修
を
兼
ね
た
バ
ス
旅
行
、
会
員
福
祉

の
た
め
の
政
府
へ
の
運
動
等
を
行
な
っ
て
い
る
。

初
代
役
員
は
、
会
長
市
川
笹
市

・
副
会
長
望
月
利
春

・
鍋
島
良
知

・
沢
田
進
で
あ

り
、
二
代
会
長
望
月
利
春
、

三
代
現
会
長
は
鍋
島
良
知
で
あ
る
。

一
時
独
立
し
た
傷
療

軍
人
会
と
の
合
同
の
気
運
が
見
ら
れ
る
。

イ
、
傷
療
軍
人
会

傷
摸
軍
人
会
の
お
こ
り
は
、
日
本
廃
兵
会
で
あ
る
と
い
う
が
、
本
町
に
お
い
て
の
活

動
に
つ
い
て
は
知
る
材
料
が
な
い
。
該
当
者
も
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
物
故
し
て
し
ま

昭和43.11.1調

271 

66 

総

身体障害手帳保持者調

種別 !視覚障害|麟躍|寵謹|自体不自|小計

男|女 |男|女 |男 |女 |男 |女|男 |女

96 

33 級

表11

2 

数

首公
小山、



っ
た
。
戦
前
は
大
日
本
傷
演
軍
人
会
と
称
し
、
県
・
郡

・
町
村
に
支
部
が
お
か
れ
て
い

た
。
し
か
し
傷
演
軍
人
の
数
は
少
人
数
で
あ
り
、
町
村
単
位
の
支
部
を
つ
く
る
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
た
。
下
山
は
南
巨
摩
郡
第
四
支
部
に
属
し
、
都
川
、
木
建
と
三
カ
村
介
同

で
あ
っ
た
。
遠
藤
松
之
助
が
支
部
長
で
年
に
一
、
二
回
会
合
し
た
。
身
延

・
盛
岡
に
は

該
当
者
が
少
な
く
、
会
と
い
う
程
の
活
動
も
で
き
な
か
っ
た
。
大
河
内
は
西
八
代
郡
の

支
部
に
属
し
望
月
竜
吉
が
中
心
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
一
年
マ
ッ
カ
i
サ

l
の
指
令
に
よ
り
、
解
散
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
が
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
成
立
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
福
祉
会
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
傷
演
軍
人
会
が
復
活
し
、
下
部
組
織
が
な
さ
れ
た
。
本
町

に
お
い
て
は
、
県
支
部
身
延
分
会
が
設
立
さ
れ
、
会
長
は
望
月
竜
吉
、
副
会
長
木
内
悦

治
、
同
遠
藤
松
之
助
(
庶
務
会
計
兼
任
)
会
員
六
十
七
名
を
も
っ
て
発
足
し
、
現
在
恩

給
受
給
者
十
二
名
で
あ
る
。

傷
演
軍
人
は
国
家
の
た
め
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
で
あ
り
、
一
般
の
身
体
障
害
者
と
は

異
な
る
点
が
あ
り
、
会
員
も
こ
れ
を
誇
り
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
身
体
障
害

と
い
う
立
場
か
ら
、
互
い
に
励
ま
し
合
い
、
時
に
社
会
国
家
に
対
し
て
働
き
か
け
る
場
合

も
あ
り
、
ま
た
行
政
上
か
ら
も
、
窓
口
、
守
二
本
に
し
た
方
が
援
助
し
易
い
と
い
う
意
見

も
あ
り
、
傷
演
軍
人
会
と
身
体
障
害
者
福
祉
会
と
は
近
く
何
等
か
の
形
で
一
本
化
さ
れ

る
方
向
に
あ
る
。
年
と
と
も
に
会
員
の
減
少
す
る
傷
撰
軍
人
会
の
実
情
を
考
え
る
時
、

一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

ウ
、
肢
体
不
自
由
児
父
母
の
会

身
体
障
害
者
の
中
で
、
特
に
児
童
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
団
体
と
し
て
、
身
延

町
肢
体
不
自
由
児
父
母
の
会
が
あ
る
。

昭
和
四
十
三
年
九
月
十
六
日
に
会
員
五
二
名
を
も
っ
て
結
成
さ
れ
た
。
先
天
的
ま
た

は
後
天
的
な
肢
体
不
自
由
児
の
保
護
者
の
集
ま
り
で
あ
る
。
事
務
局
を
身
延
町
役
場
住

民
課
内
に
お
き
、
療
育
相
談

・
研
修
会

・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

・
重
症
児
の
慰
問

・
会

員
相
互
の
連
絡

・
町
の
身
障
児
年
金
制
度
請
願

・
各
種
事
業
へ
の
参
加
協
力
等
の
事
業

を
行
な
っ
て
い
る
。

会
長
深
沢
徹

・
副
会
長
佐
野
治
郎

・
波
田
野
政
男
・
深
沢
孝

・
手
塚
久
夫

・
事
務
局

第
二
章

社

ぷb、
ヱ:;:

福

祉

長
石
川
金
雄
で
あ
る
。

エ
、
身
延
町
心
臓
病
の
子
ど
も
を
守
る
会

先
天
性
心
臓
病
の
子
ど
も
を
持
つ
父
母
お
よ
び
本
会
の
組
旨
に
賛
同
す
る
も
の
の
集

ま
り
で
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
結
成
さ
れ
、
現
在
会
員
一
五
名
で
あ
る
。

事
務
局
を
身
延
町
役
場
内
に
お
き
、
役
員
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

会
長
深
沢
徹
・
副
会
長
穂
坂
泰
三
了
事
務
局
長
柿
島
洋
美

・
会
計
石
川
金
雄

(
事
業
の
あ
ら
ま
し
)

昭
和
三
十
九
年
、
町
内
の
先
天
性
心
室
中
核
欠
損
症
の
子
ど
も
を
手
術
す
る
た
め
、

有
志
の
協
力
と
募
金
に
端
を
発
し
、
県
の
心
臓
病
の
子
ど
も
を
守
る
会
、
身
延
保
健
所

等
の
協
力
に
よ
り
、
児
童
福
祉
法
に
よ
る
「
育
成
医
療
」
の
適
用
を
受
け
、
手
術
に
成

功
し
た
。

そ
の
後
忠
者
の
発
見
、
療
育
相
談
、
相
互
の
激
励
、
知
識
の
向
上
、
手
術
の
援
助
等
の

活
動
を
つ
づ
け
て
お
り
、
前
記
募
金
の
残
額
十
万
円
を
基
金
と
し
て
広
く
体
の
不
自
由

な
子
ど
も
の
た
め
に
と
、
助
け
合
い
の
「
愛
育
基
金
」
を
設
け
運
常
に
あ
た
っ
て
い
る
。

一四、

保
護
司
制
度
と
保
護
司
の
活
動

昭
和
十
四
年
(
一
九
三
九
)
司
法
保
護
事
業
法
が
制
定
さ
れ
、
免
囚
保
護
、
司
法

保
護
と
呼
ば
れ
法
律
の
裏
付
け
を
も
っ
た
司
法
保
護
委
員
が
任
命
さ
れ
、
本
町
に
お
い

て
は
、
丸
山
海
昇
が
任
命
を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
そ
の
他
は
不
明
で
あ

る
。
当
時
南
部
署
管
内
に
成
人
部
保
護
司
三
名
、
少
年
部
保
護
司
五
名
が
あ
り
、
そ
の

後
少
年
部
保
護
司
に
秋
山
智
孝
が
任
命
さ
れ
た
。
南
部
署
管
内
(
現
身
延
・
富
沢

・
南

部
の
三
町
〉
の
地
区
保
護
司
会
が
結
成
さ
れ
る
ま
で
、
保
護
委
員
長
と
し
て
、
小
松
浄
祐

が
代
表
し
、
そ
の
後
昭
和
二
十
四
年
林
是
幹
が
保
護
司
の
委
任
を
受
け
、
更
に
昭
和
二

十
七
年
八
月

一
日
、
成
人
部
少
年
部
の
一
本
化
が
行
な
わ
れ
、
南
部
地
区
保
護
司
会
が

結
成
さ
れ
林
是
幹
が
会
長
に
就
任
、
昭
和
三
十
三
年
五
月
か
ら
佐
野
源
治
に
代
り
、
昭

和
三
十
五
年
か
ら
長
谷
川
寛
慶
が
会
長
を
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
、

本
省
の
方
針
に
基
づ
き
、
南
部
地
区
保
護
司
会
は
西
八
代
地
区
保
護
司
会
と
合
併
し
、

八

O
七
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峡
南
地
区
保
護
司
会
と
な
り
、
長
谷
川

寛
慶
が
会
長
に
推
さ
れ
て
今
日
に
及
ん

で
い
る
。
本
町
で
は
、
例
年
行
な
わ
れ

る
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
に
、
町
内

の
保
護
司
が
主
と
な
っ
て
町
広
報
車
を

借
用
し
て
の
広
報
活
動

・
懸
垂
幕
、
立

看
板
の
掲
示

・
通
常
保
護
監
察
等
の
更

生
犯
罪
予
防
活
動
に
従
事
し
活
動
を
続

け
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
更
生
保

護
制
度
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
昭
和

十
八
年
(
一
九
四
三
)
九
月
、
産
業
青

年
保
護
練
成
の
道
場
一
乗
学
苑
が
開
設

さ
れ
た
事
で
あ
る
。
一
乗
学
苑
は
、

東
京
少
年
保
護
監
察
所
の
管
轄
に
属

し
、
六
O
日
聞
を
目
標
に
厳
格
な
訓
錬

が
行
な
わ
れ
て
、
更
生
保
護
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
っ
た
。
当
時
身
延
山
八
十

三
世
一
一
衆
院
口
謙
上
人
自
ら
苑
長
と
な
り
、
総
務
堀
竜
淳

・
経
理
部
長
望
月
日
雄

・
執

事
秋
山
堪
秀
等
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
、
望
月
倫
信

・
中
西
本
秀

・
山
岡
義
哲
等
が
訓
練

に
当
た
っ
た
が
、
敗
戦
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
一
乗
病
院
の
建
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
四
年
犯
罪
者
更
生
予
防
法
施
行
第
二
十
周
年
記
念
、
山
梨
県
更
生
保
護
大
会

が
木
町
で
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
四
月
二
十
五
日
全
県
下
の
保
護
司
が
本
町
に
会
同

し
た
。
更
生
保
護
活
動
に
お
け
る
本
町
の
活
動
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
ち
な
み
に

木
町
に
お
け
る
司
法
保
護
委
員
、
保
護
司
で
現
在
判
明
し
て
い
る
者
は
左
記
の
と
お
り

で
あ
る
。

苑"，ゐ
ラ」乗

丸
山
海
昇
小
松
浄
祐
望
月
本
啓
渡
辺
政
則
佐
野
源
治
望
月
正
夫

信
一
長
谷
川
寛
慶
鈴
木
武
重
鈴
木
正
巳
粟
冠
義
朝
芦
沢
は
な
よ

望
月
武
雄
秋
山
智
孝

林
是
幹
秋
山

山
本
岳
乗

八

O
八

な
お
、
林
是
幹
は
、
昭
和
三
十
九
年
六
月
十
二
日
法
務
大
臣
表
彰
を
う
け
、
昭
和
三
十

二
年
九
月
コ
百
関
東
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委
員
長
表
彰
を
う
け
て
い
る
。

な
お
、
長
谷
川
寛
慶
も
昭
和
三
十
四
年
六
月
十
八
日
関
東
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委

員
長
表
彰
を
受
け
て
い
る
。

一
五
、
遺

族

会

終
戦
後
軍
人
遺
家
族
は
靖
国
会
を
結
成
し
た
。
本
町
に
お
い
て
は
、
郡
初
代
会
長
に

な
っ
た
松
因
究
等
が
中
心
と
な
り
、
県
下
有
志
と
と
も
に
こ
の
結
成
や
運
営
に
努
め

た
。
靖
国
会
は
旧
町
村
ご
と
に
県
支
部
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
中
央
が
遺
族
会

と
改
称
し
た
た
め
に
こ
れ
に
従
い
、
遺
族
会
と
改
め
た
。
家
庭
の
柱
を
失
な
っ
た
会
員

の
福
祉
を
図
り
、
国
の
援
護
に
対
し
強
力
な
運
動
を
展
開
し
た
。
ま
た
遺
児
や
遺
族
の

靖
国
神
社
参
拝
、
戦
没
者
の
慰
霊
祭
等
を
行
な
っ
た
。
階
級
に
応
ず
る
扶
助
料
十
年
間

に
五
万
円
を
支
給
さ
れ
る
弔
慰
金
、
更
に
十
年
間
に
三
万
円
を
支
給
さ
れ
る
線
香
料
等

は
会
の
強
力
な
る
運
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
町
村
合
併
後
は
町
連
介
体
を
組
織
し
、

地
区
会
長
が
一
年
交
替
で
会
長
に
就
任
し
て
い
る
。
婦
人
部
青
年
部
等
が
あ
る
。

遺
児
は
既
に
成
人
し
会
員
も
年
々
減
少
し
て
い
く
の
で
、
将
来
を
考
え
て
、
国
が
靖

国
神
社
を
護
持
す
る
よ
う
、
立
法
を
要
望
し
そ
の
実
現
に
努
力
し
て
い
る
。

現
地
区
会
長
は
、
下
山

・
松
木
豊
寿
、
身
延

・
井
出
亀
治
、
豊
岡

・
木
内
昌
博
、
大

河
内

・
松
野
大
治
で
あ
る
。

一
六
、
旧

在

郷

軍

人
会

現
役
で
な
い
軍
人
す
な
わ
ち
予
備
、
後
備
、
補
充
、
国
民
兵
役
に
あ
る
軍
人
の
団
体

で
あ
り
、

一
朝
有
事
の
際
、
動
員
に
応
ず
る
た
め
の
団
体
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
三

年
(
一
九
一

O
〉
に
結
成
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
各
種
の
団
体
を
統
合
し
て
帝
国
在

郷
軍
人
会
と
称
し
た
。
町
村
に
も
分
会
が
設
け
ら
れ
、
富
国
強
兵
の
国
策
に
沿
い
、
忠

魂
碑
の
建
設
、
戦
没
者
の
慰
霊
、
軍
事
思
想
の
普
及
等
の
活
動
を
し
、
特
に
第
二
次
世



界
大
戦
中
の
銃
後
の
活
躍
は
目
ざ
ま
し
か
っ
た
。
戦
後
は
解
散
し
、

祉
協
議
会
等
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。

慰
霊
祭
は
社
会
福

一七、

下
山
愛
郷
同
志
会

ヲ|き

長七一一一… I曹型聖里里里堅二
ぎい f 富聾撞聾瞳態調臨調臨置園田 会
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蔵し; 一 ‘〓 一一ーナナJ ~ 
でて'
あ遺 る
る族 下山愛郷同志会戦功録 な
o ~ 

贈死
呈り会最主祭に岸た志責のをのしもてしし
し資員大体を、に。に務建と冥とつ復、て
た金ののと盛村自初よで設り福戦て員或護
。を新事 し大内費代つあに合を争こしは国
会得開業毎に各を会てる努つ祈にれた戦の
長て配は年挙宗投長、とめてり対に入場鬼
は、達戦慰行寺じは昭いる、遣すこ々にと
石功そ功霊し院、佐和うこ平族るたが赴な
川をの録祭、の本野二愛と和を責え、いれ
恒万他のを以賛国為十郷こな激任る生てと
雄世の出行後助寺雄三のそ郷励をべき九出
に勤版な会に本で年念、土し痛き長死陣
深伝労でつ員よ堂、にに与と、感からにを
沢え奉あて拠り 同結燃え文とし、えー鼓
森る仕つい出、を年成えら化も、ひて生舞
綱ににたる金慰会春さたれ国に英し何を激
とふよ o 0 を霊場彼れ同た家手霊ひを得励

第
二
章

社

ιL 
古
1

会

福

一八、

戦
没
者
慰
霊
祭

郷さ ん助協立あの本をこきか感つの令でりっと学さ
同れ下でに議後つも国痛十なら情たやでは講てと童れ慰
志た山いよ会、た、寺感三かそや。む慰、和いが等、霊
会忠でるりが公。こにし年つの遣しな霊占条た慣も各祭
に魂は。慰設的やのおて佐たま族かき祭領約。わ参種は
よ碑一 霊立団が よい村野。ふのしにも軍発敗し列回戦
りが時 祭さ体てうて内為下に心国い中の効戦にす体時
本、占 がれと講な慰の雄山し情民た絶命まよなるや中
国昭領復、し和社霊遣がにて 町
寺和軍 活町て条会祭族戦おお総終緩慢川小川護欝はぶっせ村
横二に し村の約事をを時いく議議議懇叫同総瀦誕祭露汁の
に十よ 今の社に情行招中てこ機織議議?精霊時/議転免ぎぺ卵、 J 主
再四り 日財会よのないの、と畿議総議務.議欝事~.~人V主催
建年撤 に政福る下って責昭は躍離婚議議議季語線ミ(議長ml;笠九 に
さ愛去 及援祉独でた、任和で麟欝欝γ4二議議選手ょ

り

在
郷
軍
人
会
百、

寸I
IL.' 
と
?ι 

て
毎
年
実
施

ノ

O
九

身延地区の忠魂碑大河内地区慰霊祭



第
八
編

厚

生

れ
、
毎
年
四
月
十
日
、
社
協
や
同
志
会
が
中
心
と
な
り
盛
大
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。

身
延
で
は
総
門
内
の
忠
魂
碑
の
前
に
お
い
て
、
社
協
主
催
に
よ
り
本
山
よ
り
導
師
を

招
き
毎
年
慰
霊
祭
を
実
施
し
て
き
た
。

豊一
岡
に
お
い
て
は
、
正
慶
寺
内
忠
魂
碑
の
前
に
お
い
て
社
協
主
催
に
よ
り
、
毎
年
盛

大
に
行
な
っ
て
き
た
が
、
身
延
と
同
じ
く
全
戸
日
蓮
宗
で
あ
る
関
係
上
、
こ
ふ
両
三
年

来
、
久
遠
寺
仏
殿
に
お
い
て
合
同
慰
霊
祭
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
戦

没
英
霊
追
悼
歌
「
英
霊
に
誓
う
」
が
合
唱
さ
れ
、
盛
大
で
あ
る
。

日
蓮
宗
宗
務
院
監
修

太
平
洋
戦
争
戦
没
英
霊
追
悼
歌

「
英

霊

に

誓

う

」

作作
曲詞

細

井

鵠

郎

南
部
都
留
夫

一
、
生
き
て
再
び
還
ら
じ
と

伺
加
を
か
え
り
み
ず
征
き
ま
せ
り

国
の
鎮
め
と
今
は
亡
き

勇
士
の
名
の
み
と
ど
め
け
り

南
無
妙
法
連
華
経

二
、
自
由
平
和
を
か
ち
と
り
て

国
栄
え
ま
す
よ
ろ
こ
び
は

散
り
に
し
花
の
実
り
ぞ
や

い
つ
の
世
に
か
は
忘
る
べ
き

南
無
妙
法
連
華
経

三
、
今
日
の
集
い
に
誓
い
て
よ

く
り
か
え
す
ま
じ
よ
こ
し
ま
の

醜
な
る
軍
戦
か
わ
じ

御
霊
安
か
れ
と
こ
し
え
に

南
無
妙
法
連
華
経

大
河
内
地
区
に
お
い
て
も
、
他
地
区
と
同
様
毎
年
社
協
主
催
で
、
旧
役
場
地
内
の
忠

魂
碑
前
に
お
い
て
地
区
寺
院
神
社
協
力
の
も
と
に
慰
霊
祭
を
執
行
し
て
い
る
。

第
三
節

八
一

O

福

祉

事

業

施

設

公

営

住

宅

公
営
住
宅
に
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
広
義
に
は
、
公
共
団
体
が
住
民
の
た
め
に
建
設

し
こ
れ
を
賃
貸
管
理
す
る
住
宅
を
い
い
、
狭
義
に
は
、
昭
和
二
十
六
年
に
制
定
さ
れ
た

公
営
住
宅
法
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
国
の
補
助
を
う
け
て
建
設
し
、
こ
れ
を
賃
貸

管
理
す
る
住
宅
と
そ
の
付
帯
施
設
を
い
う
o

疎
開
や
戦
災
に
よ
り
、
本
土
の
住
宅
は
そ
の
五
分
の
一
に
当
た
る
二
六
五
万
戸
を
失

い
、
多
く
の
海
外
引
揚
者
を
迎
え
、
空
前
の
住
宅
難
に
直
面
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
政

丸滝町営住宅

角打町営住宅市路団地



府
は
公
営
住
宅
法
を
制
定
し
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
協
力
し
て
、
健
康
で
文
化
的
な

生
活
を
営
む
に
足
り
る
住
宅
を
建
設
し
、
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
低
廉
な
家

賃
で
賃
貸
し
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
ろ
う
と
し
た
。
法

に
よ
れ
ば
、
第
一
種
公
営
住
宅
(
入
居
申
込
日
に
月
収
二

O
、

0
0
0
円
を
越
え
三

六
、

0
0
0円
以
下
で
あ
る
者
、
家
賃
の
六
倍
が
二

O
、

0
0
0円
未
満
の
場
合
は
、

町営住宅建設の状況

昭和44年 1月現在

公営住宅の現況

(昭和44年 l月現在〉

表1

震設年|団地別|種昨

昭和30年 丸滝団地 101 1，7∞ 
30 11 21 10 900 

31 波木井団地 101 1，800 

31 v 2 51 1，050 

31 下山団地 21 10 1，1∞ 
32 角打団地 1 71 2，α刃

32 11 21 10 1，230 

34 船原団地 2 61 1，3∞ 
35 坂下団地 11 5 

2q  35 11 21 15 

38 梅平団地 21 20 2， 

42 市路団地 21 16 3， 

計 1司

表2

身

一
失
棄
請
一

一
焼
廃
申一

=
戸
戸
分
一

一2
2
処一

。
一
戸
一

0

4
 
棟つLハU

。

。
。
。
。
。
。

J11l 
E呈.

。
。
。

20 

20 

。

15 

15 

5 

20 

。

10 

。
。

5 下

波木井
延|
梅 平

里子

地
区
別

坂

大

岡|船

下

第
二
章

社

会

福

祉

(注) 1種は11坪
2種は 9坪の建物である。
市路団地はブロック
他は木造

9 ム、
口

そ
の
額
を
越
え
て
い
る
者
に
貸
与
す
る
)
、
第
二
種
公
営
住
宅
(
入
居
申
込
日
に
月
収

二
O
、

0
0
0円
以
下
の
者
、
或
は
躍
災
し
て
住
宅
を
失
っ
た
低
所
得
者
に
貸
与
す

る
〉
が
あ
る
。
国
は
第
一
種
に
建
設
費
の
二
分
の
一

、
第
二
種
に
三
分
の
こ
を
補
助
し

て
い
る
。

本
町
に
お
い
て
は
、
引
揚
者
住
宅
が
大
野
に
建
設
さ
れ
た
の
を
初
め
と
し、

町
営
住

宅
、
災
害
者
住
宅
を
建
設
し
て
、
住
宅
困
窮
者
の
要
望
に
こ
た
え
て
い
る
。

ま
た
公
営
住
宅
管
理
条
例
に
よ
り
、
入
居
者
選
考
委
員
会
が
入
居
者
決
定
に
あ
た
っ

て
い
る
。
そ
の
概
況
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

公

益

質

屋

公
益
質
屋
法
は
昭
和
二
年
(
一
九
二
七
〉
八
月
十
日
施
行
さ
れ
、
第
一
条
に
は
、

「
市
町
村
社
会
福
祉
法
人
ハ
本
法
一
一
依
り
公
益
質
屋
ヲ
経
営
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
」
と
あ
る

が
、
本
町
に
お
い
て
は
昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
)
四
月
一
日
旧
身
延
町
役
場
に
設
け

ら
れ
、
多
年
の
間
地
域
住
民
の
公
益
に
資
し
て
来
た
が
、
時
代
の
変
遷
に
つ
れ
近
年
利

用
す
る
も
の
が
激
減
し、

開
庖
休
業
の
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
保
障
の
充
実
と

経
済
の
高
度
成
長
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
遂
に
昭
和
四
十
二
年
度
を
も
っ
て
三

十
年
の
営
業
の
幕
を
閉
じ
た
。

八
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編

厚

生

第
三
章

国
民
健
康
保
険
事
業

第
一
節

総

説

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
相
互
扶
助
の
精
神
を
基
本
と
し
て
、
疾
病

・
負
傷

・
分
焼

お
よ
び
死
亡
に
関
し
、
保
険
給
付
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
十
三
年
(
一

九
三
八
)
七
月
よ
り
実
施
さ
れ
て
き
た
。

す
で
に
大
正
十
一
年
(
一
九
二
二
)
か
ら
は
、
健
康
保
険
法
が
施
行
さ
れ
て
お
り
、

会
社
、
工
場
な
ど
比
較
的
大
き
い
事
業
所
の
従
業
員
が
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
運
動

が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
国
民
の
大
部
分
を
占
め
る
、
中
小
企
業

・
労
働
者

・
農
民
を

対
象
と
し
た
保
険
制
度
は
な
か
っ
た
。

国
民
健
康
保
険
制
度
誕
生
の
、
大
き
な
動
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
昭
和
初
期
に
お
け

る
い
ち
じ
る
し
い
不
況
で
あ
る
。

こ
の
時
期
(
昭
和
五
年
|
十
年
頃
)
に
お
け
る
経
済
恐
慌
は
世
界
的
な
も
の
で
あ

り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
当
時
貧
困
な
小
作
農
が
多
か
っ
た
た
め
、
経
済
不
況
の
な

か
に
あ
っ
て
、
と
く
に
ひ
ど
か
っ
た
の
が
農
村
恐
慌
で
あ
る
。

農
家
経
済
更
生
の
た
め
行
な
わ
れ
た
家
計
調
査
の
結
果
、
貧
困
農
村
経
済
の
な
か
に

し
め
る
医
療
費
の
額
が
、
相
当
高
い
割
合
を
示
し
て
お
り
、
疾
病
l

貧
困
の
連
鎖
関
係

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

こ
こ
で
農
村
に
お
け
る
医
療
の
確
保
、
医
療
費
の
軽
減
を
は
か
る
た
め
の
政
策
が
必

要
と
な
り
、
農
家
だ
け
で
な
く
、
ひ
ろ
く
一
般
国
民
の
健
康
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、

国
民
健
康
保
険
制
度
の
構
想
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
構
想
の
も
と
に
調

査
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
八
年
(
一
九
三
三
〉
内
務
省
の
外
局
(
社
会
局
保
険
部
)
で
研

八

究
が
始
め
ら
れ
、
昭
和
九
年
七
月
、
国
民
健
康
保
険
制
度
要
綱
案
が
、
世
論
を
問
う
意

味
で
非
公
式
に
発
表
さ
れ
、
構
想
が
具
体
化
さ
れ
た
。
同
十
年
政
府
は
、
社
会
保
険
調

査
会
の
答
申
を
え
て
、
国
民
健
康
保
険
法
案
を
作
成
し
、
昭
和
十
二
年
三
月
、
第
七
十

帝
国
議
会
に
提
出
し
た
。

こ
の
前
年
に
は
、
軍
事
ク

ー
デ
タ

ー
二
・
二
六
事
件
が
あ
り
、
岡
田
内
閑
は
総
辞
職

し
て
、

陸
軍
大
将
林
銑
十
郎
内
閣
が
成
立
し
、
政
治
へ
軍
閥
の
介
入
が
顕
著
に
な
り
、

政
局
不
安
定
の
う
ち
に
、
法
案
は
衆
議
院
を
修
正
の
う
え
通
過
、
貴
族
院
に
送
付
さ
れ

た
が
、
委
員
会
報
告
可
決
成
立
寸
前
に
、
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
つ
い
に
法
案

は
不
成
立
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
同
年
ふ
た
た
び
国
会
に
提
出
さ
れ
、
よ
う
や
く
昭
和
十
三
年
(
一
九
三

八
〉
四
月
一
日
法
律
公
布
、
七
月
一
日
実
施
と
な
っ
た
。

以
来
、
こ
の
制
度
は
幾
多
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
改
善
が
は
か
ら
れ
た
。
組
合
の
強

制
設
立
加
入
義
務
強
化
な
ど
に
よ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
は
、
全
国
ほ
と
ん
ど

の
町
村
に
組
合
が
設
立
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
十
年
敗
戦
と
な
り
、
急
激
な
社
会
情
勢
の

変
化
、
経
済
界
の
変
動
に
よ

っ
て
運
営
困
難
な
も
の
が
多
く
、
国
民
健
康
保
険
事
業
を

休
廃
止
す
る
町
村
が
続
出
し
た
。

昭
和
三
十
年
二
月
十
一
日
身
延
・
下
山

・
豊
岡

・
大
河
内
の
旧
四
ヵ
町
村
が
町
村
合

併
し
て
新
身
延
町
と
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
保
険
事
業
を
行
な

っ
て
い
た
の
は
、
昭
和

二
十
四
年
四
月
一
日
事
業
開
始
し
た
旧
下
山
村
だ
け
で
あ
り
、
合
併
条
件
と
し
て
下
山

地
区
だ
け
は
、
新
町
移
行
後
も
事
業
が
継
続
さ
れ
て
き
た
。

昭
和
三
十
三
年
十
二
月
、
国
民
皆
保
険
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
新
国
民
健
康
保
険

法
を
制
定
し
、
全
文
改
正
し
た
が
、
身
延
町
で
は
昭
和
三
十
五
年
二
月
日
よ
り
全
地

区
実
施
と
な
り
現
在
ま
で
事
業
を
継
続
し
て
い
る
。

第
二
節

法
律
改
正
と
事
業
の
変
遷

昭
和
十
三
年
七
月
よ
り
施
行
と
な
っ
た
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
変
転
す
る
社
会
情



勢
に
対
応
し
、
給
付
お
よ
び
運
営
の
改
善
を
は
か
る
た
め
、
昭
和
=
一
」
l

三
年
全
文
改
正

を
す
る
ま
で
の
問
、
八
回
に
わ
た
り
法
律
改
正
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
主
な
も
の

に
つ
い
て
記
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
恥
十
七
年
(
一
九
四
二
)
二
月
、
組
合
の
強
制
設
立
化
、
保
健
医
制
度
の
確
立
、

組
什
員
加
入
義
務
の
強
化
な
ど
を
主
題
と
し
て
改
正
し
た
。

昭
和
二
十
三
年
六
月
、
戦
後
の
は
げ
し
い
社
会
情
勢
の
変
化
、
経
済
変
動
に
よ
り
、

事
業
休
廃
止
の
組
合
の
続
出
す
る
状
況
に
対
応
し
、
保
険
運
営
制
度
の
整
備
建
て
な
お

し
を
は
か
る
た
め
、
連
合
軍
司
令
部
の
強
い
進
言
も
あ
っ
て
、
法
律
の
根
本
的
な
改
正

を
し
た
。
従
来
ま
で
は
組
合
法
人
で
、
組
合
会
議
員
、
理
事
長
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
て

い
た
も
の
を
、
市
町
村
の
公
常
と
し
、
被
保
険
者
の
強
制
加
入
、
療
養
担
当
制
度
の
採

用
そ
の
他
、
全
面
に
わ
た
っ
て
改
正
し
た
の
で
、
全
く
新
し
い
性
格
を
も
っ

も
の
と
な
っ
た
。

昭
和
二
十
六
年
、
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
が
創
設

さ
れ
た
。

昭
和
三
十
一
年
、
保
険
税
課
税
限
度
額
を
三
万
円
か
ら
五
万
円
に
引
き
上

げ
た
。昭
和
三
十
三
年
、
国
民
地
内
保
険
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
全
文
改
正
を
行

な
い
、
新
国
民
健
康
保
険
法
が
誕
生
し
た
。

同
法
は
国
の
強
い
指
導
に
よ
り
、
そ
の
後
市
町
村
に
普
及
し
、
昭
和
三
十

六
年
に
全
市
町
村
実
施
と
な
り
、
国
民
皆
保
険
が
達
成
さ
れ
た
。

そ
の
後
も
十
数
回
に
わ
た
っ
て
法
律
改
正
を
行
な
い
、
給
付
改
善
、
園
町

補
助
率
の
引
き
上
げ
を
は
か
り
、
四
ヵ
年
計
画
を
も
っ
て
、
全
員
七
割
給
付

の
強
い
指
導
が
行
な
わ
れ
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
か
ら
、
全
国
市
町
村
に
、

全
員
七
割
給
付
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
町
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
十
五
年
二
月
一
円
円
か
ら
全
町
実
施
と
な
り
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
給
付
内
容
は
当
時
全
員
五
割
給
付
で
あ
り
、
助
産

費
一

、

0
0
0円
葬
祭
費
五

O
O円
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
、
歯
科
診
療
に
お
け
る
補
て
つ
(
入
歯
な
ど
)

第
三
章

同
民
健
康
保
険
事
業

が
給
付
の
対
象
と
な
っ
た
。

昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
、
助
産
費
二
、

0
0
0円
葬
祭
政

ら
れ
た
。

昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
、
世
帯
主
だ
け
が
七
割
給
付
と
な
っ
た
。

昭
和
四
十
一
年
一
月
一
日
、
全
員
七
割
給
付
が
実
施
さ
れ
た
。

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
、
国
民
健
康
保
険
運
営
審
議
会
(
公
益
、
被
保
険
者
、
医

療
機
関
、
代
表
各
四
名
ず
つ
委
員
十
二
名
構
成
)
の
答
申
意
見
に
よ
り
葬
祭
費
二
、
0

0
0円
に
改
め
ら
れ
た
。

昭
和
四
十
四
年
四
月

一
日
よ
り
助
産
費
が
五
、

0
0
0円
に
改
正
さ
れ
た
。
な
お
昭

和
四
十
五
年
度
よ
り
助
産
費
一

O
、

0
0
0円
と
す
る
計
画
で
あ
る
。 、

0
0
0円
に
改
め

医療費の推移
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第
八
編

厚

生

こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
事
業
運
営
、
給
付
改
善
、
予
算
編
成
な
ど
は
、
そ
の
つ
ど
町
長

が
運
常
審
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
答
申
を
う
け
、
議
会
の
議
決
を
経
て
実
施
を
し
て
い

る
が
、
給
付
の
内
容
改
善
、
医
療
費
の
う
な
ぎ
の
ぼ
り
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
保
険
会
計

も
年
々
大
型
に
な
り
、
事
業
開
始
の
昭
和
三
十
五
年
度
に
く
ら
べ
四
十
二
年
度
は
、
四

倍
強
に
ふ
く
れ
上
っ
て
い
る
。
ハ
第
四
節
表
4
参
照
)
と
く
に
昭
和
三
十
九
年
か
ら
四
十

一
年
ま
で
の
三
カ
年
間
に
、
四
百
五
十
八
万
円
余
の
赤
字
を
生
じ
て
お
り
、
特
別
会
計

制
度
の
性
格
か
ら
、
そ
の
財
政
運
営
の
困
難
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

第
三
節

国
庫
負
担
金
と
保
険
税

一、
国

庫

負

担

金

国
民
健
康
保
険
事
業
の
会
計
は
、
町
の
一
般
会
計
か
ら
独
立
し
て
、
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
に
よ
り
運
営
さ
れ
、
独
立
採
算
制
を
原
則
と
し
て
、
被
保
険
者
か
ら
徴
収
す

る
保
険
税
と
国
庫
負
担
金
(
補
助
金
)
を
主
な
財
源
と
し
て
、
保
険
給
付
な
ど
の
支
出

を
し
て
い
る
。

国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
被
用
者
保
険
(
社
会
保
険
〉
に
み
る
よ
う
な
事
業
主
の
負

担
が
な
く
、
加
入
者
の
う
ち
、
所
得
十
万
円
以
下
の
低
所
得
階
層
が
、
全
世
帯
の
一

四
・
二
パ

ー
セ
ン
ト
〈
全
国
)
身
延
八

・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
状
況
で
税
負

担
能
力
が
乏
し
く
、
国
庫
補
助
を
は
じ
め
と
す
る
大
幅
な
財
政
援
助
な
し
で
は
運
営
は

困
難
で
あ
る
。

現
在
、
保
険
会
計
の
主
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
国
庫
負
担
の
補
助
金
の
補
助
率
の
引

き
上
げ
、
あ
る
い
は
補
助
金
の
新
設
な
ど
、
改
善
を
は
か
り
な
が
ら
現
在
に
い

た
っ
て

い
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

八
一
四

年度種類別国庫負担金

ま|踊|事務費|望付霊[吋田|時|合言r1誹帯同すE31
35 2，795，46円1 833，73円4 931， α円刃 32，24円9 

円。 円014，592，44円4 2，7円17 59円9 49.3% 2 

36 4，585，408 874，987 1，671，αx) 。 。371，769 7，503，164 3，201 746 42.(工
37 6，716，964 917，αx) 1，618，αヌコ 01 21，333 01 9，273，297 3，728 900 43.1C 

38 7，884，610 976，927 3，016，uJO 75，636 58，905 0112，012，078 3，817 939 36.ge 

39 8，037，∞6 1 ，048，∞3 2，998，αx) 109，591 50，168 149，α刃12，391，768 4，729 1，184 41.3C 

40 11，861，697 1，556，810 3，535，α刃 122，029 61，318 2，037，∞o 19，173，854 5，845 1，473 35.24 

41 19，540，609 1，759，αx) 1，999，α刃 130，α刃 36，α刃 。23，464，609 8，176 2，105 
42 20，911，409 1，874，881 2，440，∞o 142，αx) 45，αx) 90，α刃25，503，290 11，073 2，923 

43 26，633，322 2，192，α氾 4，221，α氾 154，α刃 44，α刃 。33，244，322 21，081 5，248 59.87 

表 l



(

二

事

務

費

負

担

金

市
町
村
で
行
な
う
国
民
健
康
保
険
の
事
務
に
要
す
る
経
費
の
全
額
を
、
国
が
負
担
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
人
口
規
模
、
地
形
的
条
件
な
ど
に
よ
る
限
度
額
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。(

二
)
療
養
給
付
費
負
担
金

療
養
に
要
し
た
費
用
額
に
応
じ
、
国
が
負
担
す
る
も
の
で
、
国
民
皆
保
険
が
達
成
さ

れ
た
昭
和
三
十
六
年
度
で
は
、
費
用
額
の
二
割
、
三
十
七
年
度
か
ら
二
割
五
分
、
三
十

九
年
度
を
初
年
度
と
し
た
四
ヵ
年
計
画
を
も
っ
て
、
全
員
七
割
給
付
化
が
開
始
さ
れ
て

か
ら
、
七
割
.
給
付
分
に
係
わ
る
も
の
は
四
割
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
、
全
市
町
村
全
員

七
割
給
付
が
実
施
さ
れ
た
の
で
、
国
庫
負
担
率
は
、
療
養
に
要
し
た
費
用
の
四
割
と
改

正
さ
れ
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

(
三
)
財
政
調
査
交
付
金

昭
和
三
十
三
年
新
国
民
健
康
保
険
法
が
施
行
さ
れ
た
際
、
新
設
さ
れ
た
補
助
金
で
、

普
通
調
整
交
付
金
と
、
特
別
調
整
交
付
金
に
わ
け
ら
れ
る
。
普
通
調
整
交
付
金
は
、
市

町
村
の
療
養
の
給
付
及
び
療
養
費
の
支
給
(
保
険
給
付
)
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の

一
O
O分
の
五
が
交
付
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
市
町
村
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入

額
、
基
準
財
政
需
用
額
な
ど
を
用
い
た
交
付
方
式
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
一

O
O分
の

五
に
達
し
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。

特
別
調
整
交
付
金
は
、
さ
ら
に
低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
税
軽
減
交
付
金
(
全
額
交

付
)
と
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

(
四
)
保
険
婦
補
助
金

保
険
婦
設
置
に
要
す
る
費
用
の
三
分
の
一
が
交
付
さ
れ
る
が
、
限
度
額
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。

第
三
章

国
民
健
康
保
険
事
業

(
五
)
助
産
費
補
助
金

助
産
費
支
給
に
要
し
た
費
用
額
の
三
分
の
一
が
交
付
さ
れ
る
。

一一、

険

片
兄

4

寸庁
a

保

(
一
)
課

方

法

税

従
来
ま
で
保
険
料
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
昭
和
二
十
六
年
地
方
税
法
の

改
正
に
よ
り
、
目
的
税
と
し
て
保
険
税
が
賦
課
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

保
険
税
を
各
世
帯
に
賦
課
す
る
方
法
は
、
地
方
税
法
の
定
め
に
よ
っ
て
、
次
の
三
つ

の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
表
2
の
①
の
方
法
を

用
い

る
市
町
村
が
多
く
、
本
町
に
お
い
て
も
こ
の
方
法
(
四
方
式
と
い

っ
て
い
る
〉
を

保
険
税
条
例
に
と
り
入
れ
て
賦
課
を
し
て
い
る
。

表
2 

保

険

税

の

決

め

方

③ 

割総額割空総び等所割襲得② 

① 

保被険
世帯轄等披保均

額者険均等

所

額世帯血平等割総l 額総保被険者均等割

所 割世等被 資 所

得 得ー 帯

割総保険者

産 得

害リ 割 総別 害1害リ
総 主巾4公也、 平 総 総

額 額 額等額均 額 額

百分 百分 百分 百分 百分 百分 百分 百分 百分

の の の の の の の の の

十五 十五 十五
十五
十五 十五

十 十四十
五

こ
の
方
式
は
、
所
得
割
と
資
産
割
を
応
能
割
(
各
世
帯
の
税
負
担
能
力
に
応
じ
た
も

八
一
五
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厚

生

の
)
均
等
割
と
平
等
割
を
応
益
割
(
そ
れ
ぞ
れ
保
険
給
付
が
う
け
ら
れ
る
こ
と
に
応
じ

た
も
の
〉
と
に
区
分
さ
れ
、
表
の
三
つ
の
方
法
の
い
ず
れ
も
、
応
能
、
応
益
は
五
十
パ

ー
セ
ン
ト
ず
っ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
四
方
式
に
よ
っ
て
、
各
世
帯
へ
保
険
税
を
賦
課
す
る
税
率
算
定
は
、
そ
の
年
度

の
運
営
に
必
要
な
目
標
額
を
定
め
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
年
度
に
お
け
る
医
療
費
、
事

務
費
そ
の
他
支
払
い
を
す
べ
き
経
費
を
推
計
し
、
そ
れ
に
見
合
う
国
庫
負
担
金
、
補
助

金
の
収
入
を
も
推
計
し
て
そ
の
不
足
分
が
、
保
険
税
と
し
て
そ
の
年
度
に
必
要
な
目
標

額
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
給
付
費
(
医
療
資
の
七
割
相
当
と
助
産
、
葬
祭
費
な

ど
)
が
、
歳
出
の
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
国
保
会
計
に
お
い
て
、
保
険
税
を
決
定

づ
け
る
も
の
は
、
そ
の
年
度
の
医
療
費
で
あ
る
と
い
え
る
。

r--、

一、、J

保
険
税
の
納
期
お
よ
び
収
納

国
民
健
康
保
険
税
は
、
毎
年
四
月
一
日
を
賦
課
期
日
と
し
て
課
税
さ
れ
、
そ
の
後
の

移
動
(
転
出
入
、
社
会
保
険
加
入
脱
退
、
出
生
死
亡
な
ど
〉
に
つ
い
て
は
月
割
計
算
を

も
っ
て
、
税
額
の
増
減
を
し
て
い
る
が
、
納
期
は
昭
和
四
十
二
年
度
よ
り
年
一

O
回
に

改
め
ら
れ
た
。
第
一
期
分
を
五
月
末
日
と
し
て
翌
年
二
月
末
日
ま
で
、
年
一

O
回
に
わ

た
り
収
納
を
し
て
い
る
。

税
金
徴
収
は
、
婦
人
会
四
十
八
支
部
に
依
頼
し
て
行
な
っ
て
い
る
が
、
役
員
の
熱
心

な
努
力
と
理
解
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
十
二
、
四
十
三
年
度
に
お
い
て
は
今
ま
で
に
な
か

っ
た
好
成
果
を
挙
げ
、
三
年
連
続
し
て
赤
字
だ
っ
た
保
険
会
計
も
、
よ
う
や
く
黒
字
を

生
ず
る
こ
と
が
で
き
、
保
険
財
政
へ
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
昭
和
四
十
三
年
度
の

収
支
は
約
八

O
O万
円
の
黒
字
を
残
し
て
い
る
。

〆戸、、、

一、、J

保
険
税
額
の
推
移

身
延
町
で
は
、
年
々
保
険
税
を
増
徴
し
て
お
り
、
と
く
に
四
十
一
年
か
ら
四
十
二
年

度
へ
か
け
て
の
二
年
間
に
、
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
税
と
な
り
、
四
十
三
年
度
に
お
い

て
も
、
約
一
五
パ

ー
セ
ン
ト
の
増
税
を
し
て
、
調
定
額
二
千
二
百
十
九
万
八
千
円
と
な

る
な
ど
、
こ
こ
=
一
ヵ
年
で
税
額
が
倍
増
に
な
っ
て
い
る
。

八
一六

昭
和
四
十
二
年
度
の
場
合
、
別
表
4
の
よ
う
に
、
峡
南
地
区
町
村
で
は
最
高
で
あ

り
、
県
下
六
六
市
町
村
の
な
か
で
も
上
位
(
六
位
)
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
保
険
税
が
急
増
し
て
い
る
の
は
、
医
療
費
の
著
し
い
増
加
が
も
た
ら
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険
制
度
が
ひ
ろ
く
一
般
に
普
及
し
、
健
康
管
理
に

対
す
る
認
識
が
た
か
ま
っ
て
の
受
診
率
上
昇
、
悪
性
疾
病
、
交
通
事
故
等
の
災
害
な
ど

が
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
小
商
工
業
、
労
働
者
、
農
民
な
ど
、
比
較
的
低
所
得
階
層
の
多

い
被
保
険
者
を
か
か
え
て
い
る
国
民
健
康
保
険
運
営
に
と
っ
て
は
、
こ
の
保
険
税
増
額

が
、
近
い
将
来
重
大
課
題
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

保険税の推移

ま|調定額|収納額|吋;臨時金時自動塑
4，953，53円6 4，265，02円6 

% 
2，7円17 59円9 

% % 
35 86 49 

36 6，160，αxl 4，576，940 90 3，201 746 42 24 

37 7，255，160 6，468，150 89 3，728 9c工 43 18 

38 7，230，740 6，636，530 92 3，817 939 37 

39 8，744，540 8，162，080 93 4，729 1，184 41 21 

40 10，474，930 9，929，αm 95 5，845 1，473 35 20 

41 14，553，∞o 13，764，140 95 8，176 2，105 38 39 

42 19，366，130 18，803，694 97 11，312 2，923 43 33 

43 22，198，120 21，549，990 97 14，076 3，504 40 15 

表3



ー、

健
康
保
健
法
、
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
と
そ
の
被
扶
養
者
。

2
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
、
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員
と
そ
の
被
扶
養
者
。

3
、
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
、
そ
の

資
格
の
取
得
し
た
も
の
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
。

4
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
、
保
護
を
う
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
者
。

5
、
国
立
の
ら
い
療
養
所
の
入
所
患
者
、
そ
の
他

特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
、
厚
生
省
令
で
定
め

る
者
。
し
た
が
っ
て
、
身
延
町
に
住
所
を
有

し
、
他
の
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い

町
民
は
、
す
べ
て
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
保
険
者
は
、
疾
病

・
負

傷

・
出
産

・
死
亡
な
ど
の
際
保
険
給
付
を
う
け

る
権
利
が
あ
る
反
面
、
世
帯
主
は
保
険
税
を
負

担
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

あ
ら
た
に
被
保
険
者
と
じ
て
の
資
格
が
生
ず

る
も
の
は
、
出
産
・
転
入
ま
た
は
他
の
社
会
保

'

険
の
資
格
を
失
な
っ
た
場
合
な
ど
で
あ
り
、
反

対
に
、
死
亡

・
転
出

・
社
会
保
険
へ
の
加
入
な

ど
に
よ
り
、
被
保
険
者
と
し
て
の
資
格
を
喪
失

す
る
。身
延
町
に
お
け
る
被
保
険
者
数
は
、
逐
年
減

少
を
続
け
て
お
り
、
昭
和
三
十
五
年
か
ら
の
推

移
は
別
表
1
の
と
お
り
で
、
八
年
間
に
千
六
百

四
十
人
減
少
し
て
い
る
。

し
か
し、

町
全
体
の
人
口
も
年
々
減
少
し
て

い
る
の
で
、
全
人
口
に
対
す
る
加
入
割
合
は
、

急
激
な
変
動
は
み
ら
れ
ず
、
若
干
ず
つ
減
少
し

峡南地区町村の保険税調定額 (42年度分〉

よ叶世判 保険税額 | りl世税帯額当
上九一色村 390 963，630 2，471 

三珠町 746 5，333，440 7，149 

市川大門町、 1，986 19，142，040 9，638 

六郷町 944 8，816，060 9，339 

下部町 1，839 16，565，260 9，∞8 

増穂町 2，177 18，566，540 8，528 

鰍沢町 1，072 9，134，620 8，521 

中富町 1，472 13，612，830 9，248 

早川町 962 7，941，360 8，255 

身延町 1，712 19，366，130 11，312 

南部町 1，012 8，570，830 8，469 

富沢町 831 6，889，520 8，291 

県平均 122，156 1，057，355，417 8，656 

表 4

第
四
節

被
保
険
者
と
保
険
給
付

一、

J7:ノL

H央

者

被

保

国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
に
つ
い
て
は
、
以
前
は
任
意
加
入
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二

十
三
年
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
強
制
加
入
の
原
則
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
国

保
の
被
保
険
者
が
、
他
の
社
会
保
険
な
ど
と
二
重
加
入
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、

昭
和
三
十
六
年
三
月
に
廃
止
さ
れ
た
。

現
在
は
、
新
国
民
健
康
保
険
法
の
定
め
に
よ
り
、
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す

る
者
は
次
に
掲
げ
る
者
を
除
き
、
す
べ
て
国
保
の
被
保
険
者
と
さ
れ
る
。

第
三
章

国
民
健
康
保
険
事
業

被保険者数の推移

r-----ご土|白川 37 I 38 I四|岨I41 I 42 I 43 
(年間帯平均〉 1，823 1，924 1，946 1，894 1，849 1，792 1，780 1，749 1，577 
世数

被 (保年間険平均者〉 数 8，266 8，255 8，053 7，695 7，385 7，113 6，914 6，626 6，335 

国保への加入割合 59.% 87 60.83 60.86 59.58 57.32 58.06 57.00 54.9:3 57.83 

表 1

八
一
七
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厚

生

て
い
る
の
は
、
町
外

へ
の
転
出、

あ
る
い
は
、
農
林
業
経
営
な
ど
の
不
安
定
か
ら
、

企
業
就
職
者
が
多
く
な
り、

企
業
で

の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る

が
、
依
然
と
し
て
、
町
人
口

の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

一ーーー司」・.、

ロ，/¥._
R央

付

給

保

(
一
)
給

付

の

種

類

国
民
健
康
保
険
で
行
な
う
保
険
給
付
は
、
1
療
養
の
給
付
、
2
療
養
費
、
3
そ
の
他

の
給
付、

の
三
種
で
、
療
養
の
給
付
お
よ
び
療
養
費
は
、
法
律
に
よ
っ
て
保
険
者
(
市

町
村
)
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
法
定
給
付
で
あ
り
、
そ
の
他
の
給
付
は
、
特
別
の
理

由
が
あ
る
と
き
は
、
行
な
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
任
意
給
付
で
あ
る
。
以
下
そ
の
内
容

に
つ
い
て
説
明
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
療
養
の
給
付

被
保
険
者
の
疾
病
及
び
負
傷
に
関
し
て
、
自
己
の
選
定
す
る
療
養
取
扱
い
機
関
に
、

被
保
険
者
証
を
提
出
し
て
医
療
機
関
を
通
し
て
行
な
う
給
付

で
そ
の
内
容
は
、

ω診

察
、

ω薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給
、

ω処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
、

ω病
院
又
は

診
療
所
へ
の
収
容
、

ω看
護
、

ω移
送
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
う
ち
で
、

ωか

ら
納
ま
で
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
お
よ
び
保
険
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合

に
、
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た、

給
付
範
囲
に
つ
い
て
は
、
法
律
改
正
に
よ

り
入
院
の
際
の
給
食
、
完
全
給
食
、
完
全
看
護
な
ど
の
給
付
が
三
十
四
年
か
ら
、
歯
科

補
て
つ
(
入
れ
歯
)
が
三
十
六
年
か
ら
給
付
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

イ

療

養

費

次
の
場
合
に
は
、
療
養
の
給
付
に
代
え
て
、
療
養
費
を
支
給
す
る
0

1
、
療
養
の
給
付
を
行
な
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
-認
め
る
と
き
。

2
、
被
保
険
者
が
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
療
養
取
扱
機
関
以
外
の
病

院

・
診
療
所

・
薬
局
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
、
診
療

・
薬
剤
の
支
給
も
し
く
は
手

当
を
う
け
た
場
合
で
必
要
と
認
め
る
と
き
。

八
一
八

ウ

そ
の
他
の
給
付

被
保
険
者
の
、
出
産
お
よ
び
死
亡
に
関
し
て
、
条
例
の
定
め
に
よ
っ
て
助
産
費
及
び

葬
祭
費
が
支
給
さ
れ
る
。
な
お
こ
れ
以
外
に
も
、
保
険
者
に
お
い
て
条
例
を
定
め
て
、

傷
病
手
当
金
、
保
育
手
当
金
そ
の
他
の
保
険
給
付
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
身
延

町
で
は
助
産
費
五
、

0
0
0円、
葬
祭
費
二
、

0
0
0円
が
現
在
支
給
さ
れ
て
い
る
。

，..........， 

一一、、J

方

法

給

付

ア
療
養
取
扱
い
機
関

従
来
知
事
の
指
定
制
で
あ
っ
た
も
の
が
昭
和
二
十
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
療
養
の
給

付
を
取
扱
う
旨
の
申
し
出
を
し
、
受
理
さ
れ
た
病
院
、
診
療
所
お
よ
び
薬
局
の
こ
と
を

い
い
、
被
保
険
者
が
疾
病

・
負
傷
な
ど
に
よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
る
場
合
は
、
被
保

険
者
証
を
提
出
し
て
、
原
則
と
し
て
療
養
取
扱
機
関
で
受
け
る
も
の
と
し
、
療
養
は
都

道
府
県
知
事
の
登
録
を
う
け
た
医
師

・
歯
科
医
師

・
薬
剤
師
が
担
当
す
る
。

イ
一
部
負
担
金

被
保
険
者
が
療
養
取
扱
い
機
関
に
お
い
て
、
療
養
の
給
付
を
う
け
る
際
、
そ
の
療
養

に
要
し
た
費
用
の
三
割
を
、

一
部
負
担
金
と
し
て
、
そ
の
取
扱
い
機
関
に
直
接
支
払
う

も
の
で
あ
る
。

当
町
で
は
、
こ
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
昭
和
三
十
八
年
九
月
ま
で
は
、
全
員
五

割
、
三
十
八
年
十
月
よ
り
、
世
帯
主
の
み
が
三
割
、
四
十
一
年
一
月
一
日
、
全
員
七
割

給
付
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
全
員
三
割
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
患
者
が
医
療
機

関
の
窓
口
に
支
払
う
金
額
は
総
医
療
費
の
三
割
で
よ
く
、
残
り
七
割
が
保
険
給
付
さ
れ

る。

ウ

診

療

報

酬

保
険
者
は
、
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
を
、
療
養
取
扱
い
機
関
に
支
払
う
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
額
は
、
療
養
に
要
し
た
費
用
額
か
ら
前
記
の
一
部
負
担
金
に
相
当

す
る
額
を
差
引
い
た
金
額
で
あ
る
。
こ
の
診
療
報
酬
の
額
は
、
内
容
別
に
点
数
を
も
っ

て
定
め
、点
数
お
よ
び
一
点
当
り
単
価
は
、法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
経
済
界

の
変
動
に
と
も
な
い
一
点
単
価
も
数
回
変
更
さ
れ
て
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
以
降
は
、



一
点
単
価
を
十
円
に
す
え
置
い
て
、
計
算
を
容
易

と
し
、

診
療
報
酬
の
変
更
部
分
は
、
診
療
一
件
当

り
の
点
数
を
変
更
し
て
調
整
を
し
て
い
る
。

医
療
機
関
よ
り
診
療
報
酬
の
請
求
が
あ
っ
た
場

合
、
保
険
者
は
法
令
の
定
め
に
よ
る
審
査
を
し
た

上
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
審
査
支

払
い
事
務
を
都
道
府
県
を
区
域
と
す
る
国
民
健
康

保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
、
当

町
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
委
託
し
て
い
る
状
況
で
あ

る。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
は
診
療
報

酬
の
請
求

は
、
医
療
機
関
ご
と
、
毎
月
集
計
し
て
連
合
会
へ

請
求
書
を
提
出
し
、
連
合
会
で
審
査
の
う
え
支
払

い
を
す
る
。
各
保
険
者
は
、
毎
月
連
合
会
よ
り
送

付
請
求
さ
れ
る
明
細
書
に
も
と
づ
き
、
診
療
報
酬

に
相
当
す
る
金
額
を
送
金
し
て
い
る
。

な
お
当
町
で
は
、
療
養
費
に
か
か
わ
る
請
求
書

も
連
合
会
の
審
査
を
う
け
て
、
そ
の
つ
ど
療
養
に

要
し
た
費
用
の
七
割
を
、
直
接
役
場
出
納
室
よ
り

支
払
っ
て
い
る
。

(
三
)
保
険
給
付
の
推
移

医
療
費
の
推
移

国
民
健
康
保
険
事
業
の
中
核
で
あ
る
医
療
費

は
、
年
々
増
加
を
続
け
、
昭
和
四
十
二
年
度
に
お

け
る
総
医
療
費
は
、
五
、
六
八

O
万
円
余
と
な
っ

て
い
る
。
昭
和
四
十
二
年
度
の
被
保
険
者
所
得
金

額
五
億
六
、
四

O
O万
円
に
対
し
、
一

0
・0
八
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健
康
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険
事
業

年度別保険給付状況

ふ
療養の給付 療 互ー芝企 費 助産費 葬祭費 保険給付合計額

給当l付た世額帯り付たl額人り給当

件数| 給付額 件数| 給付額 件数 |給付額 件数|給付額 件数 |給付額

14，5件78 7，643，74円5 5件23 529，09円9 1件16 116，α円x) 件64 32， α円氾15，2件81 
円
4，56円4 1，00円8 35 8，320，844 

36 16，050 10，907，446 486 523，428 991 99，∞o 551 27，5∞ 16，690 11，557，374 6，007 1，4α〕

37 16，509 13，631，490 495 559，750 104 177 ，αx) 701 60，αxl 17，178 14，428，240 7，414 1，792 

38 16，886 16，704，864 422 486，871 93 186，αx) 741 73，500 17，475 17，451，235 9，214 2，268 

39 18，863 19，619，755 314 388，326 821 164，α刃 701 70，0∞ 19，329 20，242，081 10，948 2，741 

40 18，240 24，558，463 313 367，373 98 196，αx) 531 53，0∞ 18，704 25，174，836 14，048 3，539 

41 19，472 35，476，618 346 695，682 49 98，α刃 48 48，α刃 19，915 36，318，3∞ 20，404 5，253 

42 20，635 38，713，649 396 796，748 591 118，αxl 65 65，αx) 21，155 39，692，748 22，695 5，990 

43 20，630 42，260，145 435 1，060，974 62 124，α刃 64 125，α刀21，191 43，570，119 27，628 6，878 

表2

身延町における医療費内訳の推移

ム
診療費 薬剤支給など 療 養 費 医療費合計

額り1件費用当用当1世額り帯費一額り人費当用 上医療昇率費

件数| 費用額 件数| 費用額 件数 |費用額 件数 |費用額

14，5件23 15，357，23円6 件55 72，56円8 5件23 1，058，24円3 15，1件01 16，488，04円7 1，09円1 
円
1，99円5 

% 
35 9，044 

36 15，978 21，856，198 72 80，945 486 1，046，882 16，536 22，984，025 1，390 11，166 2，784 39 

37 16，366 26，897，785 143 84，305 495 1，119，526 17，C氾418，101，616 1，653 14，441 3，489 22 

38 16，631 31，374，207 255 208，074 422 955，686 17，308 32，537，967 1，880 17，127 4，228 16 

39 18，489 34，970，331 374 340，069 314 708，2∞ 19，177 36，018，6∞ 1，878 19，480 4，877 11 

40 17，848 40，463，288 392 515，286 313 640，762 18，553 41，619，336 2，243 23，225 5，851 16 

41 18，961 50，757，722 511 441，053 346 994，536 19，818 52，193，311 2，634 29，322 7，549 25 

42 19，812 55，057，974 823 673，959 396 1，138，252 21，031 56，870，185 2，704 32，516 8，583 9 

43 19，608 59，738，086 1，022 997，089 435 1，515，719 21，065 62，250，894 2，955 39，474 9，825 9 

表3

八
一
九
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生

パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
、

一
世
帯
当
た
り
年
間
約
三
三
、

0
0
0円
の
医
療
費
を
つ
い
や

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
医
療
費
増
は
、
経
済
変
動
・
給
付

改
善

・
健
康
管
理
に
対
す
る
認
識
高
揚
に
よ
る
受
診
率
増
な
ど
の
推
移
に
と
も
な
っ
て

が

ん

に

く
し
ゅ

生
ず
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
近
年
悪
性
新
生
物
(
癌

・
肉
腫
な
ど
)
に
よ
る
長
期

入
院
な
ど
、
高
額
医
療
費
が
目
だ
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
が
せ
な
い
。
四
十
二
年
度
医

療
費
に
お
い
て
、
入
院
一
件
当
た
り
費
用
額
が
県
平
均
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
の
も
、
こ

れ
ら
が
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
(
表
1
保
険
医
利
用
状
況
参
照
)
こ
の
医
療
費

の
中
に
あ
っ
て
、
歯
科
診
療
の
一
件
当
た
り
費
用
額
は
県
平
均
を
大
き
く
上
ま
わ
り
、

六
六
市
町
村
中
一
位
に
あ
る
の
は
特
筆
す
べ
き
傾
向
で
、
医
療
機
関
が
少
な
く
、
ま
た

早
期
治
療
を
怠
っ
て
、
病
状
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
保
健
管

理
上
一
つ
の
問
題
を
今
後
に
残
す
と
い
え
よ
う
。

(
四
)
保
険
給
付
と
財
政

保
険
給
付
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
療
養
の
給
付
、
療
養
費
は
、
給
付
率
の
引
上
げ

や
、
前
項
で
ふ
れ
た
医
療
費
増
に
と
も
な
い
、
逐
年
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
別
表
に

み
ら
れ
る
と
お
り
、
四
十
二
年
度
に
お
け
る
世
帯
当
た
り
平
均
給
付
額
は
、
二
二
、
六

九
五
円
(
保
険
税
一
一
、
=
二

二
円
〉
の
高
額
を
し
め
て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、

財
政
規
模
も
逐
年
大
型
化
し
て
お
り
、
財
政
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
各
市
町
村
と
も
近

年
、
保
険
税
・
国
庫
負
担
金
な
ど
の
か
ね
あ
い
か
ら
、
非
常
な
苦
心
を
続
け
て
い
る
状

況
で
あ
る
。

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
特
別
会
計
に
よ
る
独
立
採
算
制

を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
、
赤
字
を
生
じ
た
場
合
の
補
慌
は
、
そ
の
会
計
内
で
処
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
保
険
税
引
き
上
げ
以
外
に
そ
の
方
法
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
事

業
の
特
異
性
が
あ
る
。

当
町
に
お
け
る
国
保
財
政
運
営
も
、
近
年
と
く
に
困
難
の
度
を
深
め
、
昭
和
三
十
五

年
度
か
ら
四
十
二
年
度
に
か
け
て
の
八
年
間
、
三
十
五

・
三
十
九

・
四
十

・
四
十
一
の

四
年
度
、
赤
字
を
生
ず
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
度
は
、
全
国
市
町
村
の
て
ん

大
半
が
赤
字
会
計
で
あ
っ
た
た
め
、
国
に
お
い
て
も
こ
れ
を
重
視
し
て
、
赤
字
補
撲
の

八
二
O

た
め
に
特
別
助
成
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
保
険
税
に
よ
る
解
消
を
図

っ
て
い
る
。
町
村
に
よ
っ
て
は
こ
の
赤
字
を
緩
和
す
る
た
め
、

一
般
会
計
よ
り
繰
入
金

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
身
延
町
で
は
、
三
十
五
年
度
七
四
万
円
、
三
十
六
年
度

五
万
円
の
繰
入
れ
を
し
て
い
る
が
、
以
後
は
繰
入
れ
を
行
な
わ
ず
、
保
険
税
に
よ
っ
て

調
整
し
て
い

る。

こ
の
よ
う
に
、
医
療
費
は
保
険
給
付

・
保
険
税
の
連
鎖
関
係
と
、
低
所
得
の
被
保
険

者
を
多
く
も
つ
国
民
健
康
保
険
事
業
に
あ
っ
て
は
、
財
政
中
に
占
め
る
保
険
税
が
、
担

税
能
力
の
点
か
ら
、
近
年
と
く
に
問
題
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

国保財政の状況

~I 35 36 37 38 39 

歳入決算額 10，039，841 14，664，717 16，832，902 19，552，364 21，168，9411 

歳出決算額 10，494，290 14，153，962 16，561，958 19，390，991 23，532，475 

ム
ム2，363，534 収支差引 454，449 510，755 270，944 161，373 

表4

~でi 40 41 42 43 

歳入決算額 29，717，501 37，907，886 45，006，731 (決55算，52見6込，8〉69 

歳出決算額 29，976，022 39，866，396 44，955，557 (4決7算，4見75込，0〉77 

ム ム
(決8算，0見51込，7〉92 収支差引 258，521 1，958，521 51，174 



国
民
健
康
保
険
事
業
が
、
本
来
の
目
的
に
そ
っ
て
、
円
滑
完
全
に
運
営
さ
れ
る
に

は
、
国
庫
負
担
率
の
引
き
上
げ
以
外
に
な
い
と
し
て
、
全
国
的
な
運
動
も
進
め
ら
れ
て

い
る
が
き
び
し
い
今
後
の
情
勢
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節

健

設

保

施

国
民
健
康
保
険
で
い
う
保
険
施
設
と
は
、
直
営
の
病
院
、

診
療
所
な
ど
の

診
療
施

設
、
保
健
婦
を
設
置
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
公
設
私
設
の
病
院
、

診
療
所
な
ど
す
べ
て

が
ふ
く
ま
れ
る
が
、
身
延
町
で
は
、
直
営
の
病
院
や
診
療
所
は
な
く
、
保
健
婦
の
設
置

と
健
康
保
険
医
の
利
用
を
も
っ
て
、
保
健
施
設
と
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

-ーーーー~・‘

、

健
康
保
険
医
の
利
用
状
況

医
療
機
関
の
う
ち
で
、
健
康
保
険
医
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事

に
、
療
養
の
給
付
を
取
扱
う
旨
の
申
し
出
を
し
て
、
受
理
さ
れ
た
病
院

・
診
療
所

・
薬

局
で
あ
り
、
ま
た
知
事
の
登
録
を
う
け
た
医
師
・
薬
剤
師
が
療
養
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
県
外
の
医
療
機
関
の
中
に
は
、

山
梨
県
と
の
契
約
を
し
て

い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
険
証
の
使
用
が
で
き
ず
、
医
療
費
金
額
本
人
払
い
の
と
こ

ろ
が
あ
る
。
こ
の
場
合
緊
急
そ
の
他
や
む
を
え
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
療
養
費
と

し
て
保
険
給
付
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

身
延
町
に
お
け
る
国
保
療
養
取
扱
い
機
関
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

病

院

身

延
山
病
院

診

療

所

高

橋

医
院
(
梅
平
)
佐
野
医
院
(
大
野
〉
遠
藤
医
院
(
梅
平
)

下
山
療
院
(
下
山
大
庭
)
阪
本
医
院
(
角
打
)

山
内
歯
科
医
院
(
下
山
荒
町
〉
古
屋
歯
科
医
院
(
下
山
本
町
)

望
月
歯
科
医
院
(
塩
沢
)
石
部
歯
科
医
院
(
梅
平
)

天
洋
堂
薬
局
(
身
延
仲
町
〉
身
延
薬
局
(
梅
平
)
回
生
堂
薬
局

歯
科
医
院

薬

局
第
三
章

国
民
健
康
保
険
事
業

保険医利用状況の推移(薬剤支給療養告を除く〉

iF1 数たl件り当日 用たl件額り当費
県 平 均

件数 日数 費用額 ~ιZ 主匝主~当勾~

昌又弘砂噌中 I りl件日数当た I りl件費用当額た
5件69 

日
11 ，655，42円9 7.4% 0 

日
20，48円4 6.∞ % 日

18，59円4 38 9，676 17.0 14.2 

39 509 8，198 11 ，401，755 6.90 16.1 22，4αコ 6.35 14.0 21，033 

40 499 8，756 13，423，643 7.02 17.5 26，901 6.52 14.4 24，892 

41 544 8，940 17，064，116 7.87 16.4 31，368 7.34 14.7 26，515 

42 560 9，125 18，697，224 8.45 16.3 33，387 7.99 14.7 29，329 

表 l

入院

入院外

トエ 数た1件り当日 用たl件額り費当
県平均

件数 日数 費用額 受診率
F又Z弘皆市中 I り1件日数当た I りl件費用当額た

12，9件80 
日
15，527，5円13 168.6% 8 

日
1，19円6 193.8% 8 3.日3 1，03円8 38 40，955 3.2 

39 14，949 45，513 18，776，287 202.70 3.0 1，256 216.96 3.1 1，243 

40 14，411 42，565 21，427，471 202.60 3.0 1，487 219.35 3.1 1，481 

41 14，995 44，733 25，292，129 216.88 3.0 1，687 238.50 3.0 1，602 
，ー

42 15，946 44，599 27，771，265 240.66 2.8 1，742 261. 33 3.0 1，766 

八
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(
角
打
)

次
に
最
近
五
カ
年
の
利
用
状

況
に
つ
い
て
み
る
と
、
別
表
1

の
と
お
り
で
あ
り
、
昭
和
四
十

二
年
度
に
お
い
て
は
、
総
医
療

費
の
三
八
パ

ー
セ
ン
ト
が
、
町

外
県
外
の
医
療
機
関
に
支
払
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(表
2
〉

保
健
婦
の

活
動
状
況

身
延
町
の
保
健
婦
は
、
現
在

二
名
で
あ
り
、
保
健
婦
業
務
を

行
な
っ
て
い
る
。
保
健
施
設
と

し
て
の
、
国
保
保
健
婦
最
近
五

カ
年
の
活
動
状
況
は
、
町
全
体

の
保
健
衛
生
行
政
の
中
で
計
画

立
案
さ
れ
、
全
町
民
を
対
象
と

し
て
、

二
人
の
保
健
婦
に
よ
り

実
施
さ
れ
て

い
る
。
活
動
計
画

は
、
保
健
所
お
よ
び
国
保
の
疾

病
統
計
を
利
用
し
て
立
案
さ

れ
、
業
務
の
実
施
は
、
医
療
機

関

・
区
衛
生
組
合

・
愛
育
会
な

ど
各
機
関
の
協
力
を
え
て
行
な

っ
て
い
る
。

昭
和
四
十
三
年
度
の
活
動
計

生

科

ぷ 数たI件り当日 用た1件額り費当
県 平 均

件数 日数 費用額 受診率
又昌弘酔申中 1 りl件日数当た 1 りl件費用当額た

3，0件82 
日
4，191，26円5 40.0% 5 

日
1，36円0 41.4% 9 

日
1，38円4 38 10，010 3.2 3.9 

39 3，031 11，334 4，792，289 41.10 3.7 1，581 42.74 3.9 1，550 

40 2，938 10，545 5，612，174 41.30 3.6 1，910 46.62 3.8 1，712 

41 3，422 15，730 8，401，477 49.49 4.6 2，455 49.30 3.8 1，741 

42 3，306 13，344 8，589，485 49.89 4.0 2，598 51. 57 3.7 1，828 

歯

八
二
二

(42年度〉

~ 
入院 入 院 外 メロL 言十

件数 |日数11用震 件数 |日数|重用震 件 数|日数 LJ用語
2件22 

日 円
3，6件46 

日
6，570，9∞ 円 3，8件68 

日
14，418，32円0 身延山病院 3，045 7，847，420 9，105 12，150 

高橋医院 一 1，631 5，654 2，306，010 1，631 5，654 2，306，010 

佐野医院 2 11 18，970 1，391 4，820 2，478，920 1，393 4，831 2，497，890 

遠藤医院 一 一 2，019 5，468 2，708，840 2，019 5，468 2，708，840 

望月療院 一 一 1，727 5，295 2，450，020 1，727 5，295 2，450，020 

阪本医院 3 64 49，870 1，325 3，406 1，845，340 1，328 3，460 1，895，210 

山内 歯科 999 3，436 2，837，970 999 3，436 2，837，970 

古屋歯科 一 170 704 344，3∞ 170 704 344，300 

望月歯科 954 3，952 2，141，520 954 3，952 2，141，520 

石部歯科 870 4，216 2，624，670 870 4，261 2，624，670 

回生堂薬局 一 573 696 389，470 573 696 389，470 

天洋堂薬局 一 113 123 99，750 113 123 99，750 

身延薬局 一 一 123 143 147，∞2 123 143 147，020 

町内 計 227 3，110 7，916，260 15，541 47，018 26，944，730 15，768 50，128 34，860，990 

機町県関外医療 333 6，015 10，780，960 4，534 11，904 10，089，979 4，867 17，919 20，870，943 

言十 560 9，125 18，697，224 20，075 58，922 37，034，709 20，635 68，047 55，731，933 

療養費 一 一 一 396 2，808 1，108，252 

メ口L 5十 一 一 一 21，031 70，855 56，870，185 

医療機関利用状況表2



画
は
、
過
去
の
業
務
分
析
と
、
死
因
統
計

・
疾
病
統
計
な
ど
を
検
討
し
て
立
案
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
重
点
目
標
を
記
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー、

家
庭
訪
問
を
強
化
し
、
疾
病
の
早
期
発
見
と
適
正
な
治
療
を
期
す
る
こ
と
0

2
、
成
人
病
と
結
核
対
策
を
強
化
す
る
。

3
、
母
子
対
策
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

以
上
三
点
を
中
心
に
業
務
遂
行
が
さ
れ
て
い
る
が
、
年
間
計
画
の
細
目
は
保
健
衛
生

の
章
に
あ
る
の
で
省
略
す
る
。

近
年
疾
病
統
計
の
中
か
ら
、
悪
性
新
生
物
(
癌
、
肉
腫
な
ど
)
が
目
に
つ
く
よ
う
に

な
り
、
ま
た
、
中
枢
神
経
系
統
の
疾
病
(
脳
溢
血
)
も
多
い
こ
と
か
ら
、

成
人
病
対

策

・
疾
病
の
早
期
発
見
早
期
治
療
が
さ
け
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
保
健
婦
の
重
要
性
が

あ
ら
た
め
て
再
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
反
面
保
健
婦
の
絶
対
数
の
不
足
か
ら
、
各
町
村

と
も
非
常
に
少
な
い
人
員
で
、
こ
の
業
務
を
遂
行
し
て
お
り
、
事
務
量
の
増
加
に
よ
っ

て
、
本
来
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
き
た
し
か
ね
な
い
現
状
で
あ
る
。

身
延
町
に
お
い
て
も
、
基
準
数
人
口
三
、
五

O
O人
に
一
人
の
割
合
で
は
、
四
人
近

い
保
健
婦
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
状
は
二
人
で
あ
り
、
悪
性
疾
病
と
医
療
費
の
関
連
が

問
題
化
し
て
い
る
。
今
日
の
町
民
健
康
管
理
に
つ
い
て
、
行
政
上
一
つ
の
課
題
と
い
え

ト
a
Aノ
0(

付
)
昭
和
四
十
四
年
度
よ
り
一
年
以
上
国
保
を
利
用
し
な
か
っ
た
健
康
優
良
家
庭
を
対
象
に

表
彩
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

な
お
、
こ
の
年
よ
り
国
保
会
計
に
財
政
調
整
基
金
制
度
が
設
け
ら
れ
、
四
十
三
年
度
の

黒
字
よ
り
五
O
O万
円
を
こ
れ
に
繰
入
れ
不
時
の
出
費
に
備
え
る
と
と
も
に
増
税
を
極

力
お
さ
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

第
三
章

国
民
健
康
保
険

業

保健婦活動実施状況

X 
家庭訪問 得生 研修会議

疾病の早期発見の対策

健康相談 健康診断及び集団検診

教研修及び育 I ムE 説，$G 教 育
件数|時間 保と険し施て設 Iその他

38 4 12 36 173 一 23 6 396 102 

39 9 19 14 120 一 312 105 

40 165 134 18 146 16 4 354 107 I 

41 234 147 34 122 64 194 40 162 34 

42 123 210 193 140 16 369 105 

43 201 278 336 124 36 96 24 'L.72 65 

表 3

民
疾病の早

記録及び統計
そ の 他

期治療対 保健婦事務に関する 総時間数

策 その他
予防接種 |連絡| 川訪問記録| その他

38 。 4CD 226 。 260 120 202 1，933 

39 。 4 465 162 278 110 155 1，744 

40 。 38 774 125 234 60 117 2，328 

41 41 361 494 188 131 217 2，209 

42 。 35 373 331 223 34 116 2，145 

43 。 58 681 。 150 62 40 2，126 

八
二
三

注、国保保健婦 l名の活動状況
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第
四
章

団

体

労

働

一、
身
延
地
区
労
働
組
合
協
議
会

戦
後
労
働
組
合
の
急
速
な
組
織
化
が
全
国
的
に
行
な
わ
れ
、
全
国
的
、
産
業
別
、
企

業
別
等
の
各
単
位
組
合
、
連
合
体
、
協
議
会
が
作
ら
れ
て
い
っ

た
。
一
方
、
地
域
的
連

合
組
織
と
し
て
、
県
労
協
、
県
労
連
、
郡
市
労
連
、
町
村
労
協
等
の
名
称
で
、
各
組
合

の
支
部
組
織
や
地
方
組
合
の
連
合
体
が
作
ら
れ
、
労
働
運
動
の
地
域
ぐ
る
み
的
強
化
が

は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

山
梨
県
に
お
い
て
も
、
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
総
評
(
労
働
組
合
総
評
議
会
)
の
結

成
に
と
も
な
い
、
そ
の
下
部
組
織
と
し
て
山
梨
県
労
働
組
合
総
連
合
(
県
労
連
)
が
結

成
さ
れ
た
。

県
労
連
は
各
郡
市
、
町
村
別
の
地
域
組
織
l
地
区
労
の
強
化
を
は
か
り
、
全
県
的
に

組
織
が
た
め
を
推
進
し
た
。

身
延
町
に
お
い
て
も
官
公
労
組
、
民
間
大
企
業
労
組
の
支
部
を
中
心
と
し
て
こ
の
頃

よ
り
身
延
地
区
労
働
組
合
協
議
会
(
身
延
地
区
労
)
が
結
成
さ
れ
、
各
加
盟
組
合
の
闘

争
支
援

・
政
治
活
動

・
選
挙
に
お
け
る
推
薦
候
補
支
援
活
動
な
ど
を
行
な
う
ほ
か
、
地

域
の
民
主
化
の
活
動
と
し
て
、
町
議
選
の
大
選
挙
区
制
採
用
請
願
運
動
(
昭
和
三
十
六

年
〉
や
、
町
長
候
補
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
、

要
請
な
ど
町
政
に
対
す
る
働
き
か
け
も
行
な

っ
た
。昭
和
三
十
八
年
、
四
十
二
年
の
町
議
選
挙
で
は
各
二
名
の
推
薦
候
補
を
え
ら
び
、
当

選
さ
せ
て
い
る
。

歴

代

議

長

初

中
ハ
日
通
、
和
田
)

代

市

|
 
|
 

冒
E
S'
'

八
二
四

代 代

望

月

(
現
)
竹
之
内

治宗

雄
(
東
電
、
梅
平
U

男
(
日
通
、
波
木
井
)

組

織

人

員

昭
和
四
十
四
年
五
月
現
在

(
会
費
完
納
者
の
み
)

全

日

通

身

延

分

会

一

七

名

身

延

タ

ク

シ

ー

労

組

一

O
名

身

延

登

山

鉄

道

労

組

一

二

名

山
梨

交

通

身

延

分

会

五

O
名

自

治

労

町

職

員

組

合

八

O
名

全

逓

大

河

内

局

分

会

一

二

名

山

教

組

南

一

班

五

七

名

全

電

通

身

延

分

会

三

一

名

全

逓

身

延

局

分

会

一

七

名

国

鉄

身

延

駅

分

会

一

三

名

合

計

二

九

九

名

(
註
)
こ
の
ほ
か
大
一
製
材
労
働
組
合

・
全
逓
信
従
組
下
山

・
政
問

・
身
延
山
各
局
分
会
な

ど
が
あ
り
、
実
際
の
加
盟
人
員
は
会
費
未
納
者
を
ふ
く
め
る
と
五
百
名
近
い
状
況
で
あ

る。

昭
和
四
十
四
年
度
の
活
動
方
針
の
中
で
、
町
政
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
、

1
、
身
延
駅
付
近
へ
通
勤
者
の
た
め
の
駐
車
場
設
置

2
、
ダ
ン
プ
公
害
対
策

3
、
安
全
通
学
路
の
設
定
と
整
備

4、

公
立
総
合
病
院
の
設
置

を
掲
げ
て
い
る
。
一一、
身
延
町
勤
労
者
協
議
会

昭
和
四
十
年
九
月
に
結
成
さ
れ
た
団
体
で
、
加
入
対
象
者
は
町
内
在
住
の
給
与
所
得

者
で
あ
る
。



給
与
所
得
者
は
源
泉
徴
収
に
よ
っ
て
住
民
税
を
納
入
し、

そ
の
額
は
町
民
税
の
六
J

七
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
負
担
率
は
他
の
階
層
の
そ
れ
に
比
し、

著
し
く
不
公
平
で

過
重
だ
と
い
う
不
満
が
全
国
的
に
も
強
く
、
各
自
治
体
で
税
額
の
一
部
を
個
々
に
還
元

し
た
り
、
報
償
金
と
し
て
交
付
し
た
り
し
て
そ
の
緩
和
を
は
か
っ
て
い
る
。

身
延
町
に
お
い
て
は
昭
和
三
十
七
年
頃
ま
で
一
部
還
元
金
会
一パ
ー
セ
ン
ト
)
が
出

さ
れ
て
い
た
が
、
自
治
省
の
指
導
も
あ
っ
て
打
ち
切
ら
れ
た
。
こ
れ
を
不
満
と
し
て
、

地
区
労
を
主
体
と
す
る
勤
労
者
は
四
十
年
に
町
と
交
渉
の
結
果
、

「
身
延
町
勤
労
者
協

議
会
」
を
結
成
、
町
は

こ
の
団
体
に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
勤
労
者
の
福
祉
向
上
に

資
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
趣
旨
に
も
と
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
度
よ
り
凶
十
三
年
度
ま
で
年
額
六
万
円
、

昭
和
四
十
四
年
度
に
は
十
万
円
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。

勤
労
者
協
議
会
は
当
初
五

O
O名
の
加
入
で
発
足
し
、
町
内
全
対
象
者
の
組
織
化
を

め
ざ
し
て
活
動
す
る
と
と
も
に
、
相
互
親
睦
の
た
め
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

、

ス
ポ

ー

ツ
行
事
、
学
習
活
動
な
ど
を
企
画
実
施
し
て
い
る
。

歴

代

会

長

二初

代

望

川

代
ハ
現
職
〉
竹
之
内

雌
(
東
屯
、
梅
平
)

男
(
日
通

・
波
木
井
)

.... 11..:.. r.去2
t口 /J主

第
五
章

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
と
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

第
五
章

第
一
節

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
と

フ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
フ
に
つ
い
て

身
延
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ

持は の !開第びを三ら三あつよかのの
ち 、ロ 誕タいーか広日つ人るくりる荒シ園
田最 1 生リた回けく、ての」り良これカ際
り初タで ! ののよ人こ二友とだいとすゴロ
で会リあクが会う々の月人考す社こさで|
順員 l るラ 、合とに理二とえ道会そん 、タ
番がと。ブロを 、呼想十語 、でを 、で青 リ

jい年 1
3 た弁の
社護起
会士り
状ポは

ミ態 l
をル今
憂 占 か
え t ら
ノ、/'¥

「リ十
奉ス四

d 仕が年
{の 、前
長1;精その
令:神の'一
長jに当九
沿よ 時 O
't~つ経五
よて済年
謡、 恐に「人慌 、
i のでア
和 、メ

を人 リ
は心カ

;ー株
是
非

ノ
二
五

身延ロータリークラブ
現会長望月民部
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に
、
集
会
を
各
自
の
事
務
所
で
開
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
理
想

は
着
実
に
成
長
し
、
現
在
一
凶
六
の
国
家
お
よ
び
地
域
に
広
め
ら
れ
、
ク
ラ
ブ
数
一
万

三
千
八
百
、
会
員
数
六
十
五
万
三
千
余
名
に
達
し
、
吏
に
大
き
な
発
展
が
期
待
さ
れ
て

い
守
心
。日
本
で
は
大
正
九
年
(
一
九
二

O
〉
十
月
二
十
日
に
、
当
時
三
井
銀
行
の
重
役
で
あ

っ
た
米
山
梅
吉
が
シ
カ
ゴ
の
中
央
事
務
局
か
ら
委
任
さ
れ
、
初
め
て
東
京
に
こ
れ
を
創

立
し
、
翌
十
年
四
月
一
日
に
世
界
で
三
五
五
番
目
の
ク
ラ
ブ
と
し
て
加
盟
承
認
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
結
果
、

一
時
国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
か
ら
脱
退
す
る
の
や

む
な
き
に
至
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
戦
後
復
帰
す
る
や
、
ま
す
ま
す
発
展
し
、
現
在
国

内
で
は
九
一

O
ク
ラ
ブ
、
四
万
四
千
余
名
の
会
員
が
各
地
に
存
在
し
て
い
る
。

会
員
は
地
域
内
の
理
想
に
も
え
る
堅
実
な
専
門
職
業
人
、
実
業
家
の
中
か
ら
定
款
に

よ
っ
て
選
ば
れ
、
週
一
回
の
ク
ラ
ブ
例
会
出
席
に
よ
っ
て
、
各
種
職
域
人
の
交
友
を
通

じ
、
地
域
社
会
へ
の
奉
仕
の
機
会
を
得
ょ
う
と
は
か
っ
て
い
る
。

ロ
ー
タ
リ
ー
で
は
社
会
生
活
に
お
け
る
人
間
の
幸
福
は
、
他
人

へ
の
思
い
や
り
と
助

け
合
い
に
あ
る
と
考
え
、

ω国
際
奉
仕、

ω社
会
奉
仕
、

ω職
業
奉
仕、

ωク
ラ
ブ
奉

仕
の
四
部
門
を
設
け
、
各
自
の
職
業
を
通
じ
て
「
奉
仕
の
理
想
」
を
推
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

身
延
ロ

ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
は
、
こ
う
し
た
目
的
理
想
の
も
と
に
、
昭
和
四
十
年
(
一

九
六
五
)
十
月
七
日
、
甲
府
ロ

ー
タ
リ

ー
ク
ラ
ブ
を
ス
ポ

ン
サ
ー

ク
ラ
ブ
と
し
て
発
足

し、

翌
十
一
月
二
十
六
日
を
も
っ
て
、
国
際

ロ
ー

タ
リ
ー
に
正
式
加
盟
認
証
さ
れ
た
。

山
梨
県
下
で
は
九
番
目
の
ク
ラ
ブ
と
し
て
、
事
務
所
を
山
梨
中
央
銀
行
身
延
支
庖
に
置

き
、
例
会
場
も
同
支
庖
の
三
階
会
議
室
で
、
毎
週
木
曜
日
の
十
二
時
三
十
分
か
ら
一
時

三
十
分
ま
で
、
一
時
間
に
わ
た
っ
て
会
員
一
同
昼
食
を
共
に
し
な
が
ら
、
例
会
を
催
し

て
い
る
。

翌
四
十

一
年
の
六
月
十
六
日
に
、
身
延
中
央
公
民
館
で
、
全
国
の
ロ

ー
タ
リ
ー

ク
ラ

ブ
か
ら
五
百
余
人
の
ロ

l
タ
リ
ア
ン
及
び
来
賓
等
を
迎
え
て
、
盛
大
な
「
国
際
ロ
ー
タ

リ
ー
加
盟
認
証
状
伝
達
式
」
を
挙
行
し
、
そ
れ
以
来
「
宗
教
都
市
身
延
」
と
し
て
の
特

--」、

，/
-
一
一
ノ

りと国 し 金の協学な外 仕精し業は例 施学もに良 つ色
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タ! るリタるル計東 山激 留と自てめ」各 、地いし」歩交主すた
リ タ o J り 。へ画南記励学 し が、 、奉会ロ域るてを行通なベク
!リ 現第 i 日推ア念を僧て勤職当仕員 l的。プ、者指事くラ
ク l在三で 本進ジ奨始やはめ業クすがタ奉 レまの導業計プ
ラ クの五は 語のア学め信 、てをラるそリ仕 ゼたた員と画と
ブ ラガ九、 書た低会 と 徒身い通ブこれ l は ン身め しさし
役 ブバ地山 籍め開)し、延るじでとぞと、 ト延の優てれて
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長

五四三二初

代代代代代

民一公是是

望佐高林林

月野橋

名

誉

会

員

藤

井

静

(
身
延
山
法
主
〉

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
と
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

日

第
五
章

民刀口本

昌
議

一

太
三
男

能

明
久部

佐河米長保林遠深野高河堀野河佐
谷

野住 山川坂

望

月

日

抵主

(
身
延
山
総
務
)

身
延
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
員
氏
名

(
五
十
音
順
〉

村住野

一孝源義 是能市宇公昭一宇孝一
太治 太
男郎郎浩博幹明良rs吉男久勇吉郎児

藤沢村橋井(任

期

部男男幹幹

(昭
和

四

十

年
l
四
十

一
年
)

(
昭
和
四
十

一
年
1

四
十
二
年
〉

(
昭
和
四
十
二
年

i
四
十
三
年
)

(
昭
和
四
十
三
年

l
四
十
四
年
)

(
昭
和
四
十
四
年

l

〉

若深米山望保堀長林野千高高高佐河河河遠速上
谷 須見
川 村和沢梨橋野井住西藤藤田

譲能本

坂

篤市源太民 一義是宇芳一 公一昭孝
治三 太

義郎郎男部博勇浩幹吉郎乙勲男男久郎正一明昌

(
上
沢
寺
住
職
)

(
梅
屋
旅
館
専
務
)

(
梅
屋
売
脂
専
務
〉

(
河
西
呉
服
庖
主
)

(
天
洋
堂
薬
局
庖
主
)

(
田
中
屋
旅
館
重
役
〉

(
佐
野
医
院
院
長
)

(
高
橋
医
院
院
長
》

(
身
延
生
花
庖
主
〉

(
高
見
沢
商
庖
主
)

(
身
延
電
波
庖
主
)

(
野
村
理
髪
庖
主
)

(
身
延
山
大
学
教
授
)

(
身
延
山
大
学
図
書
館
〉

(
身
延
山
高
等
学
校
教
諭
)

(
身
延
工
業
社
長
)

(
望
月
歯
科
医
院
院
長
)

(
山
梨
中
央
銀
行
身
延
支
庖
長
〉

(
平
多
屋
庖
主
〉

(
玉
屋
旅
館
重
役
〉

(
玉
屋
支
庖
主
)

ク
ラ
ブ
例
会
の
行
事
と
し
て
は
、
そ
の

つ
ど
、
他
ク
ラ
ブ
の
会
員
や
地
元
の
名
士
等

を
招
い
て
、
卓
話
を
聞
い
た
り
、
社
会
奉
仕
に
貢
献
し
た
人
々
を
招
待
し
て
、
そ
の
労

を
ね
ぎ
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

特
に
社
会
で
一
般
に
目
立
た
ぬ
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
た
え
ず
奉
仕
に
努
力
し
て
い

る
よ
う
な
人
タ
を
招
待
し、

慰
労
激
励
に
つ
と
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
毎
月
一
回
「
ロ

ー
タ
リ
ー
の
友
」
と
い
う
機
関
誌
を
通
し
て
、

宮沢山本月

ロ
ー
タ
リ

ー

八
二
七



第
八
編

厚

1:. 

精
神
の
福
養
に
資
し、

会
員
相
互
の
親
睦
修
養
に
つ
と
め
て
い
る
。

更
に
会
員
だ
け
で
な
く
、
そ
の
家
族
に
も
ロ

ー
タ
リ

ー
の
趣
旨
を
わ
か
っ
意
味
か

ら
、
家
族
会
が
し
ば
し
ば
催
さ
れ
て
い
る
。

特
に
四
十
四
年
度
に
は
、
身
延
ク
ラ
ブ
が
主
催
と
な
っ
て
山
梨
県
下
全
ク
ラ
ブ
の
大

会
を
、
身
延
山
大
学
を
会
場
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、

「
身
延
ロ

ー
タ
リ
ー
週
報
」
を
毎
週
発
行
し、

す
で
に
一
五

O
号
を
越
え
て

い
る
。

第
二
節

身
延
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

「
社
会
に
奉
仕
す
る
」
と
い
う
モ
ッ
ト

ー
を
掲
げ
て
一
九
一

七
年
ア

メ
リ
カ
に
発
足

し
た
小
さ
な
ク
ラ
ブ
が
今
や
世
界
的
規
模
の
有
力
団
体
に
成
長
隆
盛
を
遂
げ
た
。

身延ライオンズクラブ

現会長池上正

八
二

f

わ
が
山
梨
県
下
で
も
最
近
各
地
に
ク
ラ
ブ
が
結
成
さ
れ
、
鰍
沢
増
穂
ク
ラ
ブ
の
助
言

に
よ
り
昭
和
三
十
九
年
十
月
六
日
身
延
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
発
足
し
た
。

翌
凶
十
年
六
月
二
十
六
日
盛
大
な
認
証
状
伝
達
式
(
チ
ャ
ー
タ

ー
ナ
イ
ト
)
が
行
な

わ
れ
た
が
、
さ
す
が
日
本
の
身
延
だ
け
あ
っ
て
日
本
各
地
か
ら
の
ブ
ラ
ザ
ー
ク
ラ
ブ
員

が
参
集
し
そ
の
数
千
五
百
名
を
数
え
た
。

以
来
五
年
を
経
て
会
長
以
下
ラ
イ
オ
ン
ズ
精
神
に
徹
し
日
夜
不
断
の
努
力
を
続
け
て

い
る
が
特
に
去
る
七
月
二
日
第
五
十
二
回
世
界
ラ
イ
オ
ン
ズ
大
会
が
東
京
武
道
館
で
行

な
わ
れ
、
世
界
一

O
七
カ
国
三
万
人
が
参
加
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
臨
席
の
盛
儀
に
当
ク

ラ
ブ
か
ら
も
会
長
以
下
十
名
出
席
し
今
後
の
精
進
を
誓
っ
た
。

な
お
来
年
は
創
立
五
周
年
を
迎
え
る
の
で
五
周
年
記
念
式
を
挙
行
す
べ
く
目
下
着
々

準
備
に
大
童
で
あ
る
。

現
在
ま
で
の
事
業

1
、
町
内
各
中

・
小
学
校
へ
ラ
イ
オ
ン
ズ
文
庫
の
贈
呈

2
、
県
善
意
銀
行
へ
預
託

3
、
南
部
交
通
安
全
協
会
へ
寄
付

4
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
付

5
、
身
延
駅
前
の
身
延
周
辺
案
内
鳥
か
ん
図
板
建
設
へ
寄
付

6
、
ら
い
収
容
施
設
へ
テ
レ
ビ
セ
ッ
ト
贈
呈

7
、
町
内
交
通
事
故
発
生
地
に
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
お
よ
び
大
ミ
ラ
l
設
置

・

8
、
町
敬
老
会
へ
飲
物
贈
呈

9
、
歳
末
助
け
合
い
運
動
に
寄
金
勧
募

日、

身
延
駅
待
介
室
に
通
勤
者
の
た
め
の
夕
立
用
傘
設
置

口、

日
蓮
聖
人
御
廟
所
清
掃
用
具
一
式
整
備

役
員
お
よ
び
会
員

身延ライオンズクラブの社会奉仕活動

会

長
第
一
副
会
長

第
二
副
会
長

第
三
副
会
長

高佐畑池

村野野上

大淳

衛司稔正



幹

事
副

事
会

計

副

会

計

テ

1

7
1

副
テ

1

7
1

テ
ー

ル
ツ
イ
ス
タ

l

副
テ

l
ル
ツ

イ

ス

タ

!

大
会
委
員
長

二

年

理

事

一
年
理
事

副
大
会
委
員
長

幹

歴

代

会

長

初

代

会

長

二

代

会

長

三

代

会

長

四

代

会

長

五

代

会

長

第
五
章

藤大字下真藤南遠青石土田樋田佐片
久佐
田保美里保田部藤沼部橋中日中野田

池松井望田

喜豊次是桂大光敏達武隆邦是浩晃文
四

広繁男忠吉六徳行明彦郎久澄ー市斉

上野出月中

久逸惟不

正男平臣雄

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
と
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

八
二
九



思

、、


	P-7.身延町誌_Part822
	P-7.身延町誌_Part823
	P-7.身延町誌_Part824
	P-7.身延町誌_Part825
	P-7.身延町誌_Part826
	P-7.身延町誌_Part827
	P-7.身延町誌_Part828
	P-7.身延町誌_Part829
	P-7.身延町誌_Part830
	P-7.身延町誌_Part831
	P-7.身延町誌_Part832
	P-7.身延町誌_Part833
	P-7.身延町誌_Part834
	P-7.身延町誌_Part835
	P-7.身延町誌_Part836
	P-7.身延町誌_Part837
	P-7.身延町誌_Part838
	P-7.身延町誌_Part839
	P-7.身延町誌_Part840
	P-7.身延町誌_Part841
	P-7.身延町誌_Part842
	P-7.身延町誌_Part843
	P-7.身延町誌_Part844
	P-7.身延町誌_Part845
	P-7.身延町誌_Part846
	P-7.身延町誌_Part847
	P-7.身延町誌_Part848
	P-7.身延町誌_Part849
	P-7.身延町誌_Part850
	P-7.身延町誌_Part851
	P-7.身延町誌_Part852
	P-7.身延町誌_Part853
	P-7.身延町誌_Part854
	P-7.身延町誌_Part855
	P-7.身延町誌_Part856
	P-7.身延町誌_Part857
	P-7.身延町誌_Part858
	P-7.身延町誌_Part859
	P-7.身延町誌_Part860
	P-7.身延町誌_Part861
	P-7.身延町誌_Part862
	P-7.身延町誌_Part863
	P-7.身延町誌_Part864
	P-7.身延町誌_Part865
	P-7.身延町誌_Part866
	P-7.身延町誌_Part867
	P-7.身延町誌_Part868
	P-7.身延町誌_Part869
	P-7.身延町誌_Part870
	P-7.身延町誌_Part871
	P-7.身延町誌_Part872
	P-7.身延町誌_Part873
	P-7.身延町誌_Part874
	P-7.身延町誌_Part875
	P-7.身延町誌_Part876
	P-7.身延町誌_Part877
	P-7.身延町誌_Part878
	P-7.身延町誌_Part879
	P-7.身延町誌_Part880
	P-7.身延町誌_Part881
	P-7.身延町誌_Part882
	P-7.身延町誌_Part883
	P-7.身延町誌_Part884
	P-7.身延町誌_Part885
	P-7.身延町誌_Part886
	P-7.身延町誌_Part887
	P-7.身延町誌_Part888
	P-7.身延町誌_Part889
	P-7.身延町誌_Part890
	P-7.身延町誌_Part891

